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　神戸市では1965年以来，４次にわたり基本計画を策定し，時代の変化に対

応しながら計画的な行政運営を進めてきました。

　今回策定した「第５次神戸市基本計画」は，少子・超高齢化の急速な進行

や激しさを増す国際競争など，さまざまな課題が山積する時代にあって，神

戸のこれまでの歩みをしっかりと踏まえ，各界の叡智を結集し，今後の神戸

のまちづくりがいかにあるべきかを議論を経てつくりあげたものです。

　振り返れば，市民の宝として多くの人々に愛されている六甲山は，幕末か

ら明治初期にかけては荒廃した山でしたが，100年以上にわたり続けられて

きた人々の緑を取り戻すための努力により，私たちが目にしている緑あふれ

る美しい姿に生まれ変わっています。

　さらに，神戸のまちは，過去からすべての市民が力を合わせ，戦災，風水害，

そして震災など多くの困難を力強く乗り越えて築き上げてきました。

　「第５次神戸市基本計画」全体をつらぬくまちづくりの理念は，神戸にとっ

て最も大切なものである多様な「ひと」が活躍できるまちをつくること，つ

まり，「ひと」を「たから」として，新たな豊かさをともに創造することです。 

それが，協働と参画をさらに発展的に進めた“協創”の理念です。

　日本，そして神戸をとりまく社会経済状況は厳しさを増していますが，一

方で，神戸ならではの創造性を発揮して，新たな豊かさをつくり出すチャン

スでもあります。今こそ神戸から世界に飛躍した先人たちの歩みに学びつつ，

“協創”の理念のもと，これまで以上に魅力あふれる神戸のまちを市民とと

もに創っていきたいと思います。

　このたびの東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた皆様に心からお

見舞い申し上げるとともに，被災地としての経験を活かして，全力で支援に

取り組んでまいります。

巻  頭  言

　「ひと」を「たから」として

　　新たな豊かさをともに創造する“協
きょうそう

創”の理念

　　　　　神戸市長　矢　田　立　郎　　



　神戸市では，1965年（昭和40年）から４次にわたるマスタープランに基づき，

計画的で総合的な都市づくりを進め，都市の健全な発展と市民生活の安定及び生

活環境の向上を図ってきた。

　1993年（平成５年）９月に市会の議決を受けた「新・神戸市基本構想」は，

2025年（平成37年）を目標年次とした市の最高理念である。

　この基本構想の実現のためのプロセスを描く「第4次神戸市基本計画」は，神

戸市が同年１月17日発生した阪神・淡路大震災による未曾有の被害に見舞われて

から半年後の1995年（平成７年）10月に策定したもので，同年６月に策定した

「神戸市復興計画」の精神を踏まえるとともに，さらに長期を見据えた計画とし

て策定したものである。

　2010年（平成22年）は，この「第４次神戸市基本計画」の目標年次にあたり，

この基本計画策定から現在に至るまでの社会経済情勢の大きな変化を踏まえつ

つ，「新・神戸市基本構想」に描かれた都市像の実現をめざし，「第５次神戸市基

本計画」が策定された。

　この基本計画は，「神戸づくりの指針」，「神戸2015ビジョン（重点施策計画）」，

「各区計画」の３点から構成され，基本構想の実現のための基本計画として，相

互に連携しながら一体的な取り組みが行われることになる。

　本号では，「第５次神戸市基本計画」を策定するにあたって，神戸市総合基本

計画審議会の委員であった方々に，これまでの取り組みをふりかえっていただ

き，今後の地方自治体のマスタープランづくりをめぐる諸課題について，多角的

に考察する。

　論文『人を「たから」にして進めるこれからのまちづくり』では，神戸市の第

５次基本計画のねらいを中心に考察いただいた。「リスクに挑戦する都市へ」で

は，公民連携による政策実験都市の必要性を論じていただき，「都市空間計画の

役割と計画課題」では，同時期に策定された「都市計画マスタープラン」との関

係性と課題，「神戸2015ビジョンの政策形成にあたって」では，市民のくらしを

守る視点から論じていただいた。また，特別論文として，「マスタープランから

見た神戸づくりの変遷」では，神戸のマスタープランとまちづくりの歴史的変遷

についてご紹介いただいている。

特集　「第５次神戸市基本計画　新たな神戸づくり」にあたって



’



4
・

5
・

Ⅰ．未踏の時代に入った中での計画

づくり

　かつて，『転換期の歴史』を発刊して注目

されたＧ．バラクラフは，第２次世界大戦の

終結をもって，いままで400年に亘って西欧

諸国が優勢を保ってきた世界の歩みは根本的

に変化したと述べた
１）
。彼は，歴史の変化を，

人口や科学・技術など多元的な起動力で説明

しようとした人であったが，人類はいまその

当時とは比較にならない大転換期を迎えてい

る。

　第１に，先進国の多くは，いわゆる人口ボー

ナス期（15歳から64歳までの生産年齢人口が

増加し，所得上昇にボーナス効果を与える時

期）を終わり，発展途上国がそれに代わって

人口ボーナス期の最盛期を迎えて新興国とな

り，未開発国もボーナス期を迎える段階に入

りつつある。世界政治をリードしてきたＧ８

がＧ20にならざるをえなくなった原因もそこ

にある。わが国でも2004年には総人口１億

2779万人をピークとして漸減し，2055年には，

8993万人と３割も激少すると予測されている。

こうした人口動勢は，各国の国民所得，した

がって，経済力を変化させ，とくに少子高齢

化の場合は，後継者不足などを通じて家業的

産業（小売業，手工業，一部農業など）の衰

退や人間形成上の諸問題（たとえば，核家族

化と子供達の過保護，過干渉などを通じた人

間関係の劣化または幼稚化など）を惹起し，

各国の経済的発言力の変化を齎す要因となり

つつある。

　第２に，これと関連して，BRICs の登場

に象徴されるように，先進国の成熟化とは対

照的に新興国家諸国の急速な経済発展が見ら

れつつあり，これに反して，先進諸国はわが

国やアメリカ及び EU の一部諸国が典型的な

ように，国家債務の巨額化を伴った経済運営

上の困難などで苦悩しつつあり２），グローバ

ル化した世界経済の運営には，先進国と新興

国，とくにＧ20諸国の協調が不可欠の条件と

なってきた。

　第３に，グローバル化に伴なう発展途上国

の経済活動の活発化もあって，世界の CO ２

は急激に増大し，地球環境問題の解決が基本

的な課題となった。ラニーニヤ現象とか北極

振動に伴う地球各地での洪水または旱魃など

も地球温暖化と無関係でないといわれること

になると低炭素社会化は地球社会そのものの

持続可能性と直結することになる。最近の食

人を「たから」にして進めるこれからのまちづくり
　－神戸市の第５次基本計画のねらい－

論　　文

財団法人　神戸都市問題研究所理事長　新  野  幸次郎
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料品，諸原料品の価格上昇も，こうした自然

現象による供給制限と先述の新興国および発

展途上国の需要増大と先進国の経済危機克服

のための金融緩和政策などに伴うスタグフレー

ション現象ということになると，この問題解

決には，さらに広汎なとり組みが必要となる。

　第４に，軍事的要請もあって発展した IT

のような技術革新は，ひとり経済活動のグロー

バル化だけでなく，政治・社会的な世論形成

とその現実の歩みに根源的な影響を与えるよ

うになってきた。科学・技術の革新が歴史の

展開上にきわめて大きな起動力になることは

従来から多くの人達も認めていることである

が，ナノ分析の進展をはじめとする広範な科

学的認識の変革は，今もまた急速に展開しつ

つある。

　ただ，残念なことに，こういう歴史的転換

期に，わが国は，ロンドン・エコノミスト誌

が「指導者のいない日本」
３）

と言ったように，

５年間に５人も総理大臣が交代するという状

態になり，この世界的混迷にいかに対応し，

何を目標とするかも示せる状態にない。われ

われはこうした状況の中で，わが神戸市のこ

れから５年先の基本計画を模索することに

なった。

　神戸市は，周知のように，平成５年に地方

自治法第２条の要求する「基本構想」をつく

り，議会の承認を得るとともに，平成７年に

５カ年に亘る総合基本計画も作成した。しか

し，その年に阪神・淡路大震災に見舞われ，

当時の基本計画は，「震災復興計画」にとっ

て代わらざるをえなくなった。復興過程の10

年後には，その総括と検証を基に，「神戸

2010ビジョン」を作成し，計画の実行過程で

いわゆる PDCA（Plan, Do, Check, Action）

方式がとられ，夫々のプランに達成目標とそ

の達成度が公示されるという新しい方式も採

用された。この第５次基本計画でも，答申書

の中の「神戸づくりの指針」に，５年前にな

らって「神戸2015ビジョン」をつくり，2010

ビジョンと同じ PDCA 方式を採用すること

になった。また，先述した大転換期での基本

計画の達成ということもあって，前もって学

識者を中心とする「神戸市次期基本計画のあ

り方懇話会」（４回開催）を持っただけでなく，

審議会の他に９区で計500人の委員が各20回

合計180回に及ぶ区民会議を持ち，それ以外

にも４回に亘る市民のワークショップ，さら

に大学生，高校生，中学生および小学生の意

見のほか，とくに一般市民からのパブリック・

コメントも３回頂くようにした。

　なお，基本計画審議会自身も，学識経験者

32名，民間各種団体の代表者22名，各分野で

活躍する識者27名，市政アドバイザー３名，

市会議員各派代表５名という大編成で総会６

回，また３部会で各４回の計12回の討議を頂

いたほか，部会間の連絡調整の他に全体に亘

る重点施策検討部会を設置する形で討議を重

ねてきた。もっとも，これだけ重層的な構成

で多様なご意見を総括した計画答申書でも，

未踏の時代であるだけに，それらを完全に消

化したビジョンとその PDCA 計画になって

いるとは言えない面もあることは，私個人と

しては認識せざるをえない。

Ⅱ．大震災と新しい神戸モデルの発見

　神戸の基本計画は，従来も神戸のもつ自然

的社会経済的特色を生かすことを一つの基本

理念として策定されてきた。ところが，阪神・

淡路大震災は，それに新しい神戸らしさを生

み出し，加算することになった。その第１は，

あれだけ広汎なインフラストラクチャーの崩

壊と60件に及ぶ同時火災と大量の住宅倒壊と

多数の犠牲者を生み出した大震災時と復興過

程での全市民の沈着と相互支援とは，BBC
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放送や New York Times 紙などが賛嘆した

神戸モデルを世界に示すことになった。神戸

は有名な社会学者であるＤ．ベル教授がかつ

て述べたように，人類が美しい自然景観の条

件と考えてきた山と海とを具備した世界で最

も美しい都市の一つである
４）
。従来，神戸ら

しさといえば，この風景と素晴らしい港都で

あったことにより西欧とくに欧州文明と文化

の日本最初の輸入地となったことから生まれ

た異国情緒などに富む都市と考えられてきた。

そこにさらに大震災時における神戸市民の冷

静で，温かい相互扶助の活動とが神戸モデル

の一つと認められるようになったのである。

大震災時の120万人とか150万人とかいわれる

ボランティア活動も従来とは違って個人主義

的，無報酬かつ現地主義的な特質をつくり出し，

その後のNPO法人誕生の契機となった。また，

復興過程での一部の住民の自主的まちづくり

は，民主主義とボランティア活動の母国のよ

うに言われてきたアメリカで，巨大ハリケー

ンに襲われたニューオリンズ市の市会議長な

どが災害復旧のモデルケースとして見学に来

られるまでになった。こういうこともあって，

世界各地で起こった震災などの復興モデルと

して JICA（国際協力機構）などを通じて国

際的にも参考にされるようになり，兵庫県は

リスク管理のモデル地域とされた。また，そ

れだけではなく大震災は，都市づくりの最重

要条件は安全・安心を保障をすることである

ことを確認させた。その結果従来ともすれば，

巨大化，効率化を軸にしがちであった都市づ

くりに根本的な反省を迫るものになった。

　第２に，この安全・安心なまちづくりと関

連するだけでなく，地球環境問題，観光，健

康都市などとの関連で，六甲山が新しい神戸

モデルの一つとして再認識されることになっ

た。従来，六甲山は，観光・保健と砂防を主

として取り上げられてきた。しかし，震災直

後から安全・安心な都市づくりの拠点として

の六甲山が着目され，国の力を得て，グリー

ン・ベルト地帯を購入して貰いそれをコモン

ズ的な地域として保全するようになった。神

戸は従来から港都神戸と呼ばれてきた。しか

し，考えてみると，わが国は国土面積中の森

林比率でみると，全世界273カ国の中で上か

ら５番目に入る森林王国である。その日本で

市内にある公園面積では，政令指定都市中，

わが神戸市は札幌に次いで第２位である。し

かし，この中には六甲山は算入されていない。

ところが，六甲山系東西約35㎞，南北５～６

㎞のうち，東部の一部を除く大半は，神戸市

域の中にすっぽりと包含された形になってい

る。政令指定都市の中にこれだけの山を抱え

ている都市は神戸市を除いて他にはなく，神

戸は港都であるだけでなく，日本を代表する

森林都市であるといってよい。しかもこの六

甲山は，江戸時代に完全な裸山になっていた

のを，明治20年代からの植林を経て，今日の

状態にしたところである。時あたかも，低炭

素社会化が問題になっている今日，六甲山は

ひとり砂防や観光や保健の拠点だけでなく，

他都市にない誇るべき低炭素社会神戸モデル

の拠点として力説されてよい。おまけにそこ

には豊臣秀吉で有名になった有馬温泉もあり，

最近は独創的な発想を生み出す企業研究所は，

森や丘や散策場所などに恵まれた環境に立地

すべきだという発想もある。六甲山は，こう

して実に多面的な要請に応えられる場所とし

て改めて再認識されることになった。

　周知のように，海は私有されず，国が全面

的に管理するようになっている。ところが，

わが国の山林は水源保存，したがって，河川

の維持と海の保全のためにも不可欠な国土部

分を形成している。にもかかわらず，その６

割が私的所有の対象となり，３割を地方公共

団体が所有し，国は１割しか所有していない。
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大震災で倒壊した私的財産としての住宅再建

が，国費負担でなされなかったように，私有

されている山林の保全のための国の支援は極

端に少ない。一方，安価な外国産木材の輸入

もあって，今日わが国の森林保全は個々の森

林所有者では不可能となり，日本全土の森林

は間伐も下刈りも出来ないで放置されている

状況に近い。その点，今回神戸市がこうして

六甲山の森林保全のためにひとり財政的配慮

をするだけでなく，企業や市民の協働を呼び

かけ，それが前進できるようになると，森林

王国日本の中で新しい神戸モデルを提供する

ことになるであろう
５）
。

　第３に，阪神・淡路大震災は，震災直後の

救援の場合，公助には文字通りの限界がある

こと，従って，何としても自助と共助の体制

が確立されていなければならないことを教え

ることになった。このことは，神戸市の場合，

消防署による消火能力は，10件の同時火災が

最大限であったのに，１月17日午前６時には，

60件の同時火災が発生した。おまけに，水道

管破裂で水の出ないところも出現したこと，

また，県下の自衛隊は伊丹・姫路に各600人，

警察官も当時宿直勤務者は約1,200人で，そ

れだけでは，死者6,433人，負傷者43,792人，

住宅全壊104,906棟などといわれる大規模災

害への完全対応は絶望的であった。そう言え

ば，家屋に閉じこめられた被災者約164,000

人中，消防・警察・自衛隊により救出された

者は約7,900人で，被救助者約35,000人中，

家族その他民間により救助された者約27,100

人，自立脱出者約129,000人と総括されてい

る
６）
。被災者数は，その規模，時刻などによっ

てもちろん異なるが，しかし，大震災時には，

自助７割，公助１割といったあのときの神戸

の経験が意識されねばならないとされた理由

もそこにある。わが国は寺田寅彦さんも警告

されたように世界に冠たる地震国でもあり，

阪神・淡路大震災後相次いで震災を経験，近

い将来にまた東海・東南海および南海の三大

海溝型大地震の勃発が予告されている。それ

を考えると，大震災直後の救助・介護につい

て，この神戸モデルはひとり大震災を経験し

今後の神戸市民生活への教訓としてだけでな

く，日本国民全体で覚悟しておかねばならな

いことである。大震災を経験したわれわれは，

地震は避けることが出来ないが，震災は軽減

できること，あるいは，われわれのそれに対

する警戒次第で極言すればなくすることが出

来ることを今後の神戸づくりで忘れてはなら

ない。建築物の耐震強度の強化とその補強，

耐震構造基準の確立などはその一例である。

　第４に，神戸市は，第２次総合基本計画の

ときに，高らかに「人間都市神戸」を樹立す

ることをうたい，第３次総合基本計画でもそ

れを掲げて努力を続けてきた。神戸市が福祉

は国の措置事業であって，地方自治体の事業

にそぐわないという意見に抗して，全国で初

めて「市民福祉条例」を策定したり，その方

針の延長線上に，今日アジア諸国からも見学

の多い「しあわせの村」を建設・運営したり

してきたのもその一つの現れであった。

　不幸な経験だった大震災は，多数の死者や

負傷者を生むことになり，神戸市民はあらた

めて人間の生命の大切さを確認させられただ

けでなく，人間の幸せが，たんに物的な豊か

さだけでなく，人を思い，人への思いやりの

心と働きであることを改めて自覚することに

なった。神戸は周知のように，ユネスコから，

デザイン都市の指定を受けたが，その背景に

は震災復興過程でのこうした営みが評価され

たことも考えられる。世界中が，混迷した政

治状勢にあり，経済的にも多くの困難に直面

しているこういう時にこそ，神戸はたんなる

震災からの復興ではなくて，この経験を生か

したあらゆる面で文字通り人間の幸福を追求
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するための工夫と努力を行政と市民と事業者

がともに積み重ねる都市になりたいものであ

る。第５次基本計画のキーワードに，人を「た

から」とした「協創」をとりあげた理由もそ

こにある。

Ⅲ．平成５年の「新・神戸市基本構想」

と第５次基本計画のねらい

　先に述べたように，地方自治法は，その第

２条で自治体に対して基本構想を作成し，そ

れを議会で承認されたものにするよう求めて

いる。現在の神戸市基本構想は，平成５年に

承認されたものであり，その目標年次は2025

年となっている。その「新・神戸市基本構想」

は，「世界とふれあう市民創造都市」づくり

を基本理念とし，くしくもユネスコの掲げて

いるデザイン都市のねらいとも合致した内容

であった。この基本構想では，この基本理念

の実現にあたって，次の５つの都市像の確立

を掲げた。「ともに築く人間尊重のまち」，「福

祉の心が通う生活充実のまち」，「魅力が息づ

く快適環境のまち」，「国際性にあふれる文化

交流のまち」，および，「次代を支える経済躍

動のまち」がそれである。

　私たちも，第５次基本計画の審議にあたっ

て，予めこの「新・基本構想」を読み直して

みたが，変化の激しい今日，この構想を2025

年までに大きく変えることもなく持ち続けら

れるかは別として，少なくとも第５次基本計

画で目標年次とした2015年までは一応それを

基盤にすることを考えた。不幸にして，われ

われはこの基本構想作成後２年にしてあの大

震災を経験することになった。しかし，基本

構想のなかでも，「安心なまちをつくる」と

いうところでは，「災害に強い都市づくり」

をとりあげ，「神戸の地形的特性から」生じ

る「水害，崖くずれ，高潮」などへの恒常的

な防災対策を力説しているだけでなく，「地

震や災害，さらに都市の複雑化に起因する災

害に備え，被災時でも機能しうる都市をつく

る」ことを訴えていたことにわれ乍ら注目せ

ざるをえなかった
７）
。これからは言葉だけで

終わることなく，それに本当に備えるいわゆ

る PDCA 体制の確立する必要性を痛感した

次第である。

　ただ，基本構想でふれていた神戸を取り巻

く内外の状況の変化，すなわち，「超高齢化・

国際化の進展，価値観や生活様式の多様化，

地球環境問題の顕在化，都心周辺部の活力低

下を示すインナーシティ現象の発生」などは，

冒頭でもそのいくつかをとりあげたように，

その後きわめて大きく変化してきた。そこで

本計画では，将来のまちづくりに大きくかか

わってくる次の４つの変化について，その現

状と将来の姿を把握することに努めた。（１）

少子・高齢化の進展，（２）グローバル化す

る社会・経済，（３）地球温暖化防止への取

り組み，および，（４）地域主権改革の取り

組みと指定都市の課題などがそれである。

　まず第１に少子・高齢化の進展では，神戸

市でも1990年には11.5％足らずであった高齢

化率が，このまま推移すると2025年には，

31.1％にまで高まることが予測される。かっ

て平成５年の「新・神戸市基本構想」では，

180万人を想定していた人口総数が，最近の

出生率と全国の人口動勢を予測する国立社会

保障・人口問題研究所による推測などを参考

にすると，神戸市の人口は，現在の153万人

レベルから４～５万人減を想定しなければな

らない。しかも，最近の人口動向が大きく変

化しないかぎり，市民人口増加は中央区，灘

区および東灘区を中心とし，長田区・須磨区

および垂水区では逆に人口減が現に進展し，

将来もこの傾向が続くと予測される。また，

先述の高齢化率・人口増をしている中央区や
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東灘区や灘区と人口減が予測される長田区や

北区垂水区等々とではかなり大きな違いが生

まれると考えられる（ちなみに，人口増加の

大きな灘区では1990年に10.7％だった高齢化

率が2025年には25.0％になると予測されるの

に対して，長田区では1990年に16.2％だった

のが，2025年には36.4％にも増大すると予測

される）。これはひとり全市的な住宅その他

のインフラストラクチャーの整備だけでなく，

介護・医療・福祉などの諸領域におけるソフ

ト面での対応に別の配慮をしなければならな

いことを示唆する。またこれら人口減少対応

のためには，交流人口のみではなく，そこに

住みたいとの願望を強化するような観光対策，

産業振興と並ぶ都市空間づくりも工夫して行

くことが望まれる。その具体化の方策として

は，本特集では，紙面の制約のためその詳細

を紹介することは出来ないが，是非とも「区

別計画」を考慮して頂きたい。

　第２に，グローバル化する社会・経済によ

る影響は，実に顕著なものがある。もし危惧

されているような事態が起らなければ，

GDP で中国は単にわが国を抜くだけでなく，

あと20年前後でアメリカを凌駕する可能性が

あることは一部の人々の言う通りである。そ

の中国およびアジア諸国に最も近い国際港都

である神戸港は，新興国経済発展のプラス効

果を受ける可能性はある。しかし，かつて世

界のコンテナ取扱高ランキングの中で上位を

占めていた神戸港が，ここ最近大きくその順

位を下げ，それに代わってシンガポール・上

海・香港・深圳・釜山など東南アジア・中国

の都港が上位を占めていること，また，特に

かつてと違って神戸港が国内の東京・横浜・

名古屋より下位に下落していることは，注目

すべきことである。かつて，神戸市の市民所

得の過半強は直接・間接に港湾関連事業から

生産されているといわれたが，最近のわが神

戸市の１人当たり市民所得が低迷している原

因の一つはそこにあると認識しなければなら

ない。

　この事態は，大阪港との統合による国際港

都化のみだけでは脱却できない構造的な問題

をもはらんでおり，神戸経済の振興と革新の

ために抜本的な努力を傾注しなければならな

い。市当局も，エンタープライズ・プロモー

ション・ビューローを設置して鋭意優良企業

の導入を図り，この５年間で外資系企業だけ

でも80社の導入に成功している。また，既存

企業の中にも，世界シェアおよび国内シェア

でも大きな比率を占める企業も成長している。

しかし，生産および販売についての情報がリ

アル・タイムで把握されるようになったグロー

バリゼーションの進展の中で成功する企業活

動を育成していくためには，既存企業のビジ

ネス・モデルをはじめとする革新的な努力だ

けではなく，かつて賀川豊彦が，生活協同組

合運動を神戸からはじめて，単位生協として

は今日世界一の規模にしたように今まで存在

しなかった新しい社会的事業などの生誕とそ

れを支える市民的支援体制をつくりあげてい

くことが望まれる。その意味では，社会・経

済のグローバル化に眞に対応するためには，

ひとり市当局や企業家の皆さんだけでなく，

全市民的な支援体制の釀成までも望まれる時

代になったといってよい。

　第３に，地球温暖化防止への取り組みにつ

いては，神戸は特に注目されることになった。

平成20年５月に，神戸で「Ｇ８環境大臣会合」

が開催され，「気候変動」，「生物多様性」，「３

Ｒ（Reduce,Reuse&Recycle）」が確認された。

これも１つの有力な契機として，これから持

続可能な地球環境づくりのために神戸市も真

剣に立ち向わねばならない。

　第４に，われわれは第５次基本計画におい

て，地域主権改革の取り組みと指定都市の課
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題を取り上げた。周知のように新憲法は，平

和憲法と地域主権とを二大キーワードとして

成立していた。ところが，平和憲法問題は当

初から国民的課題として取り組まれたが，地

域主権の方はごく局部的考慮に止まってきた。

「地方の時代」の到来は昭和53年頃から主張

されるようになり，想い出すとその先頭を切

られた長州一二神奈川県知事などに呼び出さ

れ私自身もその最初のシンポジウムに参加し

たこともある
８）
。神戸市でもそういう動きと

は別に，全国初の全世帯調査によって市民の

声を取りまとめるとともに国に先駆けて消費

者問題や市民福祉問題に取り組み，一方，中

央官庁からの職員派遣を断り，外債発行によ

るポートアイランド造成など文字通り地域主

権的な行政を展開してきた。

　そう言えば，いま大阪などで問題になって

いる政令指定都市問題の発端となった「特別

市制」の申請も，大正９年当時，東京市（人

口217万人），大阪市（人口125万人）に次ぐ

第３の都市（人口60万人）であった神戸市が，

これに京都市・名古屋市および横浜市などを

加えて帝国議会に建議してきたものであった。

　もっとも，今から振り返って考えると，長

州さんの「地方の時代」の主張も，地域主権

を確立していたといえるアメリカのいわゆる

補完性原理をモデルにしたものとは言えない。

アメリカ流の補完性原理は市民個々が自分お

よび自分たちで出来ることは自分自身でやり，

それではでき難い公共サービスや公共財の確

保を，税（それは自分たちの選んだ自治体あ

るいは政権にその用い方を委ねる方式）と寄

付（それは自分たちが直接選んだものに支出

する方式）の形で確保しようとするもので，

公共は個々人もしくは，その集まりで出来な

いことを補完するものとの認識に基づいてい

る。その意味の補完は，できるだけ住民個々

から近いところからはじまり，市，町，村で

できないことは郡で，郡（county）ででき

ないことは州（state）で，州でできないこ

とは合衆国（United States）で補完すると

いう形になる。

　アメリカの補完性原理は，はじめは英国か

らそして次第に欧州諸国から何の政府も既存

権力もない新大陸で始まった生活形態から生

まれたものである。その点，欧州のような封

建制度とは違った中央集権体制だったとさえ

いわれる徳川幕府時代を背景に，世界でも珍

しい維新を行い独特な中央管理体制を作った

わが国では，簡単にそのままでは再現し難い

面をもっている。新しい日本的地域主権の確

立，あるいは，日本的補完性原理の確認が，

市町村からではなく，中央政府と国会の場で

始まっているのはそれを説明するといってよ

い。その点，税構造や地方財政のあり方など

は勿論，地域主権を確立できるまでの道程は

まだ遠いように思われる。しかし，地域住民

としての神戸市民にとって最も望ましいと考

えられる地域主権の在り方や都市の在り方を

しっかりと模索し，確立して行くことは，大

震災で苦悩し，そこから着実に立ちあがろう

としてきた神戸市民にとっては最も大きな課

題である。われわれが今回取りまとめた「第

５次神戸市基本計画」は，私がここで言及し

たすべての課題を完全に満足させる形になっ

ているとはいえない。しかし，表題にも書い

たように，これからのまちづくりは，誰かが，

またどこかの機関が上から決めて押しつける

ものではない。すべての市民がお互いに人を

「たから」として尊敬し，その主張を勝ち負

けを競う討論の結果としてではなく，お互い

の主張を十分に消化し，自分の主張の足りな

いところも十分反省しながら模索する対話の

結果として築きあげるものであることを確認

したいと思う。
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注）

１）Ｇ．バラクラフ著前川 貞次郎 ・兼岩 正夫訳『転換

期の歴史』（社会思想社，1964年）

２）国家債務または主権債務とは，国または政府関係機

関が発行または保証している債券（国債など）の総額

のことをいうが，この国家債務が巨額化すると，その

解決策としては，増税，歳出削減，経済成長，低金利，

インフレ，外資導入，デフォルト，または極端な場合

は戦争などを考慮する以外にない。わが国は，残念な

がら国家債務の，対国民所得比が世界最大の比率とな

り，周知のように，その解決のために緊急な対応が求

められている。ところが，残念ながらわが国では本文

でとりあげたように，「指導者がいない」状態に陥ち入っ

ており，その根本的対策が先送りされたままで推移し

ている。こういう状態で，一都市の基本計画を考えざ

るをえないことは問題を含むことを意識しておかねば

ならない。この問題については，論説は多いが，ここ

ではとくにジャック・アタリ著林昌宏訳『国家債務危

機－ソブリン・クライシスに，いかに対処すべきか？』

（作品社，2011年）をあげておくにとどめる。

３）“Leaderless Japan”, The Economist, June 5th －

11th, 2010.

４）新野幸次郎編『アーバンリゾートの誕生』（勁草書房，

1994年），65～66頁。

５）新野幸次郎『神戸の象徴としての六甲山の保全とそ

の国家的意義』（『都市政策』，第142号，平成23年１月，

１～２頁）

６）こうした数字については貝原俊民著『大地からの警

告』（ぎょうせい，2005年），44頁～52頁参照。

７）『第４次神戸市基本構想』については，『第４次神戸

市基本計画―世界とふれあう市民創造都市－アーバン

リゾート都市づくりをめざして』（神戸市，平成７年

10月）の「付属資料の１」289～301頁を参照。

８）長州知事と親交のあった中村秀一郎教授に誘われて

私はこのシンポジウムに参加し，その結果，長州

一二・中村秀一郎・新野共編で『地方の時代と地域経

済』（ぎょうせい，昭和57年）が出版された。それと

は別に，この三者編で『先端技術と地方の時代－地域

を生かす戦略・戦術－』（ぎょうせい，昭和59年）も

出版された。

補論　東北地方・太平洋沖地震の勃発に際して

　　私は，この小論で，阪神・淡路大震災を契機に素晴

らしい山と海に恵まれた自然景観や欧風文明・文化の

先駆的導入地などに加えて，わが神戸市に新しい神戸

モデルといわれるものが追加されたと述べた。ところ

が，この小論の最終校正をしている時に，残念なこと

に震度９というわが国の観測史上初めての東北地方・

太平洋沖地震を経験することになった。それは長さ

400km・幅200km になるプレイト型の長周波激震と

なったのみだけでなく表現を絶する大津波を伴い，わ

れわれが体験した阪神・淡路の大都市直下型地震とは

比較できないほどの格段の大被害を齎すことになった。

しかも，その中で，すべての被災者の皆さんが，16年

前の私たちと同じように沈着・冷静に対処しておられ

るのをみて，上述の神戸モデルが，ひとり神戸だけの

ものではなく，広く日本特有のものであることを，外

国の人達からも教えられることになった。

　　私たちは，16年前に，寺田寅彦博士がかつて言われ

たようにわが国のまちづくりは天災国であることを前

提して行われなければならないことを，あらためて痛

感した。ところが，今回は，地球の自転速度に影響し

たといわれる程の大地震である。私たちは，未踏の時

代のまちづくりと覚悟しながら神戸市の第５次基本計

画を考案してきたと述べたが，まさに想像を絶するこ

とが生起する時代になった。今回の震災復興は，かつ

て上杉鷹山が危機に直面していた米沢藩再生のために

尽くしたように総理はもちろん，閣僚・国会議員など

のリーダーになるべき人々が率先して身を挺した活動

をするだけでなく，全国民が被災者の皆さんの生活再

建のために協働しなければならない。神戸市の第五次

基本計画も，新しい課題を担うことになったといわね

ばならない。
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１．岐路に立つ都市政策

　都市政策はこれまでわれわれが経験したこ

とのない状況への対応に迫られている。本格

化するグローバル化のなかで，ブランチ工場

の撤退・集約は加速し始めているし，既往中

小企業もアジアとの競合のなかでその存立基

盤を脅かされている。TPP（Trans-Pacific 

Partnership）に象徴される国際化は，農業

をはじめとする伝統的な日本の社会経済シス

テムに根本的な再編の必要性を突きつけてい

るといってよい。既得権を有する既往セク

ターの擁護は，萌芽的だが活力に満ちた新た

らしい主体を抑え込み，結果として都市のダ

イナミズムを消失させているかもしれない。

都市政策が直面する課題は，これまで与件で

あったり，暗黙のうちに手をつけなかった領

域の抜本的見直しといって過言ではない。

　第５次神戸市基本計画「神戸まちづくりの

指針」は，確かにこうした事態に巧みに対応

すべく構築されており，実現のための施策群

も周到に準備されている。現下の神戸市が直

面する課題に機動的に対応するための政策で

はあるが，構造的に都市の社会経済システム

を再編するには時間が必要のようだ。

　問題は，都市のイノベーションを喚起する

過程で生じるリスクにどのように対応するの

かだ。神戸経済をこれまで支えてきた大企業

のブランチ・プラントは，個別事業所がリス

クを抱えることを嫌うし，地方自治体は組織

の性格上基本的にこれを避けてきた。都市の

社会経済システムにかかるリスクを担う仕組

みを組み込む必要がある。

　それでは，こうした観点からこれからの神

戸経済を支える主役は誰なのか？神戸経済の

屋台骨として明治以来機能してきた大規模ブ

ランチ工場群の役割には今後とも期待したい

が，世界的な生産配置の変化が継続的かつ加

速しながら生じている状況を鑑みると，もと

もと行政がその動向に政策的に関与しうる可

能性は小さい。大規模事業所と連動する都市

産業政策の大胆な進化が必要のようだ。一

方，情報共有のためのコストが飛躍的に低下

する情報化の流れ，さらにこれに呼応する形

で急拡大する取引の範囲，そして製品サイク

ルの短期化に象徴されるスピードの重視な

ど，小規模組織が変化に機動的に即応するこ

とによって得られるメリットが大きい経済潮

流が顕在化している。小規模組織台頭の可能

性は大きい。かつてのシリコンバレー興隆に

リスクに挑戦する都市へ
　－台頭する２つのタイプの小組織企業－

兵庫県立大学政策科学研究所所長　加  藤  惠  正
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端を発したマイクロ・ビジネスブームはまだ

記憶に新しいが，局地的でやや特殊な環境で

跳梁したベンチャー・ビジネスの時代から，

地域の社会経済資源に根ざしたマイクロ・ビ

ジネスの本格的な到来へと状況はシフトして

いる。その意味で，都市政策はイノベーショ

ンのエンジンとしてのマイクロ･ビジネスの

立地，起業・育成に焦点をあてることが重要

である。

　2006年の事業所・企業統計調査報告（同調

査はこれ以降廃止され，他経済調査と統合さ

れ調査内容は変更された）によれば，2001年

から06年に新設された事業所数は約144万件，

ここで雇用された従業者は1417万人にのぼ

る。このうち，従業者が1-29人の小零細層の

割合は，事業所数で88.6％，従業者数で

52.4％を占めている。日本の新規雇用の半分

以上はこうした小零細層が担っているのであ

る。従業者30人未満の小零細層は，全体の

50%強を占めているので，ほぼこれに対応す

る新規雇用が発生しているということだ。こ

れを就業構造からみると，2009年時点で日本

のすべての就業者のなかで「起業」を出発点

に就業している割合は全体の１割にすぎない

（就業構造基本調査2008年）。このうち，「専

門・技術的職業従事者」は20.9％と，起業者

のうち５人に一人は技術者である。起業者の

所得と雇用者所得を比較してみると，年間所

得が700万円以上の割合は起業者が8.0％，雇

用者平均が4.0％であった。データの制約は

あるが，起業・創業が経済の活性化に結びつ

いているようだ。

　ダニエル・ピンクはミニ企業やフリーラン

スの専門家が社会のなかで重要な役割を果た

している状況をフリーエージェント社会と定

義した１）。労働のフリーエージェント化と

は，企業や政府といった組織に雇用されるの

ではなく，直接組織に属していない就労形態

の拡大を指している。近年では専門職など企

業内フリーエージェントの顕在化もある。非

組織型就労の拡大が，地域における雇用創出

や地域経済の再編・再生に及ぼす影響につい

ては，現時点では明らかではないが，こうし

た「働き方」を核とする地域固有の「地域中

間労働市場」形成の可能性，これに伴う地域

再生の諸課題についての検討が必要である。

ここで言う「労働のフリーエージェント」概

念は，「米国において既に労働人口の４分の

１がフリーエージェント」（ダニエル・ピン

ク）という労働市場転換の議論に端を発した

ものであるが，人口減少・高齢化，情報社会

への急進は，「組織」のあり方を抜本的に再

編しつつあり，「働く」ことの意味や意義の

多様化に関する点検は喫緊の課題である。

　ピンクは，フリーエージェントがフリーラ

ンス，臨時社員，ミニ起業家の３つのカテゴ

リーに分類できるとした。フリーランスはフ

リーエージェントのもっとも一般的な形態

で，特定の組織に雇われずに様々な組織，プ

ロジェクトで専門家として仕事を行ってい

る。コンサルタント，デザイナー，システ

ム・エンジニア，トラック運転手などがここ

に含まれる。臨時社員は「意図せざるフリー

エージェント」のケースが多い。正規雇用を

希望しているにも関わらず，非正規雇用の状

況に追い込まれていることは問題である。第

三のミニ起業家は，フリーエージェント社会

を考える上で，もっとも重要なタイプといっ

てよい。さきに示したように，日本において

も自営ないし数人の従業員の企業は，その雇

用力において大変重要な役割を果たしてい

る。本稿では，小組織企業を神戸経済の主役

として議論するが，ピンクの指摘するこのミ

ニ起業家と呼応するものと見てよいだろう。

ただ，ピンクが指摘していないのは，このな

かに２つのタイプの小組織企業が存在してい
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るということだ。ひとつは，R&D・技術開

発を指向するマイクロ･ビジネス，もうひと

つはソーシャル･イノベーションを喚起する

社会的企業である。

　本稿の目的は，これからの神戸経済を支え

る２つのタイプの小組織企業，マイクロ･ビ

ジネスと社会的企業について，その発展のた

めの政策的視点を論じることにある。以下，

２節では小規模組織の第一のタイプ，マイク

ロ・ビジネスを取り上げ，台頭の背景を概観

したうえで，３節において実際の事例を整理

することから政策的支援について検討する。

4節では，都市経済に顕在化しつつある第二

の小組織企業として社会的企業を議論する。

５節では，こうした小組織企業のダイナミズ

ムを支える制度の再点検を行う。小組織企業

がダイナミックに展開するためには，そのリ

スクを負担する仕組みが必要である。最終節

では，リスクを取るイノベーティブな小組織

企業の展開を支える都市や地域の制度・仕組

みを構築することの重要性に言及する。かか

る観点からの神戸の将来イメージをここでは

「イノベーション神戸」と呼んでおく。

２．都市経済の構造転換

　－ブランチ経済からの脱却：マイクロ・ビ

ジネスの時代へ－

(1)　忍び寄る変化

　2010年７月，三菱重工業は神戸造船所の商

船建造を2012年度前半に長崎造船所，下関造

船所に統合する船舶・海洋部門の再編計画を

発表した。神戸では，世界的需要増が見込ま

れる既に事業規模の７割を占める原子力関連

事業の強化を図るという。大企業のブランチ

工場の変化は，一面では神戸からの事業撤退

という側面は否めない。しかし，神戸の近代

産業が三菱，川崎を核に鉄鋼，輸送，電機な

ど神戸産業の中核的役割を担う企業を分離独

立させ，さらに西日本において多くの関連産

業群や事業所を産み出すいわば母体企業とし

ての役割を担ってきたことを勘案すると，都

市経済上の課題は企業の移転・集約による一

時的な空洞化ではなく，発生した空隙に新た

なイノベーションの源泉となる（可能性があ

る）事業が三菱重工によって位置づけられる

のかにある。

　こうした変化は大阪湾ベイエリア全体にお

いて顕在化してきている。2010年９月，アサ

ヒビールは西宮工場でのビールの生産を終了

し，吹田工場に機能集約することを発表し

た。ほぼ同時期に，森永製菓は尼崎市塚口工

場を閉鎖し，群馬県高崎工場に建設する新工

場に生産を集約することを発表。さらに，雪

印メグミルク関西チーズ工場（伊丹市）を閉

鎖し，2013年開設予定の茨城県阿見の新工場

に生産を移管する予定である。アサヒビール

は，中国本土や台湾の食品企業に資本出資を

予定しており，これまで国内需要を主たる市

場にしていた食品・飲料系メーカーが，いわ

ゆるボリュームゾーンを求めて，日本国内生

産を集約する。急成長するアジアへの展開に

踏み出していることを象徴するものともいえ

よう。

　都市経済の変化は，ブランチ工場の変化に

とどまらない。2009年，六甲アイランドに拠

点を置くP&Gはアジア本社をシンガポール

に移転した。同社はシンガポールにおいて，

経営・企画を行うと同時に生命科学やバイオ

テクノロジー展開のためのイノベーション･

センターを設立予定という。かつて，武田薬

品工業の研究所は，大阪府の大きな立地イン

センティブ供与の申し出にもかかわらず，神

奈川県に集約することを決定したことは記憶

に新しい。「経営環境の20-30年先まで考慮し

たした結果，関東に研究拠点を置くことを選

択」したと報じられた。神戸・大阪湾ベイエ
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リアから「知識創造」の拠点が流出してい

る。グローバル化・知識経済化に呼応する都

市機能の再構築は喫緊の課題である。

(2)　知識経済化・グローバル化のなかで

　イノベーション神戸を考えるうえで，まず

指摘しておかなければならないのは，知識創

造拠点としての神戸の確立である。今回の総

合計画においてもこの点については強く指摘

しているところである。北米を中心とした世

界都市研究チームは，現在，40のメガ・リー

ジョンが世界にあり，ここでのイノベーショ

ン創出は世界の9割弱に及ぶと指摘してい

る２）。広義の知識経済化は，地球規模で新た

な空間編成を顕在化させた。こうした議論に

関心が集まる背景には，かつての工業化社会

では巨大都市や大規模産業空間がどちらかと

いうと同質的であったのにたいし，知識経済

社会では個々のメガ・リージョンが個性的な

姿で顕在化してきていることにある。都市経

済のマネジメントは，地球全体をダイレクト

に結ぶグローバリゼーションと特定の圏域に

形成されるコロケーションが同時に進行する

過程において両者の接点を構築するというこ

となのである。神戸市総合計画は，世界潮流

や広域性にも巧みに目配りしているが，今

後，より緊密かつ実質的な周辺地域との連

携・連動計画がとりわけ産業経済計画におい

て必要になるだろう。

　地球規模で巨大企業がその空間組織を再編

成する過程で，これまでの都市のあり方は大

きく変わろうとしている。言うまでもなく，

日本企業も加速度的かつ本格的にグローバル

展開に向けた舵を切り始めた。製造拠点，研

究機能の空間配置は，激動する世界の産業地

図のなかで絶えず変化し続けているといって

過言ではない。一方，企業の世界化・巨大化

への動きと同時に，急進する情報化技術を背

景に小組織企業の可能性が飛躍的に高まり，

実際，世界的にも新たなイノベーションの創

出においてきわめて重要な役割を果たしつつ

ある３）。

３．マイクロ･ビジネスが牽引するイ

ノベーション神戸へ

－分断されたイノベーションの要素を戦略

的に統合し情報共有化する－

　やや旧聞に属するが，1999年，ルノーから

資本を受け入れた日産自動車は，系列部品

メーカーなど1300社余の株式売却を宣言す

る。当時，既に系列企業との株式持合いが縮

小している時期でもあったが，きわめて大胆

な企業組織の再編を行ったといえよう。一般

に大企業は系列を含む自社組織のリストラに

より延命をはかるが，企業内で消失した機能

はアウト・ソーソシングされることになる。

それは製造工程の一部を外注するといった古

典的なものにとどまらず，企業内の人事部門

や経理部門など特定機能を専門企業に委託す

るといったケースに及んでいる。この大企業

のアンバンドリングは，企業組織を柔軟に

し，一方，拡大するアウトソーシングによっ

て専門知識や技術を有する小組織企業の需要

は増大することになる。こうしてみると，マ

イクロ･ビジネスには先端技術を駆使するタ

イプから，事業所サービスといったものまで

様々であることがわかる。多様な小組織企業

が生成するメカニズムこそ，現代の都市経済

に求められているものなのである。ここで

は，マイクロ･ビジネスのなかでも今後発展

のポテンシャルが大きく，また雇用源として

も期待できるタイプを念頭に，地域で活躍し

ている企業経営者へのインタビュー等を踏ま

え簡単な整理をしておきたい。

　神戸やその周辺地域には，多くの大学，公

設研究機関さらには企業の研究所や部門が立
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地しているが，ここで蓄積され創出されてい

る知識や情報，アイデアはビジネスに直結し

ているわけではない。この点は，これまでに

もしばしば指摘されてきたことである（もち

ろん，大学等での基礎研究で，もともとビジ

ネス化になじまぬものもあるが，これはひと

まず議論の対象外としよう）。その背景には，

高度な研究開発がその高い専門性のゆえに細

分化し，結果的に市場との接点を見失いビジ

ネス化のチャンスを逸しているといったこと

もあろう。大学，研究機関の多くは，こうし

た視点がまだまだ脆弱だし，ビジネスと直結

するかに見える大企業の研究所も，実際には

研究と営業は分業化されており十分に情報共

有できていない。新たなイノベーション創出

のためには，多様で専門性の高いＲ＆Ｄと現

実のビジネスが展開する市場を結びつける戦

略的な情報共有の視点が必要である。マイク

ロ･ビジネスのビジネス・チャンスはここに

ある。マイクロ・ビジネスは，ひとつは大

学，研究機関さらには大企業の研究所で行わ

れている先端研究開発を現実のビジネスに応

用・仲介するタイプ。第二は，地域に蓄積さ

れた多様な要素技術を組み合わせて，企業の

課題解決を行ったり新たなイノベーションを

創出したりするタイプである。

　実際，成功しているマイクロ･ビジネスの

経営者には，大手企業のブランチ工場からス

ピンアウトし，フリーエージェントとしてマ

イクロ・ビジネスを立ち上げるケースがあ

る。この場合，創業者が持っていた専門技術

を武器に，応用や他の技術との組み合わせで

事業幅を拡大していく過程が，マイクロ･ビ

ジネスの成長メカニズムなのである。A社の

場合，応用技術や組み合わせによる新製品の

アイデアは経営者や従業員によるが，実際の

開発は公的研究開発支援施設と協働で事業化

している。R&Dはアウトソーシングしてい

るということだ。こうした事業展開のあり方

は，従業員が特定業務に固定化する分業体制

ではなく，個人が全体を見つつ新たなアイデ

アや提案を行う雰囲気が醸成されたという。

経営者が地元産業を熟知しており，新たなビ

ジネス・チャンスの掘り起こしに成功してい

ることも着目すべき点であろう。マイクロ･

ビジネスを支えるR&D支援型研究機関の存

在も重要である。大学，研究機関，場合に

よってはブランチ事業所の研究組織を含む広

範な連携の仕組みが必要である。

　組み合わせ・応用型技術を武器にしている

マイクロ・ビジネスにたいし，大企業で培っ

た高度な技術，さらには専門家のネットワー

クを駆使して事業展開しているマイクロ･ビ

ジネスがある。現在，大学・研究機関の技術

開発はその高度化とともに細分化され相互の

つながりが希薄になると同時に市場との接点

形成には一般に冷淡である。大企業の場合に

は，R&D部門と営業部門の接点が小さく，

現場の需要にR&Dが接点を持ちその実態に

即応できる体制にはなっていない。各機能

が，ベストのパフォーマンスを堅持しても，

全体としての最適性は失われていると言わざ

るをえない。ばらばらの機能を戦略的に編集

し，高度なR&Dをビジネスに結びつける役

割が必要である。マイクロ･ビジネスの経営

者は，大企業の技術出身者であることが多い

が，R&Dとビジネス動向を同時に注意深く

見ておく必要があるという。両者が融合する

ところにビジネス・チャンスがあるといって

よい。大企業からスピン・アウトした経営者

は，技術をビジネスと結び付ける領域を開拓

しイノベーションを起こすことにその基盤を

見出すことになる。その際，重要なポイント

は，情報共有が主体間の「信頼」関係のなか

で実現していることである。既往実績や企業

のブランドを評価尺度として取引関係を決め
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る方法では，新規参入する小組織企業は排除

される。組織規模や実績とは関係なく，取引

企業間同士が公式・非公式な情報の共有する

ことで，その実力を正確に評価する仕組みが

重要である。企業間同士の関係形成について

は，これまでにも様々な試みがあったが，必

ずしも大きな成果と結びついていないように

思われる。

　情報化・グローバル化の時代において，取

引リスクを最小化するための「信頼」形成の

仕組みづくりは喫緊の課題というべきだろ

う。この点に関して，企業同士の課題ゆえ政

策的対応はむつかしいが，やや間接的ながら

「信頼」形成を以下のような形で支援するこ

とは可能だ。実績も乏しく経営組織としても

脆弱なマイクロ・ビジネスに，自治体がその

実力を評価して契約を結ぶことだ。自治体と

の契約が，当該マイクロ･ビジネスの評価と

なり，その後の取引費用は著しく小さくなる

ことが期待される。また，そのビジネスのあ

り方や技術への顕彰制度も，マイクロ･ビジ

ネスの評価の情報共有を行ううえで効果的で

ある。さらに重要なことは，市場からの「退

出」マネジメント支援である。もともと，小

組織企業群の特徴は，ダイナミックに展開す

る「生成・消滅」にある。企業の「消滅」を

倒産・廃業に直結するのではなく，創業過程

からの退出戦略として「整理・清算」「売却」

「ライセンシング・ビジネスへの転換」「株式

公開」を位置づけることだ。さらに重要な点

は，かかる退出が次の起業・創業につながる

仕組みである４）。小規模組織企業がリスク取

るとき，これらを都市が支える仕組みを早急

に検討する必要がある。

　このようにマイクロ・ビジネスを担う起業

家の多くは既存企業からのスピン・アウトで

あるが，現時点では必ずしも明瞭に顕在化し

ているわけではない。一方で，起業家となる

人材を育てることも政策的観点から検討の余

地がある。かつて，欧州に企業・商工会議所

が連携した国際起業家大学が作られたことが

ある。多くの大企業が保有する技術やシーズ

をビジネス化する人材育成を目的とする起業

家を養成しようという大胆な発想のもので

あった。世界中から野心のある若者が集ま

り，幾多のベンチャー・ビジネスを輩出した

という。こうした仕組みは，企業・経済界と

大学がきわめて強いパイプで結ばれて実現す

るものであろう。神戸を含む大阪湾ベイエリ

アには，日本を代表する大企業・中堅企業群

が今も立地しており，自治体との連携の下に

かかる人材育成のための組織や仕組みを作る

ことはイノベーション神戸の基盤となるだろ

う。社会に出るためのチャンスを提供しよう

とするこうした仕組みは，世界の若者にとっ

て魅力的なものとなるはずである５）。

３．台頭する「第三のセクター」：資

金調達・人材確保の仕組みづくりを

　第二の小組織企業は社会的企業である。こ

のタイプは，都市経済における「第三のセク

ター（EU等では「社会的経済と呼称されて

いる）」構築と関わっている。もともと，こ

の「第三の領域」に関わる議論は錯綜してお

り，現時点でもその定義は曖昧で，国によっ

て，また使用する立場によって食い違いも多

い。こうした点を鑑み，英国では第三の領域

を，①コミュニティ・セクター　②ボランタ

リィー・セクター　③社会的企業セクター　

の３つの領域に分類することが提唱されてい

る。わが国においても，政府はかかる領域を

政策的に「新たな公」として位置づけている

ところである。こうした３領域においては，

実際には社会的企業がコミュニティ・セク

ターやボランタリィー・セクターと強力に結
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びついて台頭する新たな領域を実質的に機動

させるエンジンとしての役割を果たし都市経

済のイノベーションを促している。

　かつて，社会的企業の前身コミュニティ ･

ビジネスは1980年代の英国のインナーシティ

雇用政策として位置づけられた。現在ではよ

り広義の活動を意味する社会的企業として進

化を続けている。2002年，英国政府は「社会

的企業とは社会的目的を有するビジネスであ

り，利益はその活動に再投資されるかコミュ

ニティに還元される」とした。これまでの論

者の定義を整理すると，①非営利組織である

こと　②経済活動によって社会目的を達成し

ようとしていること　③利益は個人に分配さ

れない　④組織構成メンバーは同等の権利を

有し民主的運営がなされていること　⑤独立

組織であり社会的な監査を受けていることな

どがその特徴としてあげられる。こうしてみ

ると，社会的企業は，「社会技術を駆使した

イノベーション主体」という点にその特性を

見出すことができる。死蔵資源を見出し，地

域社会の活動を再編成・再編集することで地

域イノベーションの促進を企図する社会的企

業は，社会起業家としての機能を果たしてい

ることになる。進化を続ける社会的企業は，

顕在化する「第三の領域」のなかで都市・地

域政策を稼動するうえで大きな役割を果たす

ことになるだろう。しかし，新しい主体だけ

に既往セクターとの関係，ハイブリッド型主

体のマネジメント，社会監査の仕組みづくり

など直面する課題は多い６）。

　阪神・淡路大震災後，神戸の復興において

社会的企業は大きな役割を果たし，また日本

全国にこうした仕組みの重要性について情報

共有し，活動は伝播していった。しかし，こ

の発祥の地といってもよい神戸においても，

なおその存立基盤は脆弱であり，実際，撤退

や縮小といった事例も多く見られる。

　なぜなのか？第１の理由はかかる領域を組

み込んだ形で資金が循環していないことがあ

げられる。第三の領域への資金供給体制がい

まだ未熟な状態なのである。資金循環の仕組

みには，市場を活用するタイプと規制による

ものが考えられるが，英国では「第三の領

域」確立に向けて市場活用型社会的企業の制

度化に着手した。2005年，CIC（Community 

Interest Company）が発足し，社会的企業

は市場からの資金調達が可能となった。CIC

とは，自らの利益や資産をコミュニティ等公

益のために保有し，企業としての柔軟性（上

限付きで株式発行が可能）を有しつつ，地域

や社会のための活動を指向する。ただし，税

制の優遇措置はない。社会的企業として進化

した新たな主体をCICとして展開すべく制度

化したのである。同制度の評価については，

様々な議論があるが，コミュニティや社会を

支えるビジネスを社会に位置づけ，その主体

である社会的企業を支えようとする試みは着

目してよい。

　制度による資金供給システムづくりという

点では，日本は資金循環の仕組みが旧来のシ

ステムのままで，新たに形成されつつあるこ

のセクターに資金が流入していない。千葉県

市川市の「１％支援制度」ように，市民税の

１％を上限に，市民活動に市民の意思で税金

が支払われる制度なども先駆的に実施されて

いるところもあるが例外的である。新しいセ

クターに資金が循環する制度設計が必要であ

り，地域がそのイニシアチブによって仕組み

をつくることはそれほど困難ではない。

　日本で，「第三の領域」が定着しないもう

ひとつの理由は，日本固有の硬直的な労働市

場が大きく関与している。近年，社会的企業

やNPOで意欲的に仕事をしている若者も多

くなってきたが，人材不足は否めない。第三

の領域での仕事が社会的に認知され，ここで
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の活動を契機に企業，自治体，大学等がこう

した経験者を受け入れるということがあれ

ば，若い人々が参入する可能性は大きくな

る。たとえば，一定期間の社会的企業などで

の「仕事」を，企業，自治体，大学等が評価

し，次のステップへのチャンスを用意すると

いった仕組みも考えられよう。新たな可能性

を有した挑戦的領域での仕事に関わりなが

ら，その発展のために大学院での研究テーマ

に採用するといったことはどうだろうか。硬

直的な労働市場を，やる気のある者の挑戦が

チャンスにつながる構図に変えなければなら

ない。既存セクターでのみ構成される労働市

場を，新たに形成されたセクターに接続する

ための仕組みが必要である７）。

　いずれにしても，神戸の経済を考えるうえ

で，市場・公共の２分法から脱却し，「第三

の領域（社会的経済）」という調整の仕組み

を大胆に制度化していく必要があろう。

４．消費者重視の制度への転換を－都

市の流動化が小組織企業を支える

　これまで，２つのタイプの小組織企業が活

躍できる制度や仕組みについて検討を行って

きた。ここでは，都市や地域が有している資

源を使いこなし，これまで「死蔵」されてき

た資源を顕在化させることによって，台頭す

る小組織企業が活用できる仕組みを論じる。

　都市空間を構成する「土地」（不動産市場）

の有効かつ効率的利用は，産業の高度化や

人々の暮らしの成熟にとって不可避の課題で

ある。土地利用に関する制度的障害が，効率

的利用を妨げている。都市や地域の衰退は，

これまで「土地本位」的仕組みと政策的保護

のなかで命脈を保ってきた産業の衰退でもあ

る。

　都市内部になぜか凍結して利用されていな

い不動産はないだろうか。近年，人口減少の

過程で遊休化した学校については規制緩和が

行われ廃校の再活用がスタートしているし，

優良不動産については証券化による活性化が

実現しつつある。また，公務員住宅など公共

が所有する不動産活用も本格化してきている

ようだ。財務省は政府が保有する東京都心部

等の大規模国有地を，定期借地権を設定した

うえで民間に貸す方針を決定したという８）。

一方，駅前の再開発ビルや賃貸オフィスには

空室があることが多い。民間事業主や地方自

治体が有するものだが，なぜこうした便利な

ところで，したがって皆が活用したいところ

に遊休スペースがあるのだろうか。賃貸料が

何らかの理由で需給関係による市場価格から

遊離しているのではないか。人々が生活する

うえで重要な場所は，一定の公共性を有して

いると考えてよい。「あるのに使えない」状

況は，旧来の制度が不動産の流動化をロック

インしてしまっている可能性が大きい９）。自

治体が供給するスペースに関しては賃貸価格

の決定のあり方を再考する必要があろうし，

民間オフィスについてはその不動産所有と課

税等についてこれまでと異なる視角が必要に

なってきているのかもしれない。かかる状況

にたいし，ここでは３つの提案をしたい。ひ

とつは所有と利用の分離をより大胆に進める

ことである。商店街を例に考えてみたい。街

の魅力はその多様性とダイナミズムを支える

集積の魅力に尽きる。しかし，商店街は個別

事業者の集団ではあっても，環境変化に合わ

せて全体像を機動的に調整できる仕組みを内

包しておらず，これまでの商店街活性化の失

敗は，こうした調整がきわめて困難であるこ

とを示唆している。たとえば，所有と利用を

たくみに分離することで成果をあげた高松市

丸亀町の場合，第１期再開発が実施された壱

番街では，もともと多くの商店主が自ら商店
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を経営することをやめ，他の事業者に賃貸す

る状況が顕在化していた。実際，壱番街では

もとの地権者で店舗の営業を継続しているの

は３分の１にすぎない。こうした背景から，

商店街での業種上の偏りが大きくなっている

にもかかわらず，「集積」の魅力をマネジメ

ントすることがますます困難となってきたの

である。個店の魅力だけでなく集積としての

商店街の魅力は，たとえば，ゆったりした憩

いの広場や都心居住のための住宅など，狭義

の商店街振興を一歩踏み出した活性化のため

の構造再編が必要であろう。そのためには，

従来の制度をこえる新たな仕組みが必要であ

る。

　第二に，準公共資産としての商店街だが，

実際には宅地扱いとなることで固定資産税が

割安となり，本来有効利用すべき場所の放置

に結びついている可能性がある10）。たとえば

ベルギーではその公共性を維持するための課

税制度が創設された。これは，地域政府レベ

ルでの政令であるが，空き地，空き家の放棄

防止を目的とした課税制度である。本来は景

観対策課税として新設されたが，「・・・空

き店舗のまま放置するよりは賃料を下げても

テナントを入居させようということで，都心

部の空き店舗解消にも効果がでた」とい

う11）。商店街は，人口減少下の高齢化社会に

おいて，商店街の中には“公共空間”として

の役割が期待されているところも多い。こう

したなかで，従来の空き店舗対策は，既得権

擁護を前提とした地権者優位のものであった

が，今後，地域住民のための空き店舗政策が

必要となろう。市場価格顕在化へ地主・所有

者の行動変化を促す仕組みづくりが必要であ

る。

　最後に，社会的企業などにたいし公共が有

する資産を利用可能とする仕組みについて言

及しておきたい。自治体からNPOや社会的

企業にたいする不動産の貸し出しや譲渡は，

英国では地域再生の仕組みとしてアセット・

トランスファーが制度化されており，現在，

約1000件が全英で進行中である。ここで言う

アセット・トランスファーとは，地域の不動

産等（言うまでもなく地域には人材，資金な

どその活動に供する重要なアセットがある

が，ここで言うアセットとは，不動産など物

的アセットを指す）を公共部門からNPOや

社会的企業など地域活動組織にその所有権や

マネジメントを移すこと意味している。地域

社会のマネジメント主体として急速に台頭し

つつあるNPOや社会的企業もその経営基盤

は脆弱である。英国でここ数年かかる状況へ

の処方箋として制度化されたのが，アセッ

ト・トランスファーという仕組みなのであ

る。このアセット取得については，①自治

体，政府関係機関からの土地・建物の贈与　

②補助金による取得　③民間企業との開発負

担協議による取得　④民間からの建物贈与な

どがあるという12）。

　ここでの提案は，次世代の都市経済を考え

る上でその手がかりにすぎない。都市のス

トックを十全に活用するためには，これまで

経済的フローによって社会が潤っていた時代

の仕組みを一掃し，ストックを使いこなすた

めのシステムに作り変える必要がある。縮小

する都市において，持てる資源を最大限に有

効かつ効率的に使うことが，都市の活性化に

結びつき，市民の豊かさを保証することにな

る。そのための新たな仕組み作りが，今，求

められているのである。

５．公民連携による政策実験都市：

リスクに挑戦する都市へ

　都市経済のイノベーションを小組織企業か

ら論じる際，いくつかの留意点がある。第１
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に，都市のイノベーションがこれまでの経済

や社会といった領域で区分されず，むしろ相

互に連動した形で展開していることである。

都市の社会的課題と経済的発展の接点におい

て「企業」のイノベーションが創出されてい

る点に着目しておきたい。第２に，官民を中

心にパートナーシップがイノベーション創出

に大きな役割を果たしている点である。イノ

ベーション神戸の機能を高めるためには小組

織企業や社会的企業だけでは困難で，様々な

局面で公共部門とパートナーシップを組むこ

とによって，都市経済の競争力を強化し課題

に即応することが可能となる。たとえば，日

本で実験が進んでいるスマート・グリッド構

想は，民間による家電や電気自動車の技術開

発と公共が担う新たなまちづくりとの緊密な

連携が不可避である。さらに，総合特区（神

戸市は現在「国際戦略総合特区」として神戸

国際先端医療特区（ライフ・イノベーション

のグローバル拠点化）及び阪神港国際コンテ

ナ戦略港湾総合特区の２つを提案している）

において，たとえば広域BID（Business 

Iprovement District）などの創設によって，

独自の財政基盤を確保するといったことも可

能となろう。

　本稿で検討してきた課題は，都市における

イノベーション創出に関わるリスクを誰が取

るのかにある。いかなるイノベーションもそ

の創出にはリスクがともなう。冒頭に指摘し

たように，神戸経済のこれまでの主要主体で

ある大企業は世界的に分散配置するブランチ

が個別に抱えるリスク負担を嫌うし，地方自

治体は組織の性格上基本的にこれを避けてき

た。都市の社会経済システムにかかるリスク

を担う仕組みを組み込む必要がある。小組織

企業や社会的企業が形成する「市場」は，こ

うしたリスク負担の仕組みであるが，これを

支える都市システムが用意されていなければ

ならない13）。

　現在，世界的に多くの新しい産業空間が台

頭しつつあるが，ここで多かれ少なかれ共通

しているのは，その内部において，野心的起

業家が高いリスクを伴う事業にチャレンジす

ることを促し，結果としての失敗に再挑戦す

るチャンスを提供するビジネス・クライメイ

トを有していることであろう。それは，単に

エンジェルのような投資家の存在を意味して

いるのではない。都市全体の仕組みが柔軟か

つ流動的であることによって，既得権益を擁

護するのではなく常に新たなチャレンジを受

け入れる制度・仕組み，そして気風が存在し

ていることである。本論では，都市が活性化

するためにもっとも影響力があると思われる

不動産市場における課題を取り上げたが，旧

来の仕組みから脱しきれない資金供給や地域

労働市場のあり方は都市システムを再考する

にあたり最も大きな課題と言わなければなら

ない。

　神戸が世界的視野から競争力を持つために

は，その創造性やイノベーション起動のため

のリスクにたいし，議論や形式で終わらせる

ことなく，真正面からここに挑戦する姿勢を

示すことが必要だろう。イノベーション神戸

の実現は，‘Failure is OK’ （Business Week, 

1997, August）の仕組み作りにかかってい

る。
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１．総合基本計画の策定とその背景

　わが国の多くの自治体で，総合基本計画

（マスタープラン）が策定されるようになる

のは，1960年代後半からの高度成長期以降の

ことである。その計画策定の直接的な契機と

しては，地方自治法の改正による市町村の

「基本構想」の策定の義務化が，計画の内容

面では，国土総合開発法による「全国総合開

発計画」とが大きく影響を与えた。

　1969年（昭和44年）の地方自治法の改正で

は，市町村に「地域における総合的かつ計画

的な行政の運営を図るための基本構想」の策

定義務（第２条４項）が位置づけられ，自治

体が主体的に政策展開を図る根拠が示され

た。これにより，多くの自治体では，議会の

議決を要するこの基本構想の他に，基本構想

の将来像を具体化する施策を体系化する基本

計画及び各施策の実現手段である事業計画を

提示する実施計画を策定して政策展開を図る

こととなった。

　一方，国土総合開発法に基づいて策定され

る全国総合開発計画は，国土の利用，開発及

び保全に関する総合的かつ基本的な計画であ

り，住宅，都市，道路その他の交通基盤の社

会資本の整備のあり方などを長期的に方向づ

けるものである。1962年（昭和37年）の第１

次全国総合開発計画に続いて，５次にわたる

計画が策定されてきたが，その時々の時代の

要請をうけてその趣旨や計画内容は移り変

わってきた。全国総合開発の歴史は国の地域

政策の変遷の歴史でもあるが，その後地方自

治体で策定された総合基本計画には，この国

土計画の性格が色濃く反映されることとなっ

た。

　特に，第２次計画（いわゆる「新全総」，

1969年（昭和44年）策定）から第4次計画

（1987年（昭和62年）策定）までに示された，

高速道路や高速幹線鉄道，通信網など全国的

なネットワークの整備や大規模工業基地など

の大規模開発プロジェクト構想の受け皿とな

る内容が盛られることにもなった。しかしそ

の後，地方分権や国内外との連携，国土の質

的向上，国民生活の安全・安心・安定の実現

など成熟社会にふさわしい国土のビジョンを

提示するため第５次計画に当たる計画では，

全国総合開発計画の名称を冠せずに『21世紀

のグランドデザイン』（1998年（平成10年）

３月）として発表された。この計画は，目標

年次を平成22年から27年（2010－2015年）と

都市空間計画の役割と計画課題
―第５次基本計画と都市計画マスタープランの策定を通して―

神戸大学名誉教授　安  田  丑  作
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幅をもたせていること，投資総額を示さず，

投資の重点化，効率化の方向を提示するにと

どめるなど，それまでの量的拡大を前提とす

る「開発主導型計画」から「理念重視型計

画」へと大きくて転換するものとなった。

　神戸市でも，1965年（昭和40）に第１次総

合基本計画を策定して以降，これまでに４次

にわたって改定が行われてきた。その取り組

みの先進性は，第１次計画に先立つ３年前の

1962年（昭和37年）に，戦後の経済復興から

高度経済成長への移行に伴う都市化の進展に

対応するため「神戸市背山総合開発計画」１）

を早くも策定していたことに端的に表れてい

よう。その後の計画２）では，計画期間をほ

ぼ30年という長期に設定して，「基本構想」

において都市づくりの理念として目標像（都

市像）と市政運営の基本姿勢（施策の方向）

を掲げて，基本計画ではそれぞれの都市像に

対応した基本的施策とその考え方を示し，さ

らにその具体的施策化と計画策定後の社会経

済情勢の変化に対応するため「中期計画」（ほ

ぼ５年の計画期間）を策定してきた。自治体

における総合基本計画の構想性と実効性を高

める計画運用の一つのあり方を示すものと言

えよう（図－１）。３）

　その後，国による法制度自体の抜本的な見

直しも進められ，2005年（平成17年）に国土

総合開発法が国土形成計画法へと改正され，

これまでの全国総合開発計画に代わり，新た

に「国土形成計画」４）が策定されることに

なった。これまでの国主導，中央集権的と言

われた計画制度から，地域の自律性を尊重し

国と地方公共団体のパートナーシップの実現

を図る計画制度への転換が図られることに

なった。一方，地方自治法に規定する「基本

構想」についても，地域主権改革の一環とし

て関連法制の見直しが進められ，自治体によ

る計画策定とその手続の義務付けを廃止また

は単なる奨励への改定が現在進められようと

している。

1965年～

（昭和40年）

1974年～

（昭和49年）

1986年～

（昭和61年）

1993年～

（平成５年）

2011年～

（平成23年）

基本構想 人間都市神戸の基本構想

1974年（昭和49年）策定

新・神戸市基本構想

1993年（平成５年）策定

基本計画

・区別計画

〈第１次〉

神戸市総合基本

計画

1965年（昭和40

年）策定

〈第２次〉

人間都市神戸の

基本計画

1976年（昭和51

年）策定

〈第３次〉

人間都市神戸の

基本計画（改定）

1986年（昭和61

年）策定

〈第４次〉

第４次神戸市基

本計画

1995年（平成７

年）策定

区別計画

1996年（平成８

年）策定

〈第５次〉

第５次神戸市基

本計画

2011年（ 平 成23

年）策定

・神戸づくりの

指針

・神戸2015ビジョ

ン

・各区計画

中期計画 神戸市生活環境基準　　　　　　　神戸市都市環境基準

　　新・神戸市生活環境基準　　　　新・都市環境基準

　　　　第３次神戸市生活環境基準

神戸2010ビジョ

ン

2005年（平成

17年）策定

区中期計画

2005年（平成

17年）策定

（基本計画に統

合）

図－１　神戸市の基本構想・基本計画の策定経緯
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　このように，地方自治体の総合基本計画

（以下，総合基本計画を「総計」と略記）を

めぐる前提や背景が大きく変化し，一方で将

来の社会経済情勢の不透明感が強まるなか

で，神戸市はこのほど「第５次神戸市基本計

画」を策定・発表した。

　この「第５次神戸市基本計画」の策定作業

と並行して，神戸市としてはじめて都市計画

マスタープランも策定されることになった。

周知のように都市計画マスタープラン（以

下，「都市マス」と略記）は，1992年（平成

４年）の都市計画法の改定により制度化さ

れ，これまでにほとんどの市町では「総計」

とは別に策定されてきた。しかし神戸市で

は，これまで「総計」の都市空間計画にその

役割を委ねて，特に「都市マス」として定め

ることがなされなかったものである。この

「都市マス」の策定は，「総計」の都市政策上

の役割と計画構成（プランニング・システ

ム）の変化，とりわけ都市空間計画の位置付

けにも大きくかかわってくる（図－２）。

　以下の本稿では，筆者が参画する機会を得

た今回の「総計」や「都市マス」の策定にか

かわる審議会など５）での討議を振り返りな

がら，特に，都市空間計画の計画構成（プラ

ンニング・システム）と計画課題をめぐる主

な論点について考察することとしたい。

２．「総計」の計画構成と都市空間計

画の位置づけ

　一般に「総計」は，基本構想，基本計画，

実施計画の三層構成による運用方式が採用さ

れるが，基本構想（将来フレーム）の計画期

間は10年間，基本計画（将来フレームの実現

手段，基本的な施策）は前期５年と後期５年

の２段階，実施計画（事業）は３年間のロー

リング方式を取っているケースが多い。

　先述したように，神戸市の第２次以降の計

画も基本構想―基本計画の構成は同じである

図－２　神戸市都市計画マスタープランの位置づけと役割

図―２ 神戸市都市計画マスタープランの位置づけと役割 

 

 

 

・神戸づくりの指針（目標年次 2025年） 
・神戸２０１５ビジョン（目標年次 2015年） 
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が，その計画期間が比較的長期（30年）に設

定されてきたのが特色で，基本構想で都市づ

くりの理念（都市像）と施策の方向性が示さ

れ，基本計画においてその実現のための基本

的施策が記述されている。また，第４次計画

では，全市的な基本計画とともに市民の身近

な計画について「区別計画」が策定された。

基本構想は，これまでに第２次計画と第４次

計画に先立って２度（1974年と1993年）改定

されただけで，その間の第３次計画策定時に

は基本計画のみが改定された。今回の第５次

計画においても，その前の「新・神戸市基本

構想」（1993年（平成５年）策定）が保持・

継承されている。

　神戸市の「総計」とそれに基づく計画行政

のいま一つの特色は，基本計画の内容の具体

的施策化のガイドラインとしての「中期計

画」（計画期間は３～５年）を重視してきた

ことである。たとえば，第２次計画に対応し

たシビルミニマム政策としての「神戸市生活

環境基準」や第３次計画に対応した「神戸市

都市環境基準」などは，「総計」の達成度評

価を可能にする取り組みであった。

　ところで，前回の第４次計画の策定におい

て，基本計画の策定に先立って改定された目

標年次を2025年とする「新・神戸市基本構

想」（1993年（平成５年））では，都市づくり

の基本理念に「世界とふれあう市民創造都

市」を掲げ，①ともに築く人間尊重のまち，

②福祉の心が通う生活充実のまち，③魅力が

息づく快適環境のまち，④国際性にあふれる

文化交流のまち，⑤次代を支える経済躍動の

まち，の５つの都市像のもとに基本施策を展

開するものとしている。

　これを受けた第４次の基本計画は，その策

定・発表の直前にあの大震災に見舞われて，

急遽，市民生活の安定と都市機能の回復に向

けた「神戸市復興計画」（目標年次：2005年）

が1995年（平成７年）６月に先行して策定さ

れた。この復興計画には，すでに検討されて

いた基本計画の長期的施策の考え方が反映さ

れる一方で，同年10月に正式に策定された基

本計画（目標年次：2010年）では，震災から

の教訓と復興計画に対応した計画内容の見直

しが行われた。

　震災後の10年間，神戸市の各種施策はこの

復興計画を柱として展開されてきたが，計画

運用にあたって，５年ごとに「復興の総括・

検証」を行ってきたことは特筆されよう。最

初の５年（前期）の総括・検証を踏まえて，

後期５年の計画推進の指針となる「神戸市復

興計画推進プログラム」（2000年（平成12年）

10月策定）を策定，復興計画の最終年となる

2004年度（平成16年度）を前にして，「神戸

の今」についての総括・検証（2003年度（平

成15年度））６）が実施された。

　その結果を受けて，復興の残された課題へ

の対応を図るとともに，基本計画に基づく新

たな施策展開を図るための「ポスト復興計

画」として，５年の計画期間の中期計画であ

る「新たなビジョン」（「神戸2010ビジョン」

と「区中期計画」，2005年（平成17年））が策

定された。この計画の進行管理については，

復興の総括・検証を引継ぐ形でPDCA方式が

採用され，年度ごとに施策の進捗と効果につ

いての自己点検による検証作業が行われ，そ

の結果が翌年度の施策展開に反映された。も

ちろん，現行の検証・評価制度自体に課題７）

がないわけではないが，「責任ある計画行政」

の取り組みとして評価されてよかろう。

　さて，今回の「第５次神戸市基本計画」

は，これまでの基本計画とは違った計画体系

をもつ構成となっている。先に述べたよう

に，今回の計画は1993年（平成５年）策定の

「新・神戸市基本構想」（目標年次：2025年）

を継承するものであるが，それを受けた基本
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計画は，基本構想と同じ目標年次（期間15

年）の「神戸づくりの指針」，５年間の重点

施策の実行計画としての「神戸2015ビジョ

ン」，「各区計画」（2025年目標の「区の将来像」

と５年間の計画）から構成されている（図－

３）。すなわち，長期的な都市づくりの方向

性と施策の基本的考え方を示す「神戸づくり

の指針」に基本構想との橋渡しの役割を委

ね，これまでは基本計画の運用段階での中期

計画と位置づけられてきた「神戸2015ビジョ

ン」が「選択と集中」の重点施策化による実

行計画として基本計画に統合された。

　これまでの10年～ 15年という比較的長期

の計画期間の基本計画においては，期間内に

取り組む施策が網羅的に記述されるきらいが

あり，ともすれば行財政計画との整合性を欠

く「総花的施策」との批判に対して，計画の

実効性を重視してPDCA方式による実効計画

の進行管理により計画の信頼性を確保する意

味合いもある。その背景には，近年の社会経

済情勢の急激な変化と厳しい行財政状況のも

とでは，基本計画にもこれらへの柔軟性と機

動性のある対応がこれまで以上に求められる

ようになった事情もある。さらに加えて，そ

れぞれの施策分野では，すでに部門別計画が

策定されており，それら計画と相互に補完・

連携を図ることにより，これまでのように基

本計画がすべての分野の専門的領域までをカ

バーする必要がなくなったこともあげられよ

う。

　こうした基本計画の計画構成上の変化は，

これまでの計画においてまず将来の都市像を

目に見える都市空間として構想することから

はじめていた記述から，当面して課題解決の

迫られている「くらしと経済」という市民生

活や産業・企業活動に直結する施策分野から

導入が図られ，都市空間計画の名称が計画書

の目次構成から消えたことに端的に表れてい

よう。いわば，「ハードからソフト」への施

策転換が打ち出された基本計画と言えよう。

それと同時に，第４次計画からの「協働と参

画」の取り組みを継承・強化して，「脱行政

主導」の計画が強く意識されていることも今

回の計画の大きな特色である。

図－３　第５次神戸市基本計画の構成

図―１神戸市の基本構想・基本計画の策定経緯 
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　今回の基本計画のいま一つの特色は，生

活，福祉，経済，文化などの施策を縦割りに

捉えるのでなく，これまでに以上に施策相互

の分野横断的な連携の必要性が強く意識され

たことであろう。その上で，都市空間計画の

分野においても，都市空間の「もの（づく

り）」としての側面のみではなく，市民生活

や都市活動が展開する「場（づくり）」とし

ての位置づけがこれまで以上に強調されてい

る。「神戸づくりの指針」の第４部「安全を

高め未来につなぐ」（安全・都市景観・低炭

素社会）や第５部「神戸を支えるまちを形成

する」（土地利用・交通）は，こうした視点

から都市空間計画の基本的な考え方が整理さ

れている。また，重点施策をまとめた「神戸

2015ビジョン」では，都市空間の「まちの安

全や環境などくらしていく上で守るべき最も

基本になる部分」が「支える基盤」として位

置づけられている。

　ところで，前回の第４次の計画では都市空

間整備の視点としてすでに「都市の成長管

理」を掲げて，「良好な都市環境を維持・創

造するため，都市の容量にゆとりをもち続け

るように配慮し，抑制策と促進策とのバラン

スを確保することにより持続的な都市成長を

誘導すること」がうたわれた。こうした「成

長時代の計画」から「成熟期の計画」への転

換は今回の計画の基調をなすものであり，「指

針」の第１部（2025年の神戸のまちの展望）

において，神戸のめざす都市像として「創造

都市（デザイン都市）の実現」をかかげるこ

とによりそのことを表明していると言えよう

（第１部第３章）。都市空間計画としても，第

５部（神戸を支えるまちを形成する）におい

て，これからの都市空間づくりにおける基本

的視点の前提として，「恵まれた自然環境を

最大限に保全・育成しつつ，現在の都市機能

や都市基盤を十分に活かし，都市空間全体に

対する総合的なマネジメントを進めます」

と，「開発（デベロップメント）から管理（マ

ネジメント）へ」の基本的方向づけが行われ

ている（第５部第１章）。

　この基本計画の部門別計画に当たる「都市

マス」でも，拡大成長期から成熟期へと移行

する都市計画の役割の転換を「構築から再編

へ」と位置づけ，これからの神戸の都市計画

に求められる視点として，１）きめ細やかに

都市空間の質を高める（①暮らしやすさ，②

まちの活力，③環境とに共生，④まちのデザ

イン）と，２）重点を絞ってつくり，有効に

活かしながら都市空間をマネジメントする

（⑤戦略性，⑥柔軟性，⑦協働と参画）をあ

げており，そのことがより明確に示されてい

る（第２章第３節）。

３．都市構造と地域構成

　都市空間計画では，まず将来の都市全体の

骨格（都市構造）と地域構成（土地利用）の

あり方を示すこととなる。一般には，その都

市の立地条件と環境特性を踏まえた都市発展

とその方向性，市街地構成について図面表示

を含めて表現されることが多い。

　神戸市のこれまでの都市構造と地域構成上

の主要な課題は，大阪湾に面する既成市街地

と六甲山系の背後に拡がる西北神地域とをい

かに結びつけるということと，いかにして秩

序ある市街地の地域構成を図るかであったと

言ってよかろう。

　神戸市の第２次以降の「総計」の都市空間

計画では，都市構造が「拠点と軸」，地域構

成が「生活圏」の計画的概念によって説明さ

れ，「（総合）基本計画図」として図面表示さ

れてきた。以下では，第４次計画までの，都

市構造の空間的構成とその考え方を簡単に振

り返ってみよう８）。



28
・

29
・

（1）　１次～４次計画における都市構造と地

域構成

１）拠点と軸構成

　都市の「拠点」については，第１次計画で

の１都心（三宮・元町）と２副都心（六甲，

大橋・板宿）の「振子型都心構成」を基本と

して，第２次・第３次では，「多核心都市建

設」のための中心核の構成として，従来から

の都心，副都心に加えて，「衛星都心」（第２

次では二郎，西神NTの２つ，第３次では海

上都市，西神NT，北神NTの３つ），「生活都

心」（住吉，湊川，須磨，垂水，須磨NT，鈴

蘭台）が提案・設定された。第４次計画で

は，これら都心，副都心，衛星都心（第３次

の３つに加えて鈴蘭台，垂水・舞子），生活

拠点，近隣中心の中心核が設定されるととも

に，「多核ネットワーク都市」の実現を図る

ため都市構造全体として相互に補完し合う拠

点として，既存都市核，憩いの都市核，新都

市核からなる12の「都市核」が新たに提案・

付加されている。ただ，この第４次の「都市

核」は，「複数の核の集合体（中心核や都市

機能群）であり複数の軸が結集する」もので

あり，いわば都市構造の結節的機能に着目し

た地理的単位しての「拠点」と理解されよ

う。

　一般に都市構造における「軸」は，都市発

展の計画的で秩序ある誘導を図るため，①道

路や鉄軌道など都市基盤のもつ構造性，②拠

点や地域間の相互関係を強める連携性，③地

域の成長拡大の方向性，といった複合的な特

質を有する計画的概念と考えられる。神戸市

の「総計」に「軸」の概念がはじめて登場し

たのは，第２次計画以降のことであるが，同

計画では既成市街地域の構成の基本として，

「三層構造と軸構成」が提案されている。こ

の三層構造については，第１次計画において

すでに設定されていたものであるが，既成市

街地の南から北へ，臨海部（港湾・工業地

帯），中間（住・商・工複合地帯），山手（住

居地帯）による地帯別の機能構成を図るもの

としている。軸については，「都市施設や生

活施設を結びつけて，三層間に有機的な結合

をつくり出すとともに，生活圏を区分し，都

市空間を秩序づける」とし，都市軸（中央都

市軸，東部都市軸，西部都市軸），生活文化

軸，河川沿緑地軸が具体的に設定されてい

る。

　第４次計画では，「多核的な都市構造を実

現するため，国土軸（広域幹線道路軸）との

連携を図りながら交通施設及び広域的都市施

設の整備を進める」ものとして，都市軸の設

定を都市全体に展開させている。具体的な都

市軸としては，①中央都市軸（国際情報文化

軸），②東部都市軸（研究・流通軸），西部都

市軸（住宅・先端産業軸），神戸都市軸，湾

岸都市軸（産業・流通軸），六甲都市軸（観

光・レクリエーション軸）が設定された。

２）生活圏の構成

　これまでの神戸市の都市空間計画において

は，地域構成とりわけ市街地構成について，

先述した「三層構造」のような地形や立地と

土地利用からのゾーニング（地帯構成）に加

えて，「生活圏の構成」による計画論が早く

から展開されてきた。

　まず，第１次計画では，「近隣住区計画」

の計画手法が神戸的な理想形として提案され

たのをはじめとして，第２次と第３次計画で

は，神戸都市圏－地域－ブロック－行政区－

まち住区－近隣住区からなる段階構成が設定

された。

　このうち「まち住区」は，近隣住区と行政

区の中間的規模の広がりもつ地域単位として

設定され，その役割として，市民発想と市民

参加，生活文化環境の設計，事業の統合化が

あげられ，特に第３次計画においては，「ま
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ち住区構想」による地域特性を活かしたまち

づくりの推進を都市空間計画の中心に位置づ

けられた。

　第４次計画では，①広域生活圏（１時間交

通圏），②中域生活圏（既成市街地，海上都

市地域，西神・北神地域），③生活文化圏

（行政区と近隣生活圏の中間），④近隣生活圏

（概ね小学校区を中心とする圏域）の４つの

生活圏による構成が提案され，この生活圏の

構成に対応して，先に紹介した中心核が設定

された。また，安全都市の形成の観点から

は，近隣生活圏，生活文化圏，区生活圏に応

じて役割分担をする「防災生活圏」の設定も

行われた。

（2）　第５次計画と都市マスにおける都市構

造と地域構成

　それでは，今回の「第５次計画」と「都市

マス」における都市構造と地域構成はどのよ

うに考えられたのであろうか。

　人口減少・超高齢化の進行をはじめとする

都市を取り巻く社会経済情勢が大きく変化す

るなかで策定された今回の両計画では，すで

に述べたように「成長期の計画」から「成熟

期の計画」への転換をその基調としている。

そのことは，「都市マス」において都市計画

の役割の転換を「構築から再編へ」と端的に

表現され，「これからの都市計画は，新たな

都市空間を構築するのではなく，現在の都市

空間の質を高め，マネジメントすることで

「都市空間を再編」していく役割へと転換し

ていくことが求められています」としてい

る。

　当然のことながら，両計画の都市構造と地

域構成についての考え方は共通しているが，

ここでは，「神戸づくりの指針」を基本とし

ながら，都市計画的観点から検討の加えられ

た「都市マス」の記述で補完しつつ整理して

みたい。

　都市マスでは，将来の都市空間を支える都

市構造９）を，①都市機能がコンパクトにま

とまった都市構造，②神戸の重要な産業を支

える都市構造，③神戸の魅力を創造するエリ

アや拠点を戦略的に配置した都市構造，④海

や山などの豊かな自然環境と共生した都市構

造，⑤陸・海・空の総合的な交通ネットワー

クが効率よく機能する都市構造，の５つの視

点で整理している。その上で，都市構造と地

域構成の計画対象を，ゾーン，エリア・拠

点，交通ネットワークの３つに基本区分して

計画を展開している（第３章第４節）。

　まず，土地利用の観点から，「まちのゾー

ン」，「田園のゾーン」，「みどりのゾーン」に

大別して，豊かな自然環境と様々な都市機能

が調和するまちづくりを進めることを基本と

している。「都市マス」では，このうち「ま

ちのゾーン」が，住宅地，複合機能地，高度

商業・業務地，工業・流通業務地に土地利用

区分されている。

　このゾーンうち，特に機能強化を図る「エ

リア・拠点」の設定が重層的に行われてお

り，産業・港湾物流エリアとして，「臨海産

業エリア」，「内陸新産業エリア」，「知識創造

エリア」，「港湾物流エリア」の４タイプに区

分されている。

　交流・融合の空間としては，「都心域」と

「地域拠点・連携拠点」を設定している。都

心域は，既成市街地に一定の広がりをもって

設定され，そこに集積する住宅，商業・業

務，工業，文化・教育・観光などのさまざま

な複合化による機能強化を図ることとしてい

る。この都心域の中に，都心核，都心拠点，

市街地整備の先導エリアを位置づけている

が，さらに，この都心域に含まれない地域で

の都市活動と文化活動を支える拠点としての

「地域拠点」（六甲アイランド，鈴蘭台，名谷，
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学園都市，垂水，舞子），隣接市など広域を

対象としてターミナル機能などの強化を図る

「連携拠点」（岡場，西神中央）を設けている。

　「都市マス」では，この他に自然環境・憩

いの空間として，シンボルエリア（緑・海

辺），憩いの拠点，河川が設定され，特に，

既成市街地のシンボルとなる河川や街路を，

防災，環境，景観，風の道などの多様な機能

をあわせもつ「環境形成帯」としている。

　交通ネットワークについては，公共交通を

中心とした計画となっており，「指針」にお

いては，「特に，都心域においては，交通利

便性や回遊性を高めるため，基幹交通軸，山

麓交通軸，ウオーターフロント交通軸等から

なる公共交通ネットワークを形成します」と

強調されている。

　いずれにせよ，今回の計画における都市構

造や地域構成では，これまでの都市成長・開

発誘導イメージの強い都市軸構成と階層的な

中心核の配置によって都市空間を構造化する

計画論とはかなり違った方向づけがなされた

ように思われる。都市空間計画の「（構造）

構築型から（環境）形成型」への転換とも言

えるが，そのことこそ「デザイン都市」の目

標とするものでもあろう。

４．都市空間計画の計画課題への接近

　さて，今回の「総計」における都市空間計

画とその部門別計画としての都市マスでは，

都市空間をめぐる計画課題にどのように接近

されたのであろうか。

　筆者は，今回の計画策定に先立って，都市

空間計画にかかわる神戸づくりの論点につい

て考察したことがある10）。その際，これから

の社会的潮流と大きくかかわる計画課題とし

て取り上げたのは，①土地利用マネジメン

ト，②低炭素環境都市づくり，③自律的な地

域管理・運営（エリアマネジメント），④創

造都市に向けた空間政策，の４点であった。

今回の計画策定過程でも，これら計画課題に

ついてさまざまな観点から検討されたが，最

終的な計画書ではどのように反映されたかを

中心にまとめてみよう。

（1）　土地利用マネジメント

　今後，大都市地域においても人口減少・高

齢化が進行するなかで，外延的拡大を伴う市

街化圧力も沈静化に向かうものと考えられ

る。それと同時に，市街地にあっても，都市

基盤の脆弱で生活利便性の低い老朽木造密集

市街地，高度成長期に無秩序に形成されたス

プロール住宅地，あるいは比較的早い時期に

開発されたいわゆるオールド・ニュータウン

などでは，居住放棄による空き家や空地（放

棄宅地）も発生しつつある。さらに，周縁部

の市街化調整区域の既存集落では，人口減と

高齢化による集落環境や農地や里山の維持形

成が困難になることも予想されている。一方

では，生活利便性の高い都心域などでの周辺

地域と著しく調和を欠く高層マンションの乱

立などの課題がある。

　自然緑地環境についても，低炭素社会の実

現に向けて，自然環境の保全，土砂災害の防

止，良好な都市景観形成の観点から，これま

で以上にその重要性が増している。

　こうした土地利用上としての計画課題につ

いて，「指針」（第５部第２章「地域特性を活

かした土地利用を図る」）においても同様な

認識が示され，先の，まちのゾーン，田園の

ゾーン，みどりのゾーン，の３ゾーンごとに

「めざす姿」と「ともに進める取り組み」が

整理されている。さらに，「都市マス」では，

「都市計画の方針」11）の「土地利用」（第４章

第１節）において，基本方針とともに施策の

方針が示されている。
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　さらに，計画の実現にむけて，「３つの重

点的な取り組みの方針」12）の１つとして「土

地利用誘導方針」を策定し，今回同時に発表

された。その基本方針では，「３つのゾーン

の枠組みのもと，原則として住宅地開発等に

よる市街化区域の拡大を抑制し，既存の地域

資源を有効に活用した機能的な都市の形成

を，これまで以上に推進」していくことが表

明され，それに基づいた「運用方針」が，図

面表示（「土地利用方針図」）を伴なって公表

された。その上で，この方針の具体化につい

ては，社会経済情勢の変化に対応した区域区

分（線引き）や用途地域の見直しとともに，

地域特性に応じた住環境の保全のための「高

度地区」の制度拡充，都心部の商業・業務機

能の集積強化や複合機能地での秩序ある土地

利用のための「特別用途地区」など，効果的

な土地利用計画制度の積極的活用による取り

組みがあげられている。

（2）　低炭素社会

　今回の計画策定の背景として両計画が指摘

するこれからの社会的潮流の一つ「地球温暖

化防止への取り組み」は，具体的に直接的に

反映されるべき計画課題でもある。その基本

となるのは，ストック型都市構造への転換で

あり，これまでのスクラップ・アンド・ビル

ドの開発方式から脱却して，既存ストックを

活用した効率的エネルギー循環システムを備

えた幅広い都市再生の取り組み13）を必要と

する。とりわけ，環境技術・エネルギーシス

テムの開発・革新と循環型社会形成との統合

的政策が期待されている。

　「指針」でも，第４部（安全を高め未来に

つなぐ）の第３章を「低炭素社会を実現す

る」とし，環境負荷の少ない持続的発展が可

能なまちをめざして，①都市構造の低炭素化

に向けた取り組み，②エネルギーの効率的利

用によるまちづくり，③低炭素社会に貢献す

るエネルギー分野などの産業振興の推進と，

３Ｒなどの循環型社会の実現に向けた取り組

みの推進を「めざす姿」としてあげている。

このうち，都市空間計画と密接に関係する①

の都市構造の形成について，同指針では，コ

ンパクトな都市機能の配置，交通環境の形

成，環境に配慮した物流の推進，自然環境の

保全・育成，などについての具体的施策化

（ともに進める取り組み）を表明している。

　これを受けた「都市マス」では，第４章

（都市計画の方針）の第４節「環境共生

（緑・水・エネルギー）」において，施策の方

針として①環境負荷の少ない都市構造の推進

（土地利用と交通環境の連携，公共交通を中

心とした総合的な交通環境，環境に配慮した

物流，環境負荷の少ない都市施設の配置），

②良好な緑地環境や水環境の保全・育成と風

の道の形成（都市の骨格を形成する緑地の保

全・育成，農地・ため池・里山の保全・活

用，持続可能で健全な水環境の形成，生物多

様性の保全など自然共生社会の実現，「風の

道」の機能をもつ環境形成帯の形成，市街地

における公園・緑地の保全・育成，協働によ

る水と緑の保全・活用），③エネルギーを効

率的に利用する空間づくり（エネルギー消費

の削減と利用効率の向上，未利用エネルギー

の活用）の３分野について，「環境共生方針

図」の図面表示とあわせて計画・提案がなさ

れた。

　このうち，夏のヒートアイランド現象など

の都市気候対策として，海や山からの冷涼な

空気の通り道となる「風の道」を既成市街地

の主要な河川や街路沿いに設定し，防災，環

境，景観などの機能を合わせもたせた「環境

形成帯」として位置づけようとする計画提案

は，神戸固有の都市基盤を環境資源として利

活用を図るものとも言えよう。
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（3）　エリアマネジメント

　今回の計画策定と施策立案において基本姿

勢としているのは，「協働と参画のまちづく

り」のさらなる展開である。震災とその復興

過程における教訓を踏まえてその重要性が市

民と行政がともに共有することとなった「ま

ちづくり精神」と言ってもよかろう。そのな

かで，地域コミュニティが「地域力」を高

め，地域を自律的に管理・運営（エリアマネ

ジメント）することの必要性が指摘されてい

る。

　「指針」の第６部（「神戸づくり」にともに

取り組む）の第３章「みんなで「わがまち」

を育む」のなかの「めざす姿」において，「地

域のさまざまな活動主体がゆるやかな連携

（横断的・開放的なネットワーク）を行い，

そうした連携組織などが地域を代表して市と

対等な関係を築き，総合的・自律的な地域運

営（エリアマネジメント）を展開する姿をめ

ざします」としている。さらに，第４章「地

域の特色ある環境をともに育む」では，密集

市街地の再生，ニュータウンのオールドタウ

ン化への対応，田園地域の活性化という具体

的地域課題への対応においても，エリアマネ

ジメントを基本とする取り組みが示されてい

る。

　一方の「都市マス」でも，その実現のため

の取り組みとして「協働と参画によるわがま

ち空間づくりの推進」を提唱している。これ

までの他都市の都市マスにおいては，全体構

想（全市対象）と地域別構想（行政単位など

によって地域区分）の２層制の計画構成がと

られることが多かったが，地域別構想の計画

内容が全体構想の内容を踏襲して地域別に切

り分けたに過ぎず，地域の合意形成について

の有効性や実効性が問われてきた。そこで今

回の計画では，住民が日常生活においてわが

まちと認識できる身近な範囲の都市空間を

「わがまち空間」として，そこでの協働と参

画のまちづくりを通じて「わがまち空間づく

り」を推進することとしている。

　したがって，従来のように当初から全市一

律な計画策定を行うのではなく，地域の特性

とそこでのまちづくりの進展にあわせた計画

づくりとそれに基づいた具体化に取り組むも

ので，いわばルーズリーフ方式，あるいはバ

インダー方式によって「わがまち空間計画」

が都市マスに順次反映され構成となってい

る。具体的には，地域（住民・事業者等）に

よるまちづくり協議会方式により，①地域の

魅力・課題の共有，②まちづくり提案として

「わがまち空間構想」の作成，③わがまち空

間づくりの推進，というプロセスが想定され

ており，それぞれの段階に応じて行政との連

携，専門家（コンサルタント・アドバイ

ザー）によるまちづくり活動支援を行うもの

とされている。

　こうした地域主体によるまちづくりの推進

自体が，まさしくエリアマネジメントの実践

であり，その計画づくりを通じて地域活動組

織（まちづくり協議会など）の社会的包容力

（ソーシアルキャピタル）と自立的経営力に

支えられた「エリアマネジメント力」の醸成

も可能となろう14）。

（4）　創造都市（デザイン都市）

　神戸市では，これまでにも「ファッション

都市」や「アーバンリゾート都市」などの都

市像とそれに基づく戦略的な都市政策が推進

されてきた。先に触れたように「指針」で

は，これからの神戸の都市像として，「創造

都市（デザイン都市）の実現」が掲げられて

いる。この「デザイン」は，単に文化ジャン

ルとしてのそれではなく，広く，生活，産

業，空間といったさまざまな領域を包括する

もので，それぞれの関係性を強化することに
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より創造性を高める役割をもつものであ

る15）。

　その代表的な施策分野が「都市デザイン」

であるが，「指針」の第４部２章（まちの美

しさと魅力を守り高める）では，①水と緑な

ど自然環境を活かしたまちづくり，②生物多

様性の保全など自然共生社会の実現，③神戸

固有の多様で特色あるまちなみ，④美しさや

魅力を向上させる取り組み，の４つの基本施

策（ともに進める取り組み）としてあげてい

る。「都市マス」においては，都市計画の方

針の１つの柱として「都市デザイン」をあ

げ，①港や六甲山からの眺望景観，神戸らし

い特徴的なまちなみ・夜間景観・農村景観，

公共空間や建築物等のデザイン向上，歴史的

建築物などの保存活用，屋外広告物の規制・

誘導による景観形成，②「港都神戸」を創出

する都心・ウオーターフロントなどの魅力向

上，③ユニバーサルデザインの空間づくり，

④地域における景観まちづくり，まちの美緑

化の推進，生活文化活動の推進，などの施策

展開を提案している。

　ところで，新たな都市戦略としての「デザ

イン都市」によって都市の創造力と発信力を

高めるためには，個々の施策レベルでの連携

を図るだけでなく，神戸のまちのもつ「場所

の力」（資源）に着目した総合的かつ集約的

な施策展開が求められる。「指針」の第７部

（「世界の中での神戸」を確立する）におい

て，「にぎわいと活力をもたらすリーデイン

グエリア」を形成する」（第２章）でとりあ

げられた，①都心・ウオーターフロント（世

界に誇れる『港都神戸』）16），②ポートアイラ

ンド（世界に開かれた未来志向型都市），③

兵庫運河周辺（世界に貢献するものづくりの

まち）は，いずれもそうした新しい創造的ま

ちづくり「協創」17）への挑戦とも言えよう。

５．おわりに

　都市空間計画の計画課題は，決して上述し

たものに代表されるものではない。紙幅が限

られているため詳述は避けるが，道路・公園

をはじめとする都市施設整備や住宅・市街地

整備など，土地利用とともに当然に取り上げ

られるべき都市計画に固有の計画課題があ

り，今回の計画では，これらについても従来

の考え方や方針の見直しや転換が図られた。

　たとえば，都市基盤施設については，その

ライフサイクルを通じて，総合的に企画・管

理し，活用するといういわゆるファシリティ

マネジメントの観点が導入され，「指針」の

第４部（安全を高め未来につなぐ）の第１章

（まちの安全を確保する）において，「都市基

盤施設を最大限活用し，適正な維持管理や機

能強化を進めるとともに，今後の施設の老朽

化に対応して予防保全的な管理など戦略的な

管理を維持し，都市基盤施設の長寿命化など

を進めます」としている。また，都市内道路

については，「地域のくらしを支え，時代の

変化に対応した整備」（「指針」第５部第３章）

とされ，「都市マス」の重点施策「都市計画

道路整備方針」においては，都市計画道路の

未着手区間を中心に見直しを進め，主要幹線

道路以外の「生活幹線道路」については，法

定の都市計画を一旦廃止して，地域まちづく

りの課題改善のために幹線道路の整備が必要

であるとの合意形成が図られた場合にあらた

めて「生活幹線道路」として位置づけ，都市

計画の手続と整備をするものとしている。

　住宅・市街地整備については，「密集市街

地の再生」が，「指針」と「都市マス」のい

ずれにおいても重要な計画課題として位置づ

けられている。「都市マス」の重点施策とし

て作成された「密集市街地の再生方針」方針

では，神戸の実情に応じた密集市街地の評価
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指標（「延焼危険性」と「避難・消火の困難

性」）を新たに定めて対象地域を明らかにし

た上で，特に，大火の恐れがある町丁目が連

坦し，広範に延焼が拡大する恐れのある市街

地を「密集市街地再生優先地区」とし，目標

年次（2025年）までに広範に延焼が拡大する

危険性の解消を目指す，として，早期・確実

に再生するための新たな仕組みづくり18）も

提案されている。

　「指針」の「くらしをまもる」の１つの柱

には，「安全で豊かな住まいづくり」（第２部

第２章，②）があげられているが，「住まい

は市民の安心で豊かな生活にとって不可欠な

基盤である」の基本的認識のもとに，このた

び「神戸市住生活基本計画」19）が「基本計画」

の部門別計画として新たに策定された。この

計画では，先年制定された「住生活基本法」

（平成18年６月）などでも示されている住宅

セーフティネットの確保，健全な住宅市場の

整備などによる住生活の質の向上を図るとと

もに，「住環境の多様性等神戸が持っている

優位性をより高めることで，さらに神戸が

「住みたい・住み続けた街」となるよう取り

組む」としている。

　いずれにせよ，少子・超高齢化，社会・経

済のグローバル化，地球温暖化などの進行す

るなかで，「総計」や「都市マス」には，い

かにして都市や地域の価値を再構築し，新た

な発展の段階へと導くかが問われている。し

かし，神戸の直面する諸課題はまことに多岐

にわたり，加えて厳しい行財政と国と地方の

行政システムの変化が予想される状況下での

計画策定は極めて困難であったこと言わざる

を得ない。

　都市の成長時代の「総計」が，長期構想と

して「夢」を描くことでその役割を果たし得

ていたのに対して，現代の計画には，社会・

経済情勢の激しい変化に対応できる機動性と

柔軟性とともに，施策自体の即効性と効率性

がより強く求められている。今回の計画は，

そうした要請に応えるための施策の重点化に

基づく中期計画（「2015ビジョン」）を柱とし

て，目標・スケジュールの明確化と進行管理

を行う実務型，実践型の計画になったと言え

よう。しかし同時に，「計画の堅実な実行」

だけではなく，常に長期的展望と大胆な発

想・構想力を大切にして，計画自体のブラッ

シュアップを図ることも今後期待したい。

注

１）この計画では，戦後の経済復興から高度経済成長期

への移行による急激な都市化の進展に対応するため，

市街地の背後に連なる六甲山系の保全と開発，さらに

背後地（西北地域）と連携のあり方と土地利用などの

方向性を定めたものとなっているが，この計画の存在

自体があまり知られることなく，第１次計画（1965

年）に引き継がれることとなった。

２）第１次計画では，基本構想と基本計画の区分はな

く，目標年次を「昭和41年から30年後の昭和70年とす

る」とし，計画人口を180万人～ 200万人と想定して

いる。

３）神戸市の総合基本計画の系譜については，本号の特

別論文（本荘雄一）54頁～ 70頁に詳しい。また，都

市計画法制定後の神戸の都市づくりと神戸市の総合基

本計画の都市空間計画の構成と内容については，拙稿

（安田丑作，2000）：「21世紀の神戸の都市空間像構築

に向けて－マスタープラン策定の経緯と都市空間計画

の系譜から－」，『都市政策』第100号，72～ 86頁．）

を参照。

４）この法改正の第１の特色は，「開発中心主義からの

転換」で，成熟社会型の計画とするため，計画の対象

事項を見直すとともに，国土形成計画の基本理念の中

においても「特性に応じて自立的に発展する地域社

会」，「国際競争力の強化及び科学技術の振興等による

活力ある経済社会」，「安全が確保された国民生活」，「地

球環境の保全にも寄与する豊かな環境」といった言葉

が示され，法律や計画の名称から「開発」の文字が消

えたことはその象徴と言えよう。第２の特色は，「国

と地方の協働によるビジョンづくり」である。全国計

画の他に，ブロック（例えば東北，九州など）単位の

地方ごとに，国と都府県等が適切な役割分担のもと，

相互に連携・協力して作成する広域地方計画を創設し

て二層の構成としている。

５）「神戸市次期基本計画のあり方懇話会」（平成20年），
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「総合基本計画審議会」およびその都市空間部会（平

成21・22年度），「都市計画マスタープラン研究会」（平

成21・22年度）

６）この総括検証では，震災と復興過程における教訓を

踏まえ，人の力，地域の力を基盤とする「協働と参画

のまちづくり」を基本姿勢として位置づけるととも

に，「安全・安心」「健康」「交流・融合」をこれから

の神戸づくりの重要キーワードとすることが提案され

た。

７）「神戸2010ビジョン検証委員会報告書」（2010年９月）

では，それまでの検証・評価制度を総括して，そのメ

リットを整理するとともに，進行管理手法としての課

題を抽出している。現行制度の課題として，①総合評

価方式における評価結果の曖昧性，②評価対象とする

施策の範囲の粗密，③成果指標（チャレンジ指標）の

取り扱い，④部門別計画との重複，⑤検証・評価にお

ける過重な事務負担，⑥評価結果の周知・共有，⑦施

策評価と予算，行財政改革等との連携，があげられて

いる。

８）第１次から第４次までの総合基本計画における都市

空間計画の計画内容の変遷と，神戸の都市構造と市街

地構成の特色については，前掲拙稿（2000）を参照。

９）「都市マス」では，都市構造を「神戸全体の都市空

間の骨組みとなる土地利用や自然環境，交通ネット

ワークのこと」と定義している。

10）拙稿（安田丑作（2009）：「転換期を迎えた都市の空

間計画と政策」，『都市政策』第134号，11～ 22頁

11）「都市計画の方針」（第４章）には，土地利用，都市

交通，市街地・住環境整備，環境共生（緑・水・エネ

ルギー），都市の安全・安心，都市デザイン，の６分

野について記述されている。

12）都市マスの実現に向けて取り組む重点施策として，

土地利用規制・誘導方針，都市計画道路の見直し，密

集市街地の再生方針の３方針を策定することとしてい

る。（第５章第１節）

13）前掲拙稿（2009）では，そのアプローチとして，高

効率交通システム，下水道汚泥高度利用，低炭素化に

貢献する産業クラスターの構築，次世代型産業・地域

エネルギーシステム，モーダルシフトと資源の地産地

消，低炭素産業技術・サービスの開発，低炭素社会づ

くりの環境学習などを例示した（15頁）。

14）（財）神戸都市問題研究所では，平成21年度と22年

度の２ヵ年にわたって，地域主体のまちづくりに関係

する学識経験者，企業，NPO，市民団体，専門家か

らなる研究会（エリアマネジメント研究会，新しい公

共の都市政策的展開に関する研究会）を組織して，エ

リアマネジメント力の概念規定と指標化，エリアマネ

ジメントの可能性と施策化の課題について検討してき

たが，筆者はその研究会の座長を務めた。

15）デザインに着目した都市戦略については，拙稿（安

田丑作，2007）：「創造都市に向けた都市デザイン戦略

－都市文化と都市景観に着目して－」，『都市政策』，

第126号，11頁～ 19頁参照。

16）都心・ウオーターフロント研究会の提言「『港都神

戸』の創出―都心・ウオーターフロントのグランドデ

ザインに向けて」（平成21年11月）を受けて，神戸市

では平成22年度に「港都神戸」グランドデザイン検討

委員会を設置して，都心・ウオーターフロントの将来

構想（グランドデザイン）を検討しており，近く発表

される予定である。筆者は，研究会座長と検討委員会

委員長を務めた。

17）「神戸づくりの指針」において最終目標とする理念

で，「都市ぐるみで「ひと（人）」を「たから（財）と

捉え，多様な「人財」が集い・交わり・活きるまちづ

くりを進めるとともに，それら「人財」のきずなを深

めながら協働と参画をさらに発展的に推進し，新たな

豊かさを創造していく姿」を「協創」と呼んでいる。

18）「密集市街地再生優先地区」など緊急性の高い地区

において，建物の不燃化・耐震化や身近な生活道路の

拡幅整備の早期・確実な実施に行政として積極的に取

り組むため，「密集市街地再生条例」（仮称）の制定を

検討するとしている。

19）「神戸市住宅基本計画」（平成13年２月）の後継計画

で，住生活を取り巻く新たな情勢の変化に対応した住

まい・住み方に関する施策の展開により，市民の安心

で豊かな生活を実現することを目的としている。計画

期間は，2011年度～ 2020年度の10年間。
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Ⅰ．はじめに

　当稿においては，まず「2015ビジョン」の

概要を示し，その基本的な考え方を記述す

る。

　そして，このビジョン形成に直接的に影響

を与えた「神戸づくりの指針」および「ビ

ジョン2010」の検証結果についても両者にか

かわった立場から触れておく。最後に「2015

ビジョン」の構成と内容について論及する。

ただし，これら３点の文書は膨大な行政分野

と事業内容をカバーするので，＜くらしを守

る＞というテーマに絞ったうえでの記述と論

考になることを断っておきたい。

Ⅱ．「2015ビジョン」の概要

　第５次神戸市基本計画は，「神戸づくりの

指針」，「神戸2015ビジョン」，「各区計画」の

３つの計画から構成される。「神戸づくりの

指針」は，「新・神戸市基本構想」に描かれ

た都市像の実現をめざし，構想の目標年次で

ある2025年に向けたまちづくりの基本的な考

え方を示すものとして策定されたものであ

り，神戸づくりの長期的な方向性を示す指針

である。そして，「神戸2015ビジョン」は，「神

戸づくりの指針」を受け，2011年度から2015

年度までの５年間で取り組む市の施策のう

ち，社会経済情勢をふまえ，今までにない新

しい取り組みや，これまで以上に拡充する取

り組みを中心とした具体的な実行計画として

策定したものである。

　「神戸づくりの指針」では，現在のわたし

たちを取り巻く様々な社会経済情勢のうち，

2011 ～ 2025年度の計画期間において，特に

将来のまちづくりに大きくかかわってくる社

会潮流として，次の４つを挙げた。

　①　少子・超高齢化の進行

　②　グローバル化する社会・経済

　③　地球温暖化防止への取り組み

　④　地域主権改革の取り組みと指定都市の

課題

　これらのうち「神戸2015ビジョン」の計画

期間である今後5年間（2011 ～ 2015年度）に

おいては，市民生活へのより直接的な影響と

いう観点からは，特に「①少子・超高齢化の

進行」，「②グローバル化する社会・経済」の

影響が極めて大きいものと思われる。

神戸2015ビジョンの政策形成にあたって
－くらしを守る視点から－

関西大学社会学部教授　松  原  一  郎
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　少子・超高齢化に関しては，震災による減

少時を除くと今後５年間は，初めて市内人口

が減少に転じることが予想される転換期にあ

たる。生産活動の主たる担い手である生産年

齢人口が減少し，高齢者層が増加するという

人口構造の変化は，地域の生産・消費活動の

停滞や医療・介護費の負担増など，まちの活

性化や本市財政に少なからず影響を与えるこ

とが予想される。

　こうした状況下で神戸の活力を維持・向上

するためには，都市の魅力を高め産業を活性

化する取り組みや，子育てしやすい環境の整

備などを総合的に行うことで，人口の社会

的・自然的増加を促す必要がある。

　また，世帯人員の減少・家族機能の変容，

地域社会のつながりの希薄化なども大きな課

題であり，多世代家族などの応援や地域コ

ミュニティの活性化など，家族や地域の課題

を克服するための取り組みを行っていく必要

があると考えた。

　経済の面でも，グローバル化が急速に進む

中，中国をはじめとする新興国の急激な台頭

により，世界経済の構図は大きく変化しつつ

ある。さらに，米国のサブプライムローン問

題に端を発する金融危機やギリシャなど欧州

諸国の財政問題など，日本経済を取り巻く国

全体概念図
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際的な環境は不安定さを増しており，市民生

活がこれからも様々な課題に直面することが

懸念される。また，グローバル化による世界

的な価格競争は，企業業績の悪化を招いてい

る面などもあり，雇用の削減・縮小による失

業の発生や，労働の対価である賃金が，世界

的な規模で低い水準に収れんするなどの事態

につながっている。

　これからの神戸づくりにおいては，雇用問

題・貧困問題などの不安を解消する取り組み

を進めるとともに，グローバル化によって活

発になった人・物・資金・情報の世界的な動

きをチャンスととらえて多様な人材を集積す

るなど，神戸の経済の活性化とくらしの安定

化につなげていく取り組みを進める必要があ

ると結論づけた。

　こうした背景をふまえ，「神戸2015ビジョ

ン」では，市民の生活が不安定に陥ることの

ないように，「くらし・経済の向上」とそし

て神戸の発展のため「新たな価値・魅力の創

出」の２つを最も優先する目標として掲げる

ことにした。

Ⅲ．「神戸づくりの指針」からの方向性

　指針を形成するにあたって，市民をはじめ

各界の衆知を集め情報収集と意見集約にあ

たった。その際，神戸市民の社会像の原点と

して，「神戸市民の福祉をまもる条例」（1977

年）に依拠することとした。

　市ではこの条例の下，福祉のあるべき姿を

「市民福祉」としてとらえて，すべての市民

の生活の基礎的な条件を市民・事業者との協

働により，安定して確保する取り組みを進め

てきた。こうした歩みをふまえ，市民，事業

者，NPOや社会的企業（社会的課題をビジ

ネスとして事業性を確保しながら自ら解決し

ようとする事業体），行政などすべての主体

がそれぞれの役割と責任を自覚し，協働と参

画による支えあいの取り組みを進めることが

不可欠だと考えた。

　くらしの基盤を支えているのは経済であ

り，雇用を確保し，市民のくらしを守るため

には，神戸の経済をこれまで以上に発展させ

ていくことが必要である。そのためには，農

漁業や商業，サービス業や社会的企業などく

らしに身近な産業を一層活性化させること，

また，神戸の強みを活かし，ものづくりを核

にサービスなどソフトの要素も加えた産業の

高付加価値化を図ることで，国内外への販路

を確保・拡大することが求められる。さら

に，観光やコンベンションにより国内外から

多くの人が集うことや，多くの成長企業が集

積して雇用の場を創出するとともに，新たな

価値を次々に生み出していくことで，世界へ

の発信力を高め，かつ市民のくらしの将来に

わたっての安定につなげていくことをめざそ

うと結論づけた。

　ここでは，＜くらしをまもる＞の下位項目

である，「１.ともに支えあう社会をつくる」，

および「２.安心なくらしをまもる」に関し

て，現状と課題，めざす姿・ともに進める取

り組みについて記述・引用しておきたい。

くらしをまもる

１　ともに支えあう社会をつくる

（１）　現状と課題

　急速な超高齢化に伴い，見守りや医療及び

介護等を要する高齢者がますます増加するこ

とが予想される。地域の中では，家族機能の

変容や，支援活動等を担う人材の不足等の課

題が生じ，地域によっては住民による見守り

活動など日常的な福祉活動が困難になること

も懸念される。また，福祉・介護の現場で

は，報酬面も含めた労働環境の問題もあり，

人材がなかなか定着せず人手不足になってい
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るという問題もある。このように超高齢社会

への対応は，今後の神戸を考えるうえで非常

に大きな課題になっている。

　増加傾向にある障がい者に対する医療面・

福祉面等からのケアの充実や，障がい者の地

域での活動や就労機会が適切に確保されるこ

とは，障がい者が自立した生活を営むととも

に社会に参画することで能力を発揮し生きが

いをもって生活するためにも，とても大切な

ことと認識した。そのためには，周囲の理解

促進，社会的企業等も含めた事業者による就

労機会の提供等が大きな役割を果たす。ま

た，震災を原因とした障がい者の現状やニー

ズの把握，適切な対応も重要な課題である。

　子育て上の悩みを持つ親，ひとり親家庭や

発達障がい児・者，うつ傾向やアルコール依

存等の心の問題を抱える人，昨今の厳しい経

済状況から失業など経済的に困窮している

人，コミュニケーション上の問題を抱えてい

る外国人など，様々な課題に直面している

人々への支援も大きな課題となっている。

（２）　めざす姿

　協働による市民福祉の充実に一貫して取り

組んできた歩みをふまえ，これからも生活し

ていくうえで様々な課題を抱えている，支援

を要するすべての人※が，いつまでも家庭や

住み慣れた地域などの中で，それぞれの人の

特性等に応じた形で社会に貢献して周囲から

必要とされ，一人ひとりが持てる力を十分に

発揮して尊厳をもって健やかに安心してくら

せる社会をめざす。

　そのために，家族の機能を支えるととも

に，市民や事業者，地域の医療関係者等，

NPO，社会的企業などが主体となって，身

近な地域コミュニティにおける日頃からの見

守り，支えあいや，就業場所の提供等を進め

る。市は，こうした市民・事業者による支え

あいを支援するとともに，支援を要する人が

介護・福祉・保健・医療・教育などの必要な

サービスを享受できるよう，必要な施策を講

じる。このような取り組みを通じて，あらゆ

る人を重層的に包容する社会の実現（ソー

シャル・インクルージョン）をめざす。

（３）　ともに進める取り組み

①　支援の仕組みの一層の充実を図る

ア　支援を要するすべての人に対して，総

合的・専門的かつ継続的な対応を行うた

め，保健・医療・福祉及び雇用や住宅等

市内のひとりぐらしの高齢者の増加　　　生活保護を受ける人の比率の増加（人口1,000人あたり）

※支援を要する人：ここでは健康等に不安のある高齢者や障がい者（身体障がい・知的障がい・精神障がい及び発達障

がい等），難病者，保護を要する児童，コミュニケーション上の課題等を抱えている外国人，経済的困窮状況にある

人，犯罪・DV（配偶者などからの暴力）等の被害者など，支援を必要とするすべての人を指す。

 

１  ともに支えあう社会をつくる  

１ 現状と課題 

急速な超高齢化に伴い、見守りや医療及び介護等を要する高齢者がますます増加するこ

とが予想される。地域の中では、家族機能の変容や、支援活動等を担う人材の不足等の課

題が生じ、地域によっては住民による見守り活動など日常的な福祉活動が困難になること

も懸念される。また、福祉・介護の現場では、報酬面も含めた労働環境の問題もあり、人

材がなかなか定着せず人手不足になっているという問題もある。このように超高齢社会へ

の対応は、今後の神戸を考えるうえで非常に大きな課題になっている。 

増加傾向にある障がい者に対する医療面・福祉面等からのケアの充実や、障がい者の地

域での活動や就労機会が適切に確保されることは、障がい者が自立した生活を営むととも

に社会に参画することで能力を発揮し生きがいをもって生活するためにも、とても大切な

ことと認識した。そのためには、周囲の理解促進、社会的企業等も含めた事業者による就

労機会の提供等が大きな役割を果たす。また、震災を原因とした障がい者の現状やニーズ

の把握、適切な対応も重要な課題である。 

子育て上の悩みを持つ親、ひとり親家庭や発達障がい児・者、うつ傾向やアルコール依

存等の心の問題を抱える人、昨今の厳しい経済状況から失業など経済的に困窮している人、

コミュニケーション上の問題を抱えている外国人など、様々な課題に直面している人々へ

の支援も大きな課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

２ めざす姿 

協働による市民福祉の充実に一貫して取り組んできた歩みをふまえ、これからも生活し

ていくうえで様々な課題を抱えている、支援を要するすべての人※が、いつまでも家庭や

住み慣れた地域などの中で、それぞれの人の特性等に応じた形で社会に貢献して周囲から

必要とされ、一人ひとりが持てる力を十分に発揮して尊厳をもって健やかに安心してくら

せる社会をめざす。 

そのために、家族の機能を支えるとともに、市民や事業者、地域の医療関係者等、NPO、

社会的企業などが主体となって、身近な地域コミュニティにおける日頃からの見守り、支

えあいや、就業場所の提供等を進める。市は、こうした市民・事業者による支えあいを支

援するとともに、支援を要する人が介護・福祉・保健・医療・教育などの必要なサービス

を享受できるよう、必要な施策を講じる。このような取り組みを通じて、あらゆる人を重

層的に包容する社会の実現（ソーシャル・インクルージョン）をめざす。 

※支援を要する人：ここでは健康等に不安のある高齢者や障がい者（身体障がい・知的障がい・精神障

がい及び発達障がい等）、難病者、保護を要する児童、コミュニケーション上の課題等を抱えている

外国人、経済的困窮状況にある人、犯罪・DV（配偶者などからの暴力）等の被害者など、支援を必要

とするすべての人を指します。 
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の様々な分野を横断的に連携した取り組

みや，拠点施設の活用，関係機関の連携

を一層進める。

イ　支援を要する人についての正しい理解

を普及するため，情報発信や教育を進め

る。

ウ　支援を要する人が福祉などのサービス

を一層利用しやすくするため，身近な相

談窓口におけるワンストップサービスの

提供などの総合的な対応を図る。

エ　福祉などのサービスを担う事業者や社

会福祉法人，NPO，社会的企業などの

社会的認知度の向上やさらなる活性化を

進める。

オ　意欲や能力のある高齢者などを含めた

幅広い人材の積極的な活用や，報酬面も

含めた仕事の魅力向上のための取り組み

などを通じて，福祉・介護現場で働く人

材の育成，確保，定着を進める。

②　多様化するニーズへのきめ細かい対応を

進める

ア　心身の健康に関する支援を要する人に

対して，早期からの予防，救急体制，的

確な治療，その後のケアの充実を進め

る。

イ　認知症の人が，地域で安心してくらし

続けるため，発症予防，早期発見・早期

診断，相談体制の整備，医療・介護・見

守りサービスの充実，本人とともに家族

など介護者の支援，関係機関の相互の連

携などの体系的な施策を充実する。

ウ　障がい者の多様なニーズに応じて，障

害者相談員の活用や障がい者自身のピ

ア・カウンセリング※等を含めた相談体

制，地域生活を送るうえでの支援などの

ケアマネジメント体制を充実する。

エ　精神障がい者に対する救急医療・相談

助言などの対応の充実や，社会的自立の

促進に向けた取り組みを進める。

オ　発達障がいについて関係機関が連携

し，ライフステージに応じた一貫した

サービスを提供できる支援体制の構築を

さらに進める。

カ　子ども，高齢者，障がい者などの権利

を擁護するため，財産の侵害防止や虐待

防止などの取り組みを進める。

キ　貧困や失業などの問題を抱えた人に対

する支援を，福祉，心身の健康，雇用，

住宅など様々な施策の連携によって充実

する。

※ピア・カウンセリング：障がいをもつ人同士など，同

じ背景をもつ人たちが対等な立場で行うカウンセリン

グのこと。

③　それぞれの人の地域活動や就労などを支

える

ア　支援を要する人がそれぞれの能力を発

揮して，施設や病院から地域生活へ移行

し，地域での日常生活や自主的活動，就

労などを通して，自立した尊厳ある生活

を送ることを協働で支える。

イ　障がい者がそれぞれの特性に応じて能

力を十分に発揮できるよう，多様な就労

機会の提供に向けて，事業者への啓発，

障がい者への相談・訓練・職業紹介等，

ICTの活用による在宅就労やテレワーク

の促進，授産商品の開発や情報発信など

の取り組みを進める。

④　地域での支えあいを進める

ア　支援を要する人について，地域での一

人ひとりの理解を深め，隣近所などのコ

ミュニティでの日頃からの見守り・手助

けなどの支えあいや，NPO，社会的企

業などの新たなつながりによる支えあい
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を進める。

イ　災害などの際の助けあいのため，支援

を要する人についての情報の共有など支

援体制の充実をめざす。

ウ　拠点施設の活用や，保健・福祉・医療

などの関係者のネットワーク強化，ICT

の活用などを通じて，地域と協働した見

守り・支えあいを充実する。

２　安心なくらしをまもる

（１）　現状と課題

　高齢化がますます進み，健康に不安を感じ

る市民が今後増えていくことが予想される

中，介護予防などの日頃からの健康づくり

や，市民の生命を守る医療体制の一層の充実

が求められる。また，新たな感染症なども含

めた健康危機管理対策，食品の安全・安心対

策などの取り組みがますます大切さを増し，

地域における支えあいも一層必要になってい

る。

　住まいについても，少子・超高齢化の進行

に伴う高齢者のみの世帯や，単独世帯，夫婦

のみ世帯の増加など家族形態の多様化が進む

中で，多世代家族などを含め家族のあり方に

応じて安定した住生活を支援するための仕組

みの充実が課題となっている。また，耐震強

度偽装問題やシックハウスなど住まいの安

全・安心や，ユニバーサルデザイン，低炭素

社会への対応など住まいに対する関心が高

まっており，様々な面からの対応が求められ

ている。

（２）　めざす姿

　市民が医療や健康に関する適切な情報を持

ち，協働による日頃からの健康づくり，健康

診査の受診促進等を積極的に行うことで，市

民の健康が維持・増進され，安心してくらせ

る社会をめざす。市は，そのために市民への

適切な情報提供や，地域における医療機関の

連携システムや新たな感染症等も含めた健康

危機管理対策，食品の安全・安心対策などの

整備を進める。

　住まいは健康で文化的な市民生活に不可欠

な基盤であり，災害に強く，環境にやさし

く，ユニバーサルデザインに配慮した安全・

安心な住まいの実現をめざしたい。さらに，

住宅確保要配慮者※の居住の安定の確保に努

めるとともに，多世代家族などを含めライフ

スタイルやライフステージに応じた住まいの

選択が可能な仕組みづくり等を通じて，様々

な住まい手のニーズへの対応を行う。加え

て，市民が住まいへの愛着と次世代に引き継

ぐ意識をもち，豊かな自然環境や多様な文

化，震災の経験などを背景とした神戸の住ま

いや住まい方の特徴を活かした快適な住環境

の形成を志向し，市外の人々からも住みたい

医師数・病床数の他都市比較（人口10万人あたり）

 

１  ともに支えあう社会をつくる  

１ 現状と課題 

急速な超高齢化に伴い、見守りや医療及び介護等を要する高齢者がますます増加するこ

とが予想される。地域の中では、家族機能の変容や、支援活動等を担う人材の不足等の課

題が生じ、地域によっては住民による見守り活動など日常的な福祉活動が困難になること

も懸念される。また、福祉・介護の現場では、報酬面も含めた労働環境の問題もあり、人

材がなかなか定着せず人手不足になっているという問題もある。このように超高齢社会へ

の対応は、今後の神戸を考えるうえで非常に大きな課題になっている。 

増加傾向にある障がい者に対する医療面・福祉面等からのケアの充実や、障がい者の地

域での活動や就労機会が適切に確保されることは、障がい者が自立した生活を営むととも

に社会に参画することで能力を発揮し生きがいをもって生活するためにも、とても大切な

ことと認識した。そのためには、周囲の理解促進、社会的企業等も含めた事業者による就

労機会の提供等が大きな役割を果たす。また、震災を原因とした障がい者の現状やニーズ

の把握、適切な対応も重要な課題である。 

子育て上の悩みを持つ親、ひとり親家庭や発達障がい児・者、うつ傾向やアルコール依

存等の心の問題を抱える人、昨今の厳しい経済状況から失業など経済的に困窮している人、

コミュニケーション上の問題を抱えている外国人など、様々な課題に直面している人々へ

の支援も大きな課題となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

２ めざす姿 

協働による市民福祉の充実に一貫して取り組んできた歩みをふまえ、これからも生活し

ていくうえで様々な課題を抱えている、支援を要するすべての人※が、いつまでも家庭や

住み慣れた地域などの中で、それぞれの人の特性等に応じた形で社会に貢献して周囲から

必要とされ、一人ひとりが持てる力を十分に発揮して尊厳をもって健やかに安心してくら

せる社会をめざす。 

そのために、家族の機能を支えるとともに、市民や事業者、地域の医療関係者等、NPO、

社会的企業などが主体となって、身近な地域コミュニティにおける日頃からの見守り、支

えあいや、就業場所の提供等を進める。市は、こうした市民・事業者による支えあいを支

援するとともに、支援を要する人が介護・福祉・保健・医療・教育などの必要なサービス

を享受できるよう、必要な施策を講じる。このような取り組みを通じて、あらゆる人を重

層的に包容する社会の実現（ソーシャル・インクルージョン）をめざす。 

※支援を要する人：ここでは健康等に不安のある高齢者や障がい者（身体障がい・知的障がい・精神障

がい及び発達障がい等）、難病者、保護を要する児童、コミュニケーション上の課題等を抱えている

外国人、経済的困窮状況にある人、犯罪・DV（配偶者などからの暴力）等の被害者など、支援を必要

とするすべての人を指します。 
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まちとして選ばれる住環境の実現を図る。

※住宅確保要配慮者：ここでは高齢者・障がい者・外国

人・子育て世帯や低所得者など，特に居住の安定の確

保が必要とされる人々を指す。

（３）　ともに進める取り組み

①　健康にくらすための環境づくりを進める

ア　新たな感染症などの発生や拡大を防止

するなど健康危機管理の充実をめざす。

イ　小児救急医療などをはじめ，救急医療

体制の充実をめざす。

ウ　三次救急を担う中央市民病院の救急医

療・高度医療・急性期医療提供体制など

の充実をめざす。

エ　病院や地域の診療所・歯科診療所・薬

局などの役割分担や連携，消防機関との

連携などを促進する。あわせて，地域医

療機関などによる健康情報の発信や「か

かりつけ」の推進など地域で患者の継続

的な医療を支える体制の充実をめざす。

オ　「こころの健康」の問題に対応するた

めの普及啓発や教育，相談対応，自殺対

策のネットワーク強化などの対策の充実

をめざす。

カ　医療・医薬品・食品などの安全・安心

の確保のための衛生管理，コンプライア

ンス意識の向上や，有害化学物質などの

適正な管理・処理などを進める。

キ　「自分たちの健康は自分たちで守る」

という基本的考えのもと，市民が世代に

応じて主体的に，運動をはじめとする生

活習慣病予防や健康診査受診，食育，口

腔保健推進などの健康づくりに取り組め

る環境づくりや，健康づくりに関する正

しい情報の発信，地域で元気にくらすた

めの支えあいなどを進める。

ク　神戸医療産業都市構想の成果やアス

リートタウンづくりの実践などを活用し

て，市民の科学的な健康づくりや，市民

や来訪者などが健康やスポーツなどを楽

しむことのできるまちづくりをめざす

「健康を楽しむまちづくり」の取り組み

を進める。

②　安心で豊かな住まいづくりを進める

ア　住宅確保要配慮者が地域で安心して住

み続けるため，公的賃貸住宅だけでなく

民間賃貸住宅も含め，その役割や機能の

充実を図る。加えて，住まいの情報提供

や相談などの仕組みづくりとともに，見

守りなどの福祉サービスの拠点づくりを

進める。

イ　ライフステージに応じたスムーズな住

み替えや空家の活用，建て替え時期を迎

えた住宅の更新など，ニーズにあった住

宅に住まうことのできる仕組みづくりを

進める。

ウ　住まいの耐震化等の取り組みを進める

ことで，地震や火災などの災害に強く，

またユニバーサルデザインに対応した，

すべての人にとって使いやすい，安全・

安心で良質な住宅の確保をめざす。

エ　再生可能エネルギー※の活用や省エネ

ルギー，緑化などへの配慮や，点検・リ

フォームの促進などを通じた住宅の長寿

命化など，低炭素社会に寄与する「環境

にやさしい住宅」の確保をめざす。

オ　住まいについての情報発信や教育の推

進，地域による住まいの環境を維持・管

理するルールづくりや継続的な取り組み

への支援など，「大切に住まう・ともに

住まう意識」の向上をめざす。

※再生可能エネルギー：石油・石炭などの化石燃料と対

比して，自然環境の中で繰り返し起こる現象から取り

出すことができるエネルギーのこと。具体的には，太

陽光，太陽熱，水力，風力などを指す。
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Ⅳ．「神戸2010ビジョン検証･評価」より

　「神戸2010ビジョン」は次の図に示す体系

から成り立っており，それをＰＤＣＡサイク

ルによって進行管理をはかりながら，計画の

遂行の検証と重点テーマ（施策群）の政策を

行った。その結果を，次世代の「神戸2015ビ

ジョン」に継承・発展させようとした。

　神戸市では，平成21年度に取り組んだ施策

を対象に内部評価を実施した。その内部評価

に対して，外部委員会である「神戸2010ビ

ジョン検証委員会」による検証を行なった。

　各アクションプランにおける重点事業の柱

（49施策）のうち，Ａ評価が31施策（前年度

16施策），残り18施策（前年度33施策）が全

てＢ評価となり，Ａ評価が６割を超えたこと

から，全体として概ね順調に進んでいること

が明らかになった。

　また，チャレンジ指標の達成度評価につい

【目標達成状況】

目標達成状況
施　策　数

21年度評価 20年度評価 19年度評価 18年度評価 17年度評価

目標達成に向けて順調 Ａ 31 63% 16 33% 11 22% 7 14% 0

 〃　概ね順調 Ｂ 18 37% 33 67% 37 76% 40 82% 45 92%

 〃　あまり順調に推移していない Ｃ 0 0 1 2% 2 4% 4 8%

 〃　不調 Ｄ 0 0 0 0 0

合　　計 49 100% 49 100% 49 100% 49 100% 49 100%

12
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ては，達成度評価「３」「４」「５」があわせ

て６割を超えていた。

　平成17年度以来，５年超にわたって市民と

ともに取り組みを進めてきた神戸2010ビジョ

ンは，平成22年度をもって計画期間を終え

る。

　そこで，神戸2010ビジョンで得られた成果

や課題を計画終了後も生かしていくために現

時点でこれまで取り組んできた内容をふりか

えるとともに，目標達成の見込みを行い，今

後の課題を抽出した。

（目標達成見込）

□　平成21年度検証・評価結果では，全49

施策のうち６割以上がＡ評価（目標達成

向けて順調）となっており，Ｃ評価（目

標達成に向けてあまり順調に推移してい

ない）はゼロとなっている。

□　平成22年度末の目標達成見込みについ

ても検証・評価を実施した結果，神戸

2010ビジョンの総仕上げに向けた取り組

みにより，さらなる評価向上が見込まれ

ている。

□　「豊かさ創造都市こうべ」の全体的な

指標である「くらしの満足度」および

「一人あたり市民所得」についても概ね

順調に推移している。

□　市民の協働と参画による取り組みは，

着実に実を結んでいる。また，神戸2010

ビジョンの計画策定に携わった市民・実

践者や学識経験者等をメンバーとする

「新たなビジョン推進会議」が設置され

ており，協働と参画による先進的な実践

事例として，神戸2010ビジョンの実現に

資する活動をメンバー自らで主体的に取

り組まれている。

　これらのことから，平成17年６月より市民

ともに取り組んできた神戸2010ビジョンは，

【チャレンジ指標】

達成度評価
21年度

評　価

前年度比較に

よる数値増減 20年度

評　価

19年度 

評　価

18年度 

評　価

17年度 

評　価

５

(達成率100％以上）
24 31% 14 7 3 23 30% 14 17% 8 11% 7 9%

４

(　〃　75％以上）
13 17% 9 2 2 16 21% 18 22% 8 11% 1 1%

３

(　〃　50％以上）
11 14% 6 5 8 11% 11 14% 13 17% 10 12%

２

(　〃　25％以上）
5 7% 2 3 9 12% 15 19% 14 18% 16 20%

１

(　〃　25％未満）
24 31% 4 4 16 20 26% 23 28% 33 43% 46 58%

合　　計 77 100% 35 13 29 76 100% 81 100% 76 100% 80 100%

 「神戸2010ビジョン検証委員会」…市が作成する神戸2010ビジョンの目標達成状況を外部の視点から検証及び助言等を行

う委員会。市長の要請に基づき設置され，学識経験者８名で組織。

 「目標達成状況」……………………各施策の重点事業及びチャレンジ指標の状況をふまえ，目標年次（2010年）に向け

て，施策が順調に進んでいるかを総合的に評価したもの。

 「チャレンジ指標」…………………アクションプランにおける各施策の成果を測るものさしとして，数値目標（2010年の

ともに目指そう値）を設定し，現時点の達成度を５段階で評価したもの。矢印は，前

年度との数値増減。
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概ね達成される見込みと総括できた。

　しかしながら，残された課題があることや

新たな課題も出てきていることから，12のア

クションプランごとに今後取り組んでいくべ

き課題を抽出したが，ここでは＜くらしを守

る＞領域にかかわりの深いアクションプラン

ごとの課題を上に提示する。

Ⅴ．「2015ビジョン」の内容

　以上，述べてきたように，「神戸づくりの

指針」と「2010ビジョンの評価」をふまえ

て，「神戸2015ビジョン」は導き出された。

このプロセス自体が市民・事業者・行政によ

る参画と協働の壮大な実践であったことは言

うまでもない。重点施策は冒頭の図に示した

ようにくらし，経済，ひと，支える基盤，支

える仕組みそして創造という項目に２つずつ

のテーマとして収めた。

　この章においては，くらしのカテゴリーの

「テーマ１　くらしをまもる」を中心に，そ

の下位カテゴリーの５つの重点施策とさらに

具体的事業内容を提示しておきたい。

　（紙幅の都合で，各事業内容にかかわる５

年間のスケジュールおよび，重点施策の（5）

は省略する）
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重点施策(1)　安心できる地域生活の実現

 概　要 

　急速な高齢化の進展などに伴い，一人ぐら

しの高齢者をはじめとする介護や支援を必要

とする人が増加している一方で，コミュニ

ティの希薄化により地域での見守りが困難に

なっている。また複合的な課題を抱える市民

が，制度の細分化・専門化による連携の隙間

により，必要な情報やサービスを享受できな

い状態が生じている。さらに配偶者等からの

暴力（DV）や高齢者等を対象とした消費者

被害など，生活を脅かす問題が発生している

ほか，安心して住まえる良質な住宅の確保も

課題となっている。

　市民一人ひとりが抱える福祉課題に対して

発見－相談－サービス提供と続く段階で“途

切れない”きめ細かい支援の仕組みや，地域

でお互いに見守り支え合う仕組み，権利を擁

護する仕組みなどを構築することにより，全

ての市民が住み慣れた地域の中で安心して生

活できる環境を整備する。

 事業内容 

①地域福祉の支援者間の重層的ネットワーク

と連携機能の強化　【保健福祉局】

　複合的な課題等を抱える市民を，適切な

サービスに円滑につなぐため，ふれあいのま

ちづくり協議会※などの地域コミュニティの

エリア，介護保険の日常生活圏域，行政区な

どの各層エリアを結ぶ地域福祉の重層的ネッ

トワークの構築をめざす。

　そのため区単位に「地域福祉ネットワー

カー（仮称）」を配置し，相談機関やサービ

ス提供機関など多様な関係機関・関係者間の

分野を越えた顔の見える関係づくりを推進す

る。また協働で事例を収集・蓄積することに

より，よりきめ細かな支援体制の実現に活用

する。

テーマ１　くらしをまもる

重点施策 事業内容

(1) 安心できる地域生活の実現 ① 地域福祉の支援者間の重層的ネットワークと連携機能の

強化

② ワンストップサービス機能の構築

③ 地域との協働による見守りシステムの充実

④ 一人ぐらしの高齢者等の権利擁護事業の拡充

⑤ 女性に対する暴力の根絶推進

⑥ 住宅セーフティネットの構築

⑦ 消費者問題への対応強化

(2)新たなつながりによる支えあいの推進 ① ちょっとボランティア運動の推進

② NPOや社会的企業などによる支えあい

(3)働く場の確保 ① ２万人雇用の創出

② 就業の促進（神戸ワーク・ネットワーク）

(4)障がい者の自立と社会参画の推進 ① 障がい者の相談支援体制の充実

② 施設や精神科病院から地域生活への移行、定着支援

③ 障がい者就労支援の充実

(5) 市民の主体的な健康づくりの推進 ① 健康診査やがんなどの各種検診の受診率向上

② 受動喫煙防止対策の推進

③「健康を楽しむまちづくり」の推進における神戸医療産

業都市構想の成果の活用
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※ふれあいのまちづくり協議会：高齢者，障がい者，子

どもなど地域のすべての人々が，あたたかいふれあい

のなかで暮らせるまちづくりをめざし，「地域福祉セ

ンター」を拠点に福祉活動や地域活動を行っている団

体。自治会，民生委員・児童委員協議会，婦人会，老

人クラブ，子ども会，ボランティア等により概ね小学

校区ごとに結成。

②ワンストップサービス機能の構築　【保健

福祉局】

　市民一人ひとりが抱える福祉課題につい

て，身近な場所で安心して相談でき，多様な

機関が必要に応じてかかわって，課題の解決

に向けて途切れることなく対応する「ワンス

トップサービス機能」の構築をめざす。

　そのため市民に身近な地域福祉センターに

おいて，まずは市民福祉に関する情報提供機

能を拡充する。また地域福祉センター等の身

近な場所に集い，比較的軽度な困りごと等に

ついて助け合う仕組みや，専門的支援が必要

な場合は専門機関・区役所・区社会福祉協議

会等に円滑につなぐ仕組みについて，順次，

可能な地域から構築に努める。

　あわせて専門機関等は，身近な場所への訪

問による支援を充実するなど，市民により身

近できめ細かい相談活動を推進する。

③地域との協働による見守りシステムの充実

【保健福祉局】

　身近な地域で安心してくらせるよう，「あ

んしんすこやかセンター（地域包括支援セン

ター）」の見守り推進員が地域の民生委員等

と協力して行っている地域見守り活動を，地

域において住民同士が支えあう「地域との協

働による地域見守りシステム」として再構築

する。

　そのため区役所，区社会福祉協議会，民生

委員，事業者，地域団体，NPO，ボランティ

アなどによる多様で重層的な見守り体制を構

築するとともに，新たな見守りの担い手とな

るボランティアを発掘・育成する仕組みを構

築する。

④一人ぐらしの高齢者等の権利擁護事業の拡

充　【保健福祉局】

　増加する権利擁護ニーズに対応するため，

「こうべ安心サポートセンター」の機能の充

実により，成年後見支援センターを開設し，

成年後見制度※の専門相談や「市民後見人」

の養成など，体系的・総合的な権利擁護事業

の構築に向けた取り組みを推進する。

※成年後見制度：認知症，知的障がい，精神障がいなど

によって物事を判断することが十分でない方につい

て，本人の権利を守る援助者（「成年後見人」等）を

選ぶことで，本人を法律的に支援する制度。近年，弁

護士などの専門職の第三者後見人の受任者不足に対応

するため，必要な知識を身につけた市民を「市民後見

人」として確保する取り組みが始まっている。

⑤女性に対する暴力の根絶推進　【市民参画

推進局　保健福祉局　教育委員会】

　「神戸市男女共同参画計画（第3次）」及び

「神戸市配偶者等暴力（DV）対策基本計画

（第２次）」に基づき，配偶者暴力相談支援セ

ンターなどの相談窓口の充実や，教育や啓発

を通じて，重大な人権侵害でもある配偶者等

からの暴力（DV）を防止することにより，

DV被害者の安全確保と自立・生活再建の支

援を充実する。なお，若年層に対し，配偶者

や交際相手からの暴力の問題について考える

機会を提供することが有用であることから，

若年層に向けた積極的な予防啓発を推進す

る。

⑥住宅セーフティネットの構築　【都市計画

総局】

　市営住宅において，特定目的住宅の供給や

グループホーム・ケアホームの整備を促進す
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るとともに，民間賃貸住宅においては，住宅

確保要配慮者が入居しやすくなるよう，バリ

アフリー化の促進や家主への支援を行う。こ

れらにより，世帯の特性に応じて誰もが安心

して住まえる良質な住宅を確保し，住宅セー

フティネット機能を充実する。

　あわせて地域において住生活に密着した活

動を行っているNPO等の住生活関連サービ

ス事業者と連携を図り，身近な地域でバリア

フリー化のための助成制度等，住まいに関す

る情報が届きやすくなるようネットワークづ

くりを行う。高齢者については「神戸市すま

いの安心支援センター（すまいるネット）」

と「あんしんすこやかセンター（地域包括支

援センター）」との連携による取り組みを推

進する。

 協働と参画の取り組み 

市民

・近隣や地域で互いに助け合い，見守りを行う意識づくりと参画

・地域における課題の発見や専門機関への連絡通報，様々な主体との協働による地域福

祉課題への対応【NPO，ボランティア，地域組織】

・市民後見の担い手

・DV被害者に対する支援【民間支援団体】

・地域での助け合いによる個々の住生活への支援【地域組織】

・DV防止や消費生活，すまいなど地域生活に関する正しい知識や情報の積極的収集

大学等

・福祉・住宅・消費者問題等の諸課題に関する調査研究及び助言

・人権や消費者問題に関する市民への情報発信

・地域のつながりをサポートする場の提供

事業者

・支えあいの仕組みづくりへの参画

・業種を越えた事業者連携による，市民の福祉ニーズへのきめ細かな対応【サービス提

供事業者等】

・専門的人材等を活かした地域活動の支援，施設開放【社会福祉法人等】

・地域福祉に関するノウハウ・情報の蓄積と，課題解決のためのコーディネート【社会

福祉協議会等】

・企業の社会的貢献としての地域福祉活動への参加や，地域での権利擁護の支援

・安心して住み続けるためのサービス，安全な住宅の提供

・消費者志向経営のための資質向上と，人材育成への参画

行政

・市民への適切な情報提供

・地域課題に関するノウハウ・情報の蓄積と，関係者の連携促進

・「すまいるネット」の運営など、誰もが安心して住まえる仕組みづくり

・権利擁護の仕組みの充実（成年後見支援センターの設置・運営など）

・幅広いセーフティネット機能の構築

・人権教育、消費者教育の推進
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重点施策(2)　新たなつながりによる支えあいの推進

 概　要 

　全ての市民が，住み慣れた地域の中で，人

と人とのつながりや互いの尊厳を保ちなが

ら，安全で安心な生活を送るためには，地域

組織，NPO，ボランティア，事業者，社会

福祉協議会及び行政の各主体が，隙間の発生

や役割の偏重を防ぎ，つながりをさらに強め

ていく必要がある。

　また市民一人ひとりの社会的つながりの感

じ方や，地域で活動を行う団体が有している

つながりなどは多様であることをふまえ，地

縁組織などの従来的なつながりに，当事者同

士やボランティアなどの新たなつながりを重

ね合わせて支援を行う必要がある。

　そのために，行政，事業者，ふれあいのま

ちづくり協議会や民生委員・児童委員等によ

る福祉サービスの仕組みや機能の充実ととも

に，NPOやボランティアなどによる自立し

た活動を広く市民が利用できる環境を整え，

地域における支えあいの推進を図る。

 事業内容 

①ちょっとボランティア運動の推進【保健福祉局】

　住み慣れた地域で安心してくらし続けるこ

とが出来るように，ちょっとした日常生活に

おける困りごと（電球替え，ごみ出し，入退

院時の手続き，雨の日や体調不良時の買い物

など）を地域住民の少しの協力で支えあう運

動を展開するとともに，ボランティア人材の

情報収集及び活動推進体制の確保を図る。

②NPOや社会的企業などによる支えあい【保健福祉局】

　ふれあいのまちづくり協議会等の地域組

織，NPOやボランティア，さらには行政・

事業者等が協働して，法制度に基づく福祉

サービスとその他の福祉サービス（制度外

サービス）を市民一人ひとりのニーズに応じ

て包括的かつ継続的に提供できる仕組みを構

築する。

　そのためワークショップ等を通じて福祉

サービスを提供する様々な主体間のつながり

を構築するとともに，市民に的確な情報提供

を行う。また要援護者の特に多い地域や，社

会資源が不足している地域等への支援方策を

検討する。

　さらに地域福祉活動を継続的に行うために

地域組織等が社会的企業を志向する場合は支

援するなど，多くの市民が参加できる仕組み

を検討する。

 協働と参画の取り組み 

市民

・自らの生活の自立維持，向上

・社会とのつながりの維持・構築

・自らの能力に応じて近隣や地域での福祉活動への参画

・地域住民の生活を最も身近に支える存在として，住民同士の絆を深めるとともに，将来を見据え世代間の
つながりを構築【地域組織】

・住民の生活ニーズによりきめ細かく対応するサービスの提供【NPO，ボランティア】

大学等

・市民ニーズ，福祉サービス等に関する調査研究及び助言

・NPO，社会的企業など新たな福祉サービスの担い手の育成支援

・地域の福祉活動の企画・実践

事業者

・社会貢献活動として地域福祉活動への参画

・サービス提供主体相互の連携により，よりきめ細かいサービスを提供【福祉サービス提供事業者，社会的企業】

・専門的人材・ノウハウによる地域活動への支援【社会福祉法人等】

行政

・幅広いセーフティネット機能の構築

・見守りや支えあいを行う主体の連携支援

・制度の充実及び制度外サービスへの支援
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重点施策(3)　働く場の確保

 概　要 

　経済のグローバル化の進行とアジアの新興

国の経済発展に伴い，製造業の海外移転など

が生じるとともに，従来の正規雇用・終身雇

用を中心とする就業形態も変化している。

　これらに対応し市民のくらしを守るため，

成長分野における企業誘致を進めるととも

に，神戸の基幹産業である物流やものづくり

産業，関連産業の裾野が広い観光分野などに

おいて産業振興策を行い，神戸の産業の活性

化を図り，市民の生活の基盤である安定した

「働く場」を確保する必要がある。

　また働くことを通じて社会へ参加する意味

からも，人材と職業のきめ細かいマッチング

施策を実施し，市民一人ひとりが就労等を通

じて能力を発揮できる社会を築いていく。

 事業内容 

①２万人雇用の創出　【産業振興局】

　神戸医療産業都市構想の推進や次世代スー

パーコンピュータ（京
けいそく

速コンピュータ「京
けい

」）

の利活用などを通じた「『知の集積』の推

進」，ものづくりを核とした売っていく仕組

みの強化などを通じた「『ものづくり』の振

興」，MICE※誘致の推進や外客誘致などによ

る「商業・集客観光分野などの振興」，さら

には「健康福祉・教育分野などの振興」に関

する諸施策を全市一丸となって進め，企業活

動を支援することより，2010年度からの４年

間で２万人の雇用の創出をめざしていく。

※MICE（マイス）：企業等の会議（Meeting），企業等

の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）

（Incentive Travel），国際機関・団体，学会等が行う

国際会議（Convention），イベント，展示会・見本市

（Event/Exhibition）の頭文字のこと。多くの集客交

流が見込まれるビジネスイベントなどの総称をいう。

②就業の促進（神戸ワーク・ネットワーク）

【産業振興局】

　国による職業訓練やキャリア形成支援，各

種奨励金をはじめ，就業環境向上に関する施

策が有効活用されるよう市民・事業者への普

及を行う。さらに，国・県・経済界・労働

界・教育界・NPO及び市などの各界で構成

する「神戸ワーク・ネットワーク（就業促進

協議会）」において，各機関が連携・協力し，

就労相談窓口における適職相談など求職者一

人ひとりの状況に応じた就労支援や，求職者

と地元中小企業とのマッチングを図る正社員

就職に向けた合同就職面接会をはじめ，企業

説明会やインターンシップ，就労に関するセ

ミナーなどを行う。

 協働と参画の取り組み 

市民 ・自己啓発や職業能力の向上

大学等 ・雇用問題に関する調査研究及び助言

・キャリア教育の推進

事業者 ・企業活動を通じての就労機会の提供

・多様な働き方を促進する雇用環境の整備

・社会的企業における就労機会の提供や働きやすい環境づくり

行政 ・国，県，市による企業誘致や経済振興策による働く場の確保

・多様な働き方を促進する雇用環境の啓発

・経済界，労働界，教育界，NPOなどとの連携による就業環境の向上
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重点施策(4)　障がい者の自立と社会参画の

推進

 概　要 

　障がい者が自ら希望する地域で安心してく

らせる社会を実現するためには，生活の拠点

となる住まいの確保や，障がい者の地域生活

を支える福祉面・医療面からのケアの充実が

求められる。また自らの能力を発揮し，生き

がいを持ってくらすためには，就労等を通じ

た社会への参画を一層進める必要がある。

　そのため，身近な地域で相談を行うことが

出来るよう相談体制の充実に努めるととも

に，入所施設，病院から地域に移行するため

の支援や，働く場の確保に努める。

 事業内容 

①障がい者の相談支援体制の充実　【保健福

祉局】

　障がい者の地域で自立した生活を支えるた

め，各区に設置されている「障害者地域生活

支援センター」について訪問支援など相談機

能の充実，「障害者就労推進センター」の増

設，視覚障がい者や聴覚障がい者等を対象と

した専門相談窓口を設置する。

　また発達障がい者の相談支援の充実を図る

ため，「発達障害者相談窓口」を「障害者地

域生活支援センター」との一元化により全市

展開を図るとともに，より専門的な相談に対

応できるようにするため「発達障害者支援セ

ンター」の相談機能を強化する。

　さらにこれらの多様な相談窓口のネット

ワーク化を図ることで相談支援体制の充実を

図る。

②施設や精神科病院から地域生活への移行，

定着支援　【保健福祉局】

　施設や精神科病院に入所・入院中の障がい

者が地域へ移行し，地域社会の中で自立した

生活を継続的に営むことができるよう，グ

ループホームや民間住宅・公営住宅など多様

な居住の場の確保に努めるなど，地域への移

行と定着を図る施策を推進する。

　また地域自立支援協議会を中心に，事業者

や当事者のみならず民生委員・児童委員やふ

れあいのまちづくり協議会の参画による支援

ネットワークの充実により，地域生活の定着

を支援する。

③障がい者就労支援の充実　【保健福祉局】

　障がい者の就労のさらなる促進のため，労

働，保健福祉，教育などの関係機関とのネッ

トワークを強化し，区ごとの就労支援ネット

ワークの構築を進める。

　障がい者の雇用機会の確保を図るため，事

業主が障がい者の雇用に特別に配慮した特例

子会社の誘致，農業分野での福祉起業やパ

ティシエ養成の取り組みに対する支援及び

ICTの活用による在宅就労の促進など，障が

い者の就労機会のさらなる拡充を図る。また

福祉的就労についても，工賃のアップをめざ

した授産商品の新規開発や販路拡大など，一

層の充実をめざす。

　あわせて発達障がいなど新たな障がいに関

する企業啓発や訓練の場の確保，障がい特性

に配慮した市役所内での訓練雇用及び様々な

形態による就労の場の提供などを行うととも

に，生活面の支援を含めより地域に密着した

就労支援を進める。
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Ⅵ．むすび

　筆者自身が策定に直接関わり，明文化した

次の３つの文書「神戸づくりの指針」と「神

戸2010ビジョンの検証結果」および「神戸

2015ビジョン」について，くらしを守るとい

う分野に深くかかわる施策を提示してきた。

　「くらしを守る」ということを「選択と集

中」の中でクローズアップしてきた。その結

果，この分野を中心として当稿では記述して

きたわけであるが，「神戸2015ビジョン」は

もちろんそれ以外の施策分野や方法論におい

ても独自性を有している。ここでは，それぞ

れについて紹介することはかなわないが，財

政的なピンチの折，守りに入らずに，市民の

協働と参画による積極的なガバナンスを構想

したことは，その独自性の際たるものだと自

負できよう。

　神戸市民のもつダイバーシティー（多文化

共生社会）から成る人財（個人・集団・組

織）の協働と参画を企画することによって，

新たな価値創造あふれる都市を目指そうとし

てることをむすびとして強調しておきたい。

出典

「神戸づくりの指針」神戸市　平成23年２月

「神戸2010ビジョン検証・評価の概要」神戸市　平成22

年９月

「第５次神戸市基本計画　神戸2015ビジョン」神戸市　

平成23年２月

　上記計画はもとより個別計画の策定にあたり，筆者と

ともに尽力してくださった神戸市職員に敬意を表しま

す。

 協働と参画の取り組み 

市民 ・身近な地域における障がい者の日常生活，社会生活の支援

・社会の一員として障がい者が主体的に日常生活を送ること

・障がい者の社会生活への主体的な参画

大学等 ・障がい者の自立や社会参画に関する調査研究及び助言

・障がい者支援に関する市民への情報発信

事業者 ・障がい者の就労機会の提供

・障がい者のニーズに対応した支援ができるよう，職員のスキルアップに努めるととも

に，職員の働きやすい環境に配慮

・障がい者のニーズを的確に把握し，障がい者の個性に対応した支援【サービス提供事

業者等】

行政 ・障がい者の主体的な日常生活や社会参画を促進

・民間事業者や市民と連携した支援

・障がい福祉の分野を越え，より地域に密着したネットワークの構築
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はじめに

　神戸は，港とともに発展した都市で，港を

通じて海外からの文化を取り入れ，産業を興

し，人を育ててきた。都市は，その自然的物

理的な構造に依存する。神戸は，南ないし南

西からの風を防ぎ，また大型船に対応できる

水深を確保できるという天然の良港としての

条件を生かして，古くから港町としての歴史

を歩んできた。

　神戸は，平安期末期の1173年の平清盛によ

る大輪田泊の改修によって日宋貿易の拠点と

なり，国際港としての歴史が始まった。その

後，1196年の僧重源による修築を経て室町時

代には，日明貿易の拠点「兵庫の津」として

栄えた。しかし，応仁の乱により兵庫の津と

街が壊滅し，一時的に，国際港としての歴史

の幕を閉じた。江戸時代に入ると，再び神戸

の港が見直されるようになり，国内の西回り

航路と北前船の活躍などによって海上交通の

要衝となった。

　1868年１月１日に諸外国との窓口として開

港し，ここから，近代的な都市としての発展

が始まった。開港後，神戸港の貿易は急速に

拡大し，それとともに，マッチや石鹸などの

地場産業が張り付いた。やがて日清・日露戦

争を機に，造船，鉄鋼などが盛んになり，第

１次世界大戦とともに神戸の重厚長大産業は

世界を舞台に活躍しだした。その中で，1889

年に，市制が施行され，神戸市が誕生した。

当時の人口は，開港時の２万人から13万人へ

と増加していた。その後，市勢の発展と数次

の周辺の町村との合併によって，1941年には

現在の灘区から垂水区までの六甲山以南を市

域として，100万人を超える人口を有するま

でに至った。

　第２次世界大戦前後に，日本の産業構造が

顕著な変化を示す中で，従来神戸をリードし

てきた主要企業が，他地域に流出することに

なった。その結果，戦後は，企業に代わっ

て，神戸市が都市づくりをリードする主体に

ならざるを得なくなった。神戸市は，「戦災

復興基本計画要綱」の策定以降，時代の要請

に応じて，マスタープランを策定・改定し，

計画的で総合的な都市づくりに一貫して取り

組んできた。マスタープランは，戦後におけ

る神戸の都市づくり過程で，行政組織にとっ

て合理的な決定や行動を行うための総合的指

針として，また，住民や事業者の社会的協働

行為を調整するための指針として，重要な役

マスタープランから見た
神戸づくりの変遷

特別論文

財団法人　神戸都市問題研究所　常務理事　本  荘  雄  一
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割を果たしてきたといえる。

　本小論では，第５次神戸市基本計画の策定

以前に，４次にわたって策定・改定されたマ

スタープランについて，その策定背景や特

徴，主な戦略を整理しながら，戦後からの神

戸づくりの変遷について概観してみたい。

１　 マスタープラン前史

　神戸市は，他の自治体に先駆けて1965年11

月に「神戸市総合基本計画」と題する第１次

マスタープランを策定した。それ以前にも，

「戦災復興基本計画要綱」や「背山総合開発

計画」を策定していた。両計画は実質的にマ

スタープランとしての役割と機能を持ってい

図１　マスタープランの経緯

 2

 
図 1 マスタープランの経緯 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
１
次 

第
２
次

第
３
次

第
４
次

神戸市総合基本計画 
（1965 年 11 月） 

神戸市戦災復興基本計画
要綱 

（1946 年 3 月） 

神戸市背山総合開発計画 
（1962 年 5 月） 

人間都市神戸の

基本構想 
（1974 年 10 月）

人間都市神戸の

基本計画 
（1976 年 10 月）

人間都市神戸の

基本計画(改定) 
（1986 年２月）

人間都市神戸の

基本構想 
（1993 年 9 月）

第 4 次神戸市基本計画

（1995 年 10 月） 

区別計画 
（1996 年 3 月） 

新たなビジョン 
中期計画 

（2005 年 6 月） 

神戸 2010 ビジョン 

区中期計画 

 
神戸市復興計画 
（1995 年 6 月） 

神戸市復興計画推進 
プログラム 

（2000 年 6 月） 



56
・

57
・

た。また，それぞれの基本的な考え方は，第

１次マスタープランに引き継がれたと指摘さ

れている。そこで，マスタープラン前史とし

て，両計画について概観しておく。

1.1　戦災復興基本計画要綱1）

　神戸市は，第２次世界大戦の戦禍によっ

て，市街地の60％の約1950haを焼失した。

その結果，焼失家屋は12万8000戸に及び，ま

た，戦前100万人を超えていた人口は38万人

に激減した。この焦土からの復興を目指し

て，神戸市は，戦災復興事業を進めるにあ

たっての基本方針を示す「神戸市戦災復興基

本計画要綱」を1946年３月に策定した。

　同要綱は，市域の罹災地域に対する戦災復

興計画であるとともに，神戸市の将来の使命

および性格をみすえるマスタープランとして

の性格を持っていた。この要綱において，神

戸市の性格づけ，あるべき市の規模，土地利

用計画，幹線道路，細街路，緑地，広場，公

共施設の配置計画などが定められた。

　神戸市の「都市の性格」として，「国際的

貿易海運都市」を掲げるとともに，これに付

随して商工業都市，文化都市ならびに観光都

市たる性格を併有させることも打ち出され

た。港と造船と鉄鋼にとどまらず，複合的な

機能を備えた都市をつくろうという目標設定

は，新たな都市づくりの壮大さを示すもので

あったと指摘されている２）。

　戦災復興事業の柱として，戦災復興土地区

画整理事業が位置づけられた。区画整理の対

象地域は現在の灘・中央・兵庫・長田・須磨

の５区に渡り，総面積約2240haの規模で

あった（最終的には，施行面積は1740.2ha）。

この事業によって，「中央，海岸，山手」の

東西を結ぶ三幹線などの街路計画や，河川沿

い緑地計画，公園計画など公共施設の骨格が

整理された。

　また，「新たな市内を東西に貫通する地下

式高速度鉄道を敷設」という形で現在の神戸

高速鉄道の計画が打ち出されたのをはじめ，

「深江海面に空港」，東西に通じる「高速度道

路」「弾丸列車駅は三宮」が位置づけられて

いた。

　市の規模について，「現在の市域は狭小に

過ぎ，将来においては東部および西部の数市

町村を合併し，さらに復興計画の進捗に従

い，六甲山を中心とする北部の数町村を併せ

て一大国際港都たるの機能を十分に発揮せし

むるに足る市域とする」と明記された。これ

を受けて，1947年から1958年までに20町村と

合併し，現在の東灘区や西区・北区が市域に

編入され，ほぼ現在の市域が形づくられた。

　同要綱の策定後，1948年の貿易再開を契機

に，次第に神戸経済も復興し，市街地整備，

港湾の整備拡充など戦災復興事業が進められ

ていった。それに併せて，人口は増加を続

け，1956年に再度100万人を超えることとなっ

た。

1.2　神戸市背山総合開発計画３）

　1960年以降の経済復興から高度経済成長期

への移行を背景にして，神戸市は，新たな都

市づくりの段階に入ることとなった。神戸市

人口は，毎年２万人増という急激な増加を示

し，それに伴い，神戸市街地の背後の六甲連

山は，無秩序な開発の波にさらされ始めた。

同時に，六甲連山が，戦後市域に編入された

背後地（西北神地域）と市街地との有機的な

連繋を阻害するものとなってきた。

　このような課題を踏まえて，神戸市は，背

山の一体的な開発をめざす「神戸市背山総合

開発計画」を1962年５月に策定した。同計画

において，宅地開発，観光開発，レクレー

ション，道路・交通，治山・治水などの問題

を総合的に解決するために，自然に配慮しな
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がら，保存と公園的利用，人口の再配置のた

めの宅地開発，産業公園構想などを提案して

いた。

　同計画の策定後，間もなくして，第１次マ

スタープランが策定されたために，計画の存

在自体はあまり知られることがなかった。し

かし，同計画の基本的な考え方は第１次マス

タープランに引き継がれたと指摘されてい

る４）。

２　第１次マスタープラン５）

2.1　策定の背景

　1960年に策定された「国民所得倍増計画」

の実施により，高度経済成長が急速に進み，

計画を上回る経済成長が達成された。その一

方で，大都市において，人口，産業の集中が

もたらされ，生活基盤投資の遅れと相まっ

て，過密化問題が顕在化することとなった。

　それに加えて，神戸では，東京一極集中

化，あるいは関西の相対的地盤沈下という流

れを受けて，アメリカ領事館など在神海外機

関の流出，神戸製鋼，川崎重工などにおける

実質本社機構の移転など業務中枢機能の衰退

のきざしが見え始めた。

　このような時代の課題解決に向けて，市

民・企業・市のエネルギーを効果的に結集し

ながら対応するために，神戸市は，「神戸市

総合基本計画」と題する第１次マスタープラ

ンを1965年11月に策定した。

2.2　特徴

　同計画の冒頭において，マスタープランは

都市の哲学であると定義された。その基本理

念として「人間復活の都市づくり，すなわち

市民がそれぞれに人間らしい幸福な生活ので

きる都市づくり」が掲げられた。

　同計画では，計画期間として30年という超

長期がとられ，その最終年次の計画人口が

180万人～ 200万人と設定された。また，都

市の性格について，①阪神経済圏および瀬戸

内・西日本経済圏における神戸の広域的役割

を意識しながら，経済・文化・情報の機能を

高めていく，②国際港都としての機能を，市

民生活の豊かさに役立て，交易都市的な発展

をめざす，③緑に囲まれた健康で近代的な都

市づくりを進める，と描かれた。

　同計画の主な内容は，都市の生活基盤や産

業基盤など都市として必要な施設の整備で

あった。その一つとして，西神開発の基本方

針が初めてより整合的に打ち出されることと

なった。既成市街地内への人口，産業の流入

集中過密化を防止するために，人口35万人の

西神ニュータウンを建設することが位置づけ

られた。

　第１次マスタープランは，ハード中心の総

合計画にとどまったが，今日の都市の骨格を

形づくる指針であったといえる。

　同マスタープラン策定後，都市インフラの

整備等の実施を担保するために，同マスター

プランの中期計画として「神戸市生活環境基

準中期計画」を1972年に創設した。同計画に

おいて，生活環境の最低基準を意味するシビ

ル・ミニマムが設定された。

2.3　都市開発事業の展開

　神戸の旧市街地は，六甲の丘陵地と瀬戸内

海に挟まれた，奥域２km～４kmの狭隘な

地域に位置していた。このスペース的な限界

を解決して，市の持続的な発展を図るため

に，神戸市は戦前から築港や埋立事業をス

タートさせた。

　戦後，戦災復興事業において，市内の産業

を強化するために，工業用地の確保と港湾整

備が必須であった。当時の製造業では，原材

料の輸入を港を通じて行っていたため，その
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立地はできる限り海に近い方が有利であっ

た。そこで，まず1953年～ 1970年にかけて，

東灘区から灘区までの東部埋立てを行ない，

439haの土地を造成した。この時，埋立てに

利用された土砂は，水深の深い神戸港での浚

渫が困難であったため，六甲の丘陵の独立峰

を切り崩して得られたものであった。このた

め，「山，海へ行く」と称された。同時に，

その土砂採取跡地をそのまま放置せず，当時

の約２万人に及ぶ年平均人口増を受け止める

ために住宅地として利用し，渦森，鶴甲と

いった２つの団地を造成した。このことか

ら，一石二鳥の事業であるともいわれた。

　これに引き続き，1957年から1966年にかけ

て，主に兵庫区から長田区の地先を埋め立て

る104haの西部埋立てを行なった。この時の

土砂源は，高倉山，高雄山であり，東部同

様，現在はそれぞれ住宅地になっている。

　神戸港は，終戦直後，まだ国の直轄港湾で

あった。1950年に，港湾法の制定が行われて，

神戸港の管理が国から神戸市に移管された。

その後，1951年～ 1970年の間に，新港地区

において４つの突堤が建設された。1952年に

第７突堤が完成し，以降第８突堤，摩耶埠頭

などと続いて完成した。1967年には，日本で

最初のコンテナ荷役が摩耶埠頭で行なわれ，

全国一のコンテナ港として動き始めることに

なった。

　さらに，コンテナ革命に対応するために，

「多種機能型複合都市」としての性格を有す

る「21世紀の海上都市」の建設を目指して，

人工島「ポートアイランド」（443ha）の埋

立事業を1966年に着手し，1980年に完成させ

た。また，船舶の大型化，物流システムの多

様化に対応した港湾施設の整備や，ポートア

イランドに次ぐ第２の海上文化都市の建設を

目指して，「六甲アイランド」（595ha）の埋

立てを1972年に着手し，1992年に完成させた。

　以上の埋立事業の事業主体について触れて

おくと，戦前においては，市が築港を，民間

が工場等のための海面埋立を，それぞれ実施

していた。しかしながら，戦後においては，

東部第一工区が民間企業によって埋立てられ

たものの，それ以降は，神戸市自らが開発者

として事業を進める公共デベロッパー方式が

とられることになった。公共デベロッパー方

式のメリットとしては，次の点が挙げられ

た。①マスタープランに基づいた計画的な都

市整備と人口の再配分及び環境への配慮が可

能となること，②交通アクセスをはじめ，道

路，上下水道などの都市基盤整備が推進でき

ること，③適正な開発者負担による基盤整備

ができること，④原価計算方式で販売するた

めに，民間の開発による価格よりも常に安

く，かつ大量に供給できることから，民間の

販売価格を引き下げができること，⑤開発利

益，税収効果は市民福祉の増進に役立てられ

ること。

　公共デベロッパー方式によって都市開発事

業を進めることができた条件の一つとして，

当時，いわゆる右肩上がりの経済であったこ

とがあげられると指摘されている６）。

３　第２次マスタープラン７）

3.1　策定の背景

　第１次マスタープランの策定をきっかけ

に，幹線道路，交通網，港湾施設などの産業

基盤の整備とともに，市街地での再開発，大

規模な住宅団地の造成などによる生活基盤の

整備が進められた。その結果，戦後以来の

「豊かになること」という目標は，物質面で

はかなりの程度達成されたといえる。

　その一方で，全国的に，1965年以降，都市

の環境容量，あるいは管理能力を超えた人口

や産業の過集積によって，公害の発生や，福
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祉の立ち遅れなどの“新しい貧困”と称され

た都市問題が顕在化し始めた。

　新たな都市問題に直面して，神戸市は，人

間復活の都市づくりの理念をより深く，より

きめ細かく追求するために，「人間都市神戸

の基本構想－緑と心のふれあいといきがいの

まちこうべ－」を1974年10月に策定した。ま

た，その２年後，基本構想の実現のためのプ

ロセスを描くために，「人間都市神戸の基本

計画」を策定した。このように，第２次マス

タープランから，計画体系は，基本構想－基

本計画といった２層制をとるようになった。

これは，1969年の地方自治法の改正で，総合

的かつ計画的な行政の運営を行うために，市

町村に基本構想の策定が義務づけられたこと

によるものであった。

3.2　特徴

　同基本構想は，神戸の都市づくりの基本理

念として「人間都市」を掲げ，その実現のた

めに①市民主体都市，②人間環境都市，③人

間福祉都市，④市民文化都市，⑤国際・情報

都市の５つの都市像で構成していた。「人間

都市」の理念のもと，市民主体の都市づくり

を確立するとともに，都市基盤の整備や土地

利用だけでなく，福祉，文化，環境について

も施策の方向性を明示した。このように，第

２次マスタープランは，都市の物的計画が中

心であった第１次マスタープランと違って，

市政の全領域をカバーする文字通り総合的な

計画であった。

　また，都市の健全な発展を図り，住みよい

まちづくりを進めるため，基本構想の中に２

つの大きな枠組みが盛り込まれた。１つは

「180万人を限度に神戸を計画する」というも

のであり，２つは「７割緑地３割緑化」とい

うものであった。

　前者の枠組みは，当時，長期的に人口の大

幅な社会増が予想される中で，神戸における

環境資源容量（上水確保），環境容量（水源

汚濁防止，７割緑地保全），地域容量（人口

密度），施設容量（財政）といった限界を考

慮して，人口抑制の原則を，数値目標を設定

することによって明確に打ち出したもので

あった。人口180万人という数字は，環境資

源の有限性，環境負荷の視点から見た都市の

容量であるとともに，豊かで充実した生活を

築いていく上での都市整備の努力目標である

ととらえられた。

　後者の「７割緑地・３割緑化」という枠組

みにおいて，７割緑地は，農業を中心とする

生産機能や，防災機能の維持を図るととも

に，六甲山系などの優れた自然を保全し，後

世に引き継ぐという意味を持っていた。ま

た，３割緑化は，市街地における緑地や水

面・水辺などのオープンスペースの割合を確

保するとともに，市民生活にゆとりや安らぎ

を与え，良好な都市環境を形成するという意

味を持っていた。

　このような枠組みを基にして都市整備を進

めてきた結果，神戸は，大都市でありなが

ら，コンパクトな市街地と豊かな自然をもつ

という都市構造を実現することができた。神

戸市の現在の都市形態をみると，市域全域

（約５万5000ha）が一つの都市計画区域に指

定されており，そのうち約35％の約１万

9500haが市街化区域，残りの約３万5500ha

が市街化調整区域となっている（2000年現

在）。その中で，DID（人口集中地区）は市

街化区域内に約１万4500ha（2000年国勢調

査）あり，市街化区域面積の約73％を占めて

いる。また，市街化調整区域では「みどりの

聖域（約１万5000ha）」「人と自然との共生

ゾーン（約１万8000ha）」により良好な緑を

保存・保全・育成している。

　第２次マスタープランの策定にあたって
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は，第１次マスタープランにはなかった，住

民の声の反映や住民主体によるまちづくりの

実現といった基本方針が設定された。これを

受けて，区毎に市民相互の意見交換の場とし

て「市民会議」が創設されるなど，市民参加

の様々な取り組みが工夫されて実施された。

　第２次マスタープランが策定された当時，

環境重視，参加重視などの視点から，「神戸

市民の環境を守る条例」（1972年），「神戸市

民のくらしを守る条例」（1974年），「神戸市

民の福祉を守る条例」（1976年）など独自施

策が展開されていた。第２次マスタープラン

は，このような都市行政の新しい施策を体系

的に再構築し，その後の総合的，計画的行政

の推進の枠組みを提供したといえる。

　第２次マスタープランの策定に伴い，「神

戸市生活環境基準中期計画」が1977年に改定

されるとともに，1981年には後期実施計画が

策定された。

3.3　都市経営

　前述のとおり，神戸市は公共デベロッパー

としてニュータウン開発や埋立てを進めてき

た。この都市開発事業をベースにして，神戸

の「都市経営」がスタートした。当時，「都

市経営」は，「最少の費用で最大の市民福祉

を実現させるという理念の下で，非効率に陥

りやすい行政運営に企業経営の持つ合理性，

効率性を導入して，まちづくりを積極的に進

めていくという都市運営の考え方である」と

定義された。

　「都市経営」に基づく主な取り組みとして

は，公共デベロッパー方式，起債主義，基金

の活用，外郭団体の活用などが挙げられた。

前述した公共デベロッパー方式以外の取り組

みについて見ていくと，起債主義は，多様な

市民ニーズに対応していくため，財政収支の

均衡だけでなく，「地方債の発行」による資

金調達方式を活用するものであった。特に，

巨額の資金が必要となるポートアイランドの

ような大規模プロジェクトについては，国内

ではなく，海外で市債を発行した。

　基金の活用は，積立基金（「財政調整基金」

などの財産を維持し，資金を積み立てるため

に設置される基金）や運用基金（「市民福祉

振興基金」などの定額の基金を運用し，その

果実を事業に活用する基金）などを活用して

財源の安定を図るというものであった。外郭

団体の活用は，公共性を保持しながら，公共

サービスの効率的な供給を求めたものであっ

た。また，外郭団体の活用によって，民間の

資金・人材の有効活用，市職員の資質の向

上，行政サービスの向上などのメリットが得

られるとも考えられた。

　「都市経営」の考え方によるまちづくりを

進めてきた結果，1985年ごろには，基礎的・

必需的な社会資本の整備を目的としたシビ

ル・ミニマムがほぼ達成された。このことか

ら，「都市経営」の考え方は，当時において，

持続可能なまちづくりの一つのモデルを示し

たといえる。

3.4　神戸経済の再構築（リストラクチャア）

　神戸経済は，前述のとおり，開港以来，神

戸港とともに発展してきた。1881年に川崎兵

庫造船所が開設され，港湾依存型産業の形成

が始まった。そして，大正時代に，海運業，

造船，機械，化学工業などの産業が飛躍的に

発展し，港湾依存産業の骨格が固まった。そ

の後，第二次世界大戦後の高度経済成長期に

は，造船，鉄鋼などの港湾依存型の重厚長大

産業やこれを支える機械などの産業が神戸経

済を牽引し，また，港に近い立地条件を生か

して食料品，ゴムなどの製造業も発展した。

その当時，神戸の所得の約半分は，神戸港に

関連や依存する産業から生み出されていた。
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　その一方で，企業活動の拡大に伴う産業用

地の不足や，工場等制限法などの立地規制に

よって，市内の大手企業の工場が流出するこ

とになり，その結果，神戸経済は高度経済成

長期から他の主要都市と比べて経済成長率が

低く，地盤沈下が始まった。さらに，1974年

以降の二度のオイルショックによるコスト上

昇と需要減退，アジア諸国の追い上げなどに

よって，神戸経済は大きな打撃を受けた。

　こうした神戸経済の地盤沈下に対応するた

め，神戸市は，地元企業と協力して，港湾関

連・依存産業に偏った産業構造から，様々な

産業がバランスよく集積する多機能型複合都

市への転換を図ることになった。その最初の

取り組みとして，ファッション・観光交流・

コンベンション都市づくりを打ち出した。

　まず，ファッション都市づくりの展開につ

いてみると，1973年に，神戸商工会議所が

「ファッション都市」を提案し，神戸市も，

地域産業として豊かな基盤を持っていた

「ファッション」に直目して全国に先駆けて

「ファッション都市宣言」を行った。その後，

ファッション産業の振興に向けて，1989年に

ポートアイランドで「ファッション・タウ

ン」が，また，1991年に六甲アイランドで

「ファッションマート」がそれぞれオープン

した。

　ついで，観光交流都市づくりの展開につい

てみると，従来，神戸市は，六甲山・港めぐ

り・有馬温泉などの観光資源を有していた

が，これらは主に関西エリアをターゲットと

するローカルな観光地であった。しかし，

1977年のテレビドラマ（NHK「風見鶏」）の

ヒットをきっかけに異人館ブームが起こり，

新しい産業分野としての観光の可能性が芽生

えた。これを転機として，神戸市は，都市空

間ぐるみで都会的でおしゃれな環境を楽しめ

るナショナルブランドとしての観光交流都市

づくりを進めた。

　さらに，コンベンション都市づくりの展開

についてみると，1981年に，ポートライアン

ドの完成を記念した「神戸ポートアイランド

博覧会（ポートピア’81）」が開催され，全国

から1600万人を集めるという驚異的な集客を

得た。この博覧会を機に，従来神戸になかっ

た国際会議場，国際展示場，ワールド記念

ホールやホテルが整備されたことを受けて，

神戸市は「コンベンション都市」を宣言し

た。それまで，日本における国際会議は，そ

のほとんどが東京に集中し，あとは京都で開

催される程度であった。この神戸の試みは，

地方中核都市にも影響を与え，国際会議の地

方分散に大きな役割を果たしたといえる。

４　第３次マスタープラン８）

4.1　策定の背景

　第２次マスタープランが策定された1976年

以降の10年間をみると，国際化，情報化，高

齢化の進展など社会経済環境は著しい変化を

遂げた。それに伴って，日本経済は，安定成

長基調に移行し，産業構造の顕著な転換を余

儀なくされた。神戸経済では，産業構造の転

換の遅れ，工場の地方分散，中枢管理機能の

東京移転などが続き，経済の活性化と市民の

安定した職場の確保が大きな課題となった。

　同時に，「都心を取り巻く古い市街地の衰

退現象」と定義されるインナーシティ問題が

顕在化してきた。インナーシティ問題は，先

進諸国において大都市の発展過程で生じる共

通の問題で，インナーシティにおいて，人口

や工場が郊外へ流出し，それに伴って人口の

減少，経済基盤の低下，住環境の悪化などの

衰退現象が生じるものである。

　このような市政をとりまく社会経済情勢の

変化に対応して，21世紀に向けた神戸市の進
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むべき方向を示すために，神戸市は，基本構

想を継承した上で，第３次マスタープランを

1986年２月に策定した。

4.2　特徴

　同計画において，インナーシティ対策の強

化を政策課題として初めて位置づけた。この

ままでは，これまで都心地域とともに神戸の

発展を支えてきたインナーシティで，自力再

生のエネルギーが枯渇する恐れあると危惧さ

れた。そこで神戸をさらに発展させるため

に，この地域の特性を生かした整備方針を確

立して，地域の再生を図っていくという方向

性が打ち出された。

　第３次マスタープランの中期計画として，

従来の生活環境基準の目標がほぼ達成された

ことから，それに代えて，都市環境について

より質の高い水準を目指す「都市環境基準」

を1991年に新たに作成した９）。ここで，「都

市環境」は，空気・緑・水といった自然環境

だけでなく，道・公園などの物理的環境から

福祉，健康といった住みやすさはもとより，

文化・芸術，スポーツ・レクリエーションと

いった分野も含めてハード，ソフトの両面に

わたる都市政策の総体としてとらえられた。

4.3　インナ―シティ総合整備基本計画10）

　第３次マスタープランを受けて，インナー

シティ問題に総合的・長期的に取り組むため

に，2001年を目標年次とした「インナーシ

ティ総合整備基本計画」を1990年12月に策定

した。同計画の対象地域としては，ポートア

イランドを除く灘・中央・兵庫・長田の中央

４区およびインナーシティ問題を抱える他の

地域を抽出した。これらの地域のまちづくり

をハード・ソフト両面で進めていくため，①

快適な居住環境の創造，②都市型産業の育

成，③地域魅力の創出，④地域福祉の推進の

４つの目標を掲げた。また，対象地域内を

「修復・改善ゾーン」「更新促進ゾーン」「高

度化・転換ゾーン」の３つのゾーンに分類

し，地域の特性に応じた将来像を示した。さ

らに，地域活性化の先導的役割を果たすリー

ディングプロジェクトとして，地域を横断す

る地下鉄海岸線の建設をはじめ，神戸ハー

バーランド等の駅前再開発，港湾施設の再開

発と市民的利用，公園の整備など，19のプロ

ジェクトを選定した。

５　新・神戸市基本構想11）

5.1　策定の背景

　1990年代に入って，少子・高齢化の急速な

進行，環境問題の重要性の増加，国際化・高

度情報化の進展など，歴史の大きな転換点を

迎えた。そのような時代の潮流の中で，行政

は，市民・事業者のニーズの多様化・高度化

に対応して，福祉・教育・文化などのソフト

施策やコミュニティを重視した施策の充実を

図るなど，よりきめ細かな施策を展開してい

くことが求められた。また，1991年のバブル

経済の崩壊を契機とした日本経済の成長路線

からの失速や，国・地方に共通する厳しい財

政的困難に対応していくことも求められた。

　このような新たな時代の要請に対応するた

めに，神戸市は，市議会の議決を経て基本構

想を改定し，2025年を目標年次とした「新・

神戸市基本構想」を1993年９月に策定した。

5.2　特徴

　新たな基本構想の特徴の一つは，基本理念

として「世界とふれあう市民創造都市」を掲

げたことである。これは，地球社会におい

て，人間性豊かでゆとりのある「市民の暮ら

し」とその基盤となる「都市の魅力と活力」

を，市民が主体となって創造していく都市を
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めざすものである。その実現のために，①と

もに築く人間尊重のまち，②福祉の心が通う

生活充実のまち，③魅力が息づく快適環境の

まち，④国際性にあふれる文化交流のまち，

⑤次代を支える経済躍動のまちの5つの都市

像を位置づけた。

　その二つは，従来のように行政主導ではな

く，市民・事業者と市がお互いの役割を尊重

し，共に課題解決に協力して取り組む関係を

築き，ともに考え，ともに汗を流して都市づ

くりを進めていくという「協働」の理念を初

めて位置づけたことである。「協働」という

概念は，東海大学教授であった荒木昭次郎氏

によって初めて日本に紹介されたもので，「市

民と行政が対等の立場に立ち，共通の課題に

互いに協力し合って取り組む行為システム」

と定義されている12）。

　その三つは，同基本理念の実現に向けた総

合的な都市戦略として，「アーバンリゾート

都市づくり」を位置づけたことである。アー

バンリゾート都市づくりは，ファッション・

コンベンション・観光交流都市に代表される

これまでの都市づくりを継承・包括して，さ

らに都市の魅力と活力を高める総合的な都市

戦略であり，“すべての人が住み続けたくな

り，訪れたくなるまち”をめざし，より質の

高い都市づくりを進めるという考え方であっ

た。アーバンリゾート都市づくりを実現する

ための契機として，1993年に「アーバンリ

ゾート・フェア・神戸’93」が開催された。

5.3　市民参加の展開

　「協働」という概念を基本構想に位置づけ

た背景の一つには，神戸での市民参加の大き

な流れがあった。そこで，神戸の市民参加の

沿革を，大まかに４つの時期に分けて概観し

ておく。

　第１期は1960年代で，全国的に，公害の激

化を契機に，抵抗型の住民運動，公害反対運

動や，また都市化の進展の中で日常生活基盤

の整備の遅れに伴う，要求型の運動があっ

た。神戸市でも，60年代には公害運動が激化

し，70年代初めにかけて公害防止協定が締結

されるなど，その後の参加型行政の契機と

なった。長田区真野地区では，60年代の公害

追放運動を契機としてまちづくりが始まっ

た。また，長田区丸山地区では，日常基盤整

備を求める要求型の運動や，幹線道路をめ

ぐって激しい住民運動が展開され，これがコ

ミュニティづくりへとつながっていった。そ

の一方で，1959年に運動場開放実施要領が策

定され，60年代後半には，学校を地域社会の

一つの核施設として位置づけようという学校

公園構想が策定された。

　第２期は1970年代で，自治省のモデルコ

ミュニティ事業が始まり，各自治体において

コミュニティ行政への取り組みが始まった。

神戸市でも，コミュニティ施設の整備ととも

に，施設の住民管理を進めた。1973年には，

学校公園のモデルとして，高倉台小学校が建

設され，その後の学校開放と住民の自主管理

に道を開いた。また，地域レベルで，様々な

まちづくり活動が展開されるようになった。

真野地区では，一人暮らし老人に対して福祉

サービスが提供されたり，丸山地区では，コ

ミュニティボンドによりコミュニティセン

ターの整備が行われたりした。

　第３期は1980年代で，全国的に，多様な価

値観を持つ様々な市民運動が台頭してきた時

代であった。神戸市では，1981年に全国に先

駆けて，いわゆる「神戸市まちづくり条例」

が制定され，住環境整備のまちづくり活動が

住民参加によって進められた。また，｢神戸

ファミリー・サービス・クラブ｣「神戸ライ

フケア協会」の在宅福祉ボランティア活動な

ど，市民の中から地域を超えたネットワーク



64
・

65
・

型の活動が生まれた。

　第４期は，1990年以降で，「協働」の時代

である。全国的に，複雑に絡み合った地域の

課題の解決には，市民，事業者，行政がお互

いにパートナーとして協力することが必要で

あるという考え方が，広く認識されるように

なってきた。神戸市では，これまでの市民参

加が進展してきた実績をベースにして，協働

のまちづくりが市政運営の基本となる考え方

として位置づけられた。

６　神戸市復興計画

6.1　策定の背景

　「新・神戸市基本構想」の実現のためのプ

ロセスを描く「第4次神戸市基本計画」を確

定・公表しようとしていた直前の1995年１月

17日未明に，戦後初めての日本の大都市直下

型である「阪神・淡路大震災」が神戸・阪神

間・淡路の市街地を襲った。地震の起こった

ところでの破壊の強さを表す「マグニチュー

ド」は7.3であり，また，日本で定められた

地表での各地点での揺れを表す「震度」は最

大で７であった。

　震度７の激震によって，これまで築かれて

きたシビル・ミニマムの多くが失われた。人

的被害では，4500名を超える尊い命が犠牲に

なった。また，物的被害では，８万戸を超え

る住宅が喪失するとともに，ほとんどのコン

テナバースや岸壁が使用不能となるなど都市

インフラストラクチャーや産業基盤が破壊さ

れて，ストックの被害総額は約７兆円に及ん

だ。さらに，地域別では，再開発の取り組み

が緒に就いたインナーシティで最も甚大な被

害を被った。その結果，神戸市人口は，震災

直前（1995年１月１日）には152万人台に達

していたのが，震災直後に約10万人減少し

て，1995年10月１日には142万人台になった。

　神戸市は，直ちに，「第４次神戸市基本計

画」の策定作業を凍結した。同時に，神戸市

が受けた被害が，前述のとおり都市基盤全般

や市民生活や経済活動のあらゆる分野に及ん

でいることから，地震発生９日後の１月26日

に，市長は，『速やかに神戸の都市基盤の復

興を図り，市民生活と都市整備を回復させ，

安全で市民が安心して暮らし働くことのでき

る防災モデル都市を築く。また，「新神戸市

基本構想」の「世界とふれあう市民創造都

市」をめざして新しい神戸をつくる』という

基本方針と，この基本方針を具体化していく

「復興計画」を速やかに策定することを発表

した。

　この基本方針を受けて，神戸市は，被災地

内外の英知と熱意を結集して，10年を計画期

間とする「神戸市復興計画」を1995年６月に

確定・公表した13）。被災した地域が復興を着

実に進めるための包括的な法制度は存在して

いないために，復興計画は，自治体が復興を

進めていくよりどころとなった。

6.2　特徴

　復興計画では，復興の基本的な理念とし

て，「都市の機能性とゆとりとの調和」，「自

然の恩恵・厳しさとの共生」，「人と人とのふ

れあいと交流」の３点を掲げた。また，震災

の被害が，市民生活のあらゆる分野に及んだ

ため，復興の目標として「安心」「活力」「魅

力」そして「協働」の４つを位置づけた。こ

れは，市民の生活の基本である「安心」とそ

れを支える「活力」，さらには「魅力」あふ

れる都市づくりを，「協働」のまちづくりに

より進めていこうとするものであった。

　それぞれの目標に合わせて，約1000項目の

事業を計上した。事業を重点的に，また，効

果的に進めていくために，①緊急かつ重要な

もの，②波及効果の大きいもの，③神戸の復
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興を象徴するものといった視点から，17のプ

ロジェクトをシンボルプロジェクトとして選

定した。

　このような復興計画等に基づいて，市民・

事業者・行政の力の結集により，緊急・応急

対応，復旧，復興に取り組んできた。その結

果，神戸市人口は，増加に転じて，震災から

10年を迎える直前の2004年11月に初めて震災

直前の人口を超えた。その後も，人口は増加

傾向にある。このような人口の回復に見られ

るように，復興は順調に進んできたといえ

る。

6.3　ＰＤＣＡサイクル

　これだけ急激な世の中の変化の中で，復興

計画策定時に10年後の経済情勢などを見通す

ことは現実的には困難なことであった。ま

た，大規模災害からの復興過程において，時

間の経過とともに，災害救助から始まり，応

急対応から復旧へ，そして，本格的復興へと

課題の重点が移っていった。そこで，その

時々の社会経済情勢や震災からの復興状況，

市民意識などに伴って変化する諸課題に，柔

軟かつ弾力的に対応していくために，「神戸

市復興計画」の実行にあたっては，ＰＤＣＡ

サイクルによる進行管理の考え方が採用され

た。ＰＤＣＡサイクルとは，プロジェクトを

スムーズに進めるためのマネージメントサイ

クルの一つであり，プロジェクトの実行に際

し，「計画をたて（Plan），実行（Do），その

評価（Check）にもとづいて改善（Act）を

行う，という工程を継続的に繰り返す」仕組

み（考え方）のことである。

　このようなＰＤＣＡサイクルの考え方を踏

まえて，復興事業の進捗状況を的確に把握す

るとともに，必要に応じて復興計画の見直し

を行った。復興計画の前半５カ年の最終年次

である1999年度に，震災から５年目までの復

興への取り組みをいったん振り返って，個々

の事業の達成状況や残された課題を整理し，

後半５カ年に向けて有効な施策を検討するた

めに，「神戸市復興・活性化推進懇話会」に

よって「復興の総括・検証」が実施され

た14）。総括・検証にあたっては，生活再建，

安全都市，住宅・都市再建，経済・港湾再建

の分野別に，具体的な検討が進められた。そ

の結果を基にした同懇話会の提言を受けて，

2000年度に，神戸市は，震災５年目以降の復

興後期において取り組むべき施策をまとめた

「復興計画推進プログラム」を策定した。

　さらに，「復興計画」の最終年次を目前に

した2003年度に，「神戸市復興・活性化推進

懇話会」によって，２回目となる「復興の総

括・検証」が実施された15）。「復興の総括・

検証」は，これまでの復興過程を経て築き上

げられた「神戸の今」を対象として，震災と

復興過程の教訓を踏まえながら，これからの

神戸づくりに生かしていくという視点で実施

された。

　同懇話会からの提言を受けて，神戸市は，

復興計画終了後の2005年度に，復興の過程で

生じた課題の解決を図るとともに，震災と復

興過程の経験や教訓を生かしたこれらからの

神戸づくりの指針を設定するために，「新た

なビジョン（中期計画）」（目標年次：2010年）

を策定した。このように，「復興計画」終了

後も，残された復興課題については，一般施

策の中でさらに継続して取り組みを行うこと

となった。

　また，復興の成果を評価するために，「復

興計画推進プログラム」の中で，特に重点的

に取り組むべき16の「重点行動プログラム」

について，行政評価の考え方を取り入れて，

45項目ごとに数値目標を設定した。この指標

は，市民の提案を踏まえて「しみん　しあわ

せ　指標」と名づけられた。
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6.4　「自律と連帯」及び「ソーシャル・キャ

ピタル」

　震災から５年目に実施された「復興の総

括・検証」において，生活再建の検証では，

「生活再建」と言っても範囲があまりにも広

く，漠然としているために，「生活再建」と

は何かを定義することから始められた。「生

活再建とは被災者にとって何を意味するの

か」「生活再建を進める上で役に立つと被災

者が考えている要因は何か」を明らかにする

ことを目的に，神戸市内で12回のワーク

ショップが実施された。

　ワークショップには，被災者や支援者など

総勢269名が参加し，1,623枚の意見カードを

提出した。この意見カードを整理・分類した

ところ，生活再建の実感は７つの要素で構成

されることが分かった。それは，意見数の多

い順に並べると，①すまい，②（人と人と

の）つながり，③まち，④こころとからだ，

⑤そなえ，⑥景気・生業・くらしむき，⑦行

政とのかかわりという７要素であった。

　生活再建の７要素のうち，「すまい」と

「（人と人との）つながり」という２要素だけ

で全体の過半数が占められることがわかっ

た。特に，注目すべきところは，「つながり」

の割合が他の要素と比べ突出して高いことで

あった。

　そこで，「つながり」について，さらに，

学識経験者や行政等の専門家により因果関係

が検証された。その結果，その因果関係の中

で最終的に現れる「新しい神戸」をつくると

いう意見は，次図の通り，「一人ひとりが自

律する」，「みんなで助け合う（共生・連帯）」，

「日常的な「つながり」の場でのふるまい方

を確立する」の３つに分けられた。

　ここでは，前２つの内容を見てみると，

①「一人ひとりが自律する」は，まず自分

から行動する，つまり，何か人にしても

らうよりも，まず自分から始めると言う

ことである。次に，まちをつくっていく

主役は自分だという主役意識というもの

がある。また，さまざまな意味で自助を

出発にしていくものもある。

②「みんなで助けあう」は，自律とはいっ

ても一人ひとりは弱く，力にも限界があ

るので，それをどうやって補い合い，高

め合うかという共生，連帯ということで

ある。その中で必ず認識しなければいけ

ないことは，震災の場合には，多くの人

が様々な形で財産を喪失し，生活に余裕

図２　復興計画の進行管理
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がない層がかなり存在するということを

考慮に入れなければならないと言うこと

である。しかし，助け合いには限界があ

り，何でも助けてもらうわけではない。

してもらえる意識やしてもらって当然だ

という意識，自分だけは特別だという意

識ではいけないという考え方が出てく

る。

　このように，１人ひとりの生活再建を進め

る上で鍵となる「つながり」は，自律と連帯

の２つの市民的価値規範に集約された。ま

た，自律と連帯を支える資源として，震災か

ら10年目を直前に迎える2003年度に実施され

た２回目の「復興の総括・検証」で，「ソー

シャル・キャピタル（社会的なつながりと，

そこから生まれる規範・信頼感）」が注目さ

れた。

6.5　神戸経済の復興

　神戸市は，前述のとおり，震災前に経済の

再構築（リストラクチャア）を進めていた

が，その途上で，阪神・淡路大震災に見舞わ

れることになった。神戸経済は甚大な被害を

受け，その被害額は，建物・設備などのス

トックが約２兆5000億円，経済活動の機会損

失というフローが約２兆6000億円，合計５兆

円以上と推計された。また，港湾施設も壊滅

的な被害を受け，被災地全体における港湾施

設の直接被害額は，兵庫県によれば，公共施

設が7600億円，民間施設が2400億円で合計

１兆円を上ると推計された。

　震災からの復興に対する市内事業者の懸命

の取り組みにもかかわらず，経済の復興は

1997年から停滞し，いわゆる「８割復興」と

いう状態が続いていた。その要因について

は，2003年度に実施された「復興の総括・検

証」で，震災よりも，バブル崩壊による全国

的な厳しい不況や産業構造の転換の遅れが大

きく影響していることがわかった。

　経済復興の停滞の打開に向けて，中小企業

の自立化とともに，震災前からの課題でも

あった構造的問題への対応を強化していくこ

図３　震災時，復興過程で機能したコミュニティの意義
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とが求められた。そのため，神戸市は「神戸

医療産業都市構想」プロジェクトを打ち出す

ことになった。この構想は，①既存産業の高

度化と雇用の確保による神戸経済の復興，②

医療サービス水準と市民福祉の向上，③アジ

ア諸国の医療技術の向上など国際社会への貢

献をめざして，ポートアイランド第２期にお

いて先端医療技術の研究開発拠点を整備し，

産学官の連携により，21世紀の成長産業であ

る医療関連産業の集積を図っていくというも

のである。

　また，被害を受けた港湾施設はほぼ２年で

復旧されたが，神戸港の貨物取扱量は震災前

の水準に回復せず，特にコンテナ貨物取扱個

数は震災前の７割程度の水準がしばらく続い

た。その要因としては，①製造業の生産拠点

の中国等の海外シフトによる貿易構造の変

化，②中国・韓国・台湾など近隣諸国の港湾

整備に伴うトランシップ貨物の減少，③瀬戸

内・九州諸港の港湾整備に伴う外航船の地方

港寄港など，神戸港を取り巻く環境が大きく

変化したことが挙げられた。

　こうした環境の変化に対応するため，神戸

市は，神戸港を「物流ゾーン」と「親水ゾー

ン」の２つの地域に大きく分けて再構築し

て，物流機能の効率化・強化や親水機能を拡

充することにより，総合的に神戸港の活性化

を図ることとなった。併せて，神戸空港島を

2006年に完成させ，同年２月に神戸空港の開

港にこぎつけた。

７　第４次神戸市基本計画と区別計画

　復興計画の策定後，震災によって凍結され

ていた「第４次神戸市基本計画」（目標年次：

2010年）を，復興計画の精神を十分に踏まえ

ながら，1995年10月に確定・公表した16）。ま

た，地域の特性を生かした協働によるまちづ

くりを進めていくために，行政区ごとに区の

将来像や主なプロジェクトなどを位置づける

「区別計画」（目標年次：2010年）を，1996年

３月に初めて策定した。

８　新たなビジョン（中期計画）

8.1　策定の背景

　神戸市は，前述の２回目となる「復興の総

括・検証」において，「復興計画の計画期間

以降に残された中長期的課題の解決に道筋を

つけるとともに，復興の過程で生まれた新し

い取り組みを生かしていくために，新たなビ

ジョンづくりに着手すること」との提言を受

けた。

　この提言を契機として，神戸市は，少子高

齢化，グローバル化，情報化，地球温暖化，

地方分権の推進，市の財政状況の悪化など，

震災以降の神戸を取り巻く環境の大きな変化

に対応して，市民のくらしを創り，育て，守

るために，これからの神戸づくりの指針とし

て，「新たなビジョン（中期計画）」（目標年

次2010年）を市民の協働と参画で，2005年６

月に策定した。この計画は，「神戸2010ビジョ

ン」17）と「区中期計画」で構成され，それぞ

れ「第４次神戸市基本計画」及び「区別計

画」の実現に向けた中期計画の位置づけに

あった。

8.2　特徴

　阪神・淡路大震災において，地域社会が救

助・救援活動に有効な役割を果たすととも

に，その後の復旧・復興活動にも力を発揮し

た。また，震災後３カ月間だけでも延べ120

万人を超えるボランティアが地域に密着して

被災者の支援活動にあたった。さらに，復興

過程において，「コミュニティ・ビジネス」

から出発して，「ソーシャル・エンタープラ
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イズ」が生まれ，復興のまちづくりと連動し

た活動を行ってきた。このような震災後の取

り組みを踏まえて，前述のとおり，「復興の

総括・検証」で，「自律と連帯」やその基盤

となる「ソーシャル・キャピタル（社会的な

つながりと，そこから生まれる規範・信頼

感）」が，復興の重要な鍵であると提言され

た。この提言を基に，ますます多様化・高度

化してきている市民の需要及び新たな地域の

課題に対応して，一人ひとりの市民が主役の

まちを実現するために，「協働と参画」が市

政運営の基調として位置づけられた。なお，

「協働と参画」を着実に進めていく仕組みと

して，「協働・参画３条例」が2004年３月に

制定された。

　また，2010年の神戸の将来像として，「豊

かさ創造都市こうべ」を打ち出した。これは

将来に向けた新しい価値としての「クオリ

ティ・オブ・ライフ（市民性の豊かさ）」の

観点にたった“神戸らしい豊かさ”を位置づ

け，それを創造的に実現していこうとする都

市づくりの考え方であった。具体的には，市

民一人ひとりの安全・安心が確保され，心と

体の健康，まちや社会の健康が築かれること

を基本として，その上で，人・物・情報が集

い，交流・融合を進め，新たな価値を生み出

す都市という考え方であった。

　この将来像の実現に向けて，「選択と集中」

の観点から，「安全・安心」，「健康」，「交流・

融合」というキーワードを踏まえて５つの重

点テーマが設定されたとともに，重点テーマ

ごとに，合計12のアクションプランが設定さ

れた。また，各アクションプランについて，

その目標の実現に向けて，「協働と参画」関

係の中での，市民・大学・事業者と行政に期

待される主な役割が明示された。

　同ビジョンの推進において，復興計画の推

進の仕組みと同様に，全体的な指標として市

民の満足度と一人当たり市民所得が，アク

ションプランの目標の具体的指標として72の

チャレンジ指標がそれぞれ設定されて，ＰＤ

ＣＡサイクルによる進行管理が実施された。

おわりに

　以上，第２次世界大戦後からこれまでの神

戸づくりの変遷を，マスタープタンの作成・

改定の経緯を追いながら概観した。この間，

日本経済は，高度経済成長から安定成長，さ

らには低成長へと移行してきた。また，少

子・高齢化，グローバル経済化，ＩＣＴ化，

市民の価値観の多様化・高度化など社会情勢

は大きく変化してきた。

　このような神戸を取り巻く社会経済環境の

変化に対応して，神戸市の主要な政策課題

は，市民生活に欠かせない基礎的・必需的な

社会資本の整備から生活の質や豊かさを求め

る福祉・環境・文化などのソフトの充実や地

域社会の重視へと移行していった。このよう

な政策課題の変化に対応して，政策手法は，

行政主導の「都市経営」方式から市民・事業

者と行政との「協働と参画」方式へと展開し

てきた。

　2005年に，日本全体として人口減少社会に

入った。今暫く人口増加傾向がみられる神戸

市でも，近い将来に人口減少に転ずるものと

見込まれる。また，人口減少に伴い，労働力

人口の減少や経済規模の縮小，さらには，市

街地の縮退も見込まれる。このような社会経

済情勢の大きな変化に対応して，限られた経

営資源の中で持続可能な発展を実現していく

ためには，これからの神戸づくりにおいて優

先すべき目標・戦略を明確にすることが，よ

り一層求められる。その意味で，今回，策定

された第５次神戸市基本計画は，その役割を

果たすものであると期待される。
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関連図書紹介

政策形成	 小池洋次編著　

　政策について今最も求められているのは，あらゆる政策アクターの政策形成・立案能力を上

げることである。本書では，政策現場を経験した第一人者たちによって「政策形成現場」の実

態とその問題が描かれている。具体的には，政治・行政・シンクタンク・メディア・学会・

NPOの各視点から，①政策アクターたちが身につけるポイントや，②日本における成功や失敗

の具体的事例，他国から学べる事例を挙げ，さらに，③政策形成・立案能力を身に付ける方法

や，④日本の制度の改善ポイントを述べることで，政策形成に携わる人々への実践的マニュア

ルを提示する。

　本書は10章で構成されている。第１章は総論で，政策形成を学ぶ意味や重要性，そしてその

過程やシステムの問題と課題を提示している。第２章は，政治編で，政治家や政策秘書，さら

に政党や国会のスタッフなどの役割や実際の動きを紹介している。第３章は，行政編で，中央

省庁を中心に行政の問題点を抽出し，そのあるべき姿を問うている。第４章と第５章では，地

方行政を取り上げて，広域自治体における行政の実現と課題や，基礎自治体における政策形成の問題と課題をそれぞれ示

している。第６章は，企業や経済団体を政策形成の主要アクターととらえ，それを支えるスタッフに必要な条件を明らか

にしている。第７章はシンクタンク論で，政策形成過程におけるその位置づけや発展過程と現状を明らかにし，今後の課

題を提示している。第８章は，日本の政治ジャーナリズムの現状を具体的に紹介しながら，今後のメディアのあるべき姿

を描いている。第９章は，政策形成を担う人材を学界がどう育てるか，そして学会の役割は何かなどについて提言を試み

ている。最後に，第10章で，NPOについて，政策形成過程に果たすべき役割と課題を提示している。

　公共政策に携わる人々やそれを研究する人々にとって，本書は，政策形成過程の問題点を把握し，その改善・改革を検

討する上で役に立つ一冊である。

ミネルヴァ書房

本体3,500円＋税

実践自治体行政学－自治基本条例･総合計画･行政改革･行政評価	 金井利之著　

　自治体行政学とは何かについて，著者は，「自治体の行動活動に関して，広い意味では政治学

的な観点から，より狭い意味では，行政学的な観点から研究教育する学問である」と定義する。

本書は，自治体行政学を体系的に解説するものではなく，自治体の自治運営の方式に関する自

治実践である，自治基本条例，総合計画，行政改革，行政評価の４つのテーマを取り上げて，

それぞれの理念，課題，対応策について，とりわけ自治体行政組織・首長・行政職員に対する

住民による民主的統制の観点から論述したものである。

　ここでは，４つのテーマの中で，本号の特集テーマである総合計画を取り上げて，その一部

を紹介しておく。『総合計画は，高度経済成長時代の末期に制度化・普及したものであるが，

1990年代後半から新世紀にかけての「失われた／改革の10（20）年」あるいは「第三の改革」

の時期に，無変容ではありえない』と指摘して，「平成の大合併」，「国から地方へ」，「官から民へ」

といった自治の仕組みの変更への対応など，総合計画を取り組む課題の代表的なものについて，

その論点を解説している。なお，著者は，「総合計画とは，自治体の各種政策・行政分野を全て合わせて含んだ，自治体

の政策・事業の全般に関して，複数年度にまたがって決定した一覧文書である。」と定義する。

　その１つとして，公共サービスの担い手の変更という「官から民へ」の流れへの対応で，『総合計画は，従来の自治体

自ら行える政策・施策・事業を記載する「行政計画」から，民間諸活動を取り組んだ「協働型計画」へと変容をきたす』

と指摘している。後者の協働型計画は，『乏しい行政サービスのみを示す総合計画である。とともに，地域資源を「最大

動員」して，公共サービスを確保しようとする「拡がった自治体」の総合計画になりえるかもしれない。大風呂敷である

が担保する手段のない総合計画である』と特徴づけている。

　近年，自治体の自治運営の現場は厳しさが続いており，それに対応して，新たな自治運営の開発が求められている。本

書は，住民による民主的統制という観点を軸に，近年各自治体で様々に取り組まれてきた自治実践について解説してお

り，新たな自治運営を検討する上で，必読の一冊である。

第１法規

本体2,200円＋税
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希望の構想　分権･社会保障･財政改革のトータルプラン	 神野直彦･井手英策編　

リハビリテーション連携論―ユニバーサル社会実現への理論と実践―	 澤村誠志･奥野英子編著　

　本書は，2006年の小泉政権当時に，財政学という視点からの世界像を描いた書である。

　編者によれば，本書の目的は，市場経済の競争原理を経済システムだけでなく，政治システ

ムや社会システムにも適用しようとする「小さな政府」の市場主義への対抗提案を描き，国民

が実感している未来への絶望に対して未来への希望のシナリオを叙述することであるとする。

　そして，未来への絶望はアクラシー（統治能力喪失）から生じているとし，現在の日本政府

は，自らを不必要悪としてその破壊を唱えているとする。

　その上で，本書の背後にある理念は，アクラシーをデモクラシーに置き換えることにあると

する。すなわち，デモクラシーで貫かれた「三つの政府」で築く「ほどよい政府」が，本書の

提案であるとする。

　編者は，財政民主主義を活性化するため，財政を運営する公共空間を，国民参加が可能にな

るように，手の届く距離に設立する必要があるとし，そのためには，政府をメゾ・レベルで再

編し，参加可能な「三つの政府」体系を確立すべきであるとする。そして，政府をメゾ・レベ

ルで，「三つの政府」体系に再編するとは，生活の「場」で自発的協力に基礎づけられた地方政府，生産の「場」で自発

的協力に基礎づけられた社会保障基金政府，それにこの二つの政府に対してミニマムの保障を負う中央政府という「三つ

の政府」に変革することを意味するとする。

　その上で，「小さな政府」論は，財政再建を口実にして社会を破壊していくとし，「三つの政府」で築く「ほどよい政府」

を実現することを阻止する財政再建至上主義を「絶望の構想」とし，「適切な資産・負債管理」というシナリオを対置し

て，「希望の構想」として，大きく四つのテーマを取り上げている。すなわち，第１章の分権改革，第２章の社会保障改

革，第３章の税制改革，第４章の資産・負債管理の四つである。

　そして，「小さな政府」では，「切り捨て分権」・「切捨て福祉」・「貧者への重税」を「希望の構想」では，「生活保障の

ための分権」・「生活保障のための福祉」・「公正な税負担」をデザインしているとする。

　当時，編者が憂えていた小泉政権の赤字国債発行額は，現在でも問題となっており，今も尚，その構想は再考する価値

がある。

　医療とその関係分野の専門職が行うリハビリテーションを医学的リハビリテーションと呼ぶ

が，教育分野，職業分野，社会福祉分野で行われるアプローチも医学的リハビリテーション以

上に重要である。

　本書は，副題にもあるとおり，リハビリテーションのさまざまな分野に従事している人たち

の最終目的が，年齢・性別や障害の種類の壁を越えて，誰もが安心して，心豊かに人間として

の尊厳を守り，住み慣れた地域で生き生きと住み続けることができるユニバーサル社会の創生

にあると説く。

　また，編者が語るように人々の多面的なニーズを満たし，社会参加を進めるためには，医療，

社会生活力，教育，職業や福祉のまちづくりなどを含めた総合的なリハビリテーションサービ

スが必要であるとしている。

　しかし，日本の現実は，各分野の専門職の教育や，実際のサービスが縦割り行政下で，分か

れており，総合的，包括的なサービスの展開に障害となっており，これを乗り越えるには，効

率的に連携して行くことの重要性が述べられている。本書の企画は，日本リハビリテーション連携科学学会の10周年を記

念してのものであるが，リハビリテーションサービスの利用者やその家族の立場に立ち，各分野間，各種専門職間，関係

機関間の連携を確立・促進する視点から，リハビリテーション連携に関する理論と実践をまとめたものであり，その内容

には，リハビリテーション諸分野における連携と問題点，地域リハビリテーションにおける実践と連携，ライフサイクル

に応じたリハビリテーション連携の実践，そして将来への課題などが含まれている。

　編者が述べる具体的な提言やユニバーサル社会実現のための条件の提示などは，過激すぎるきらいはあるが，行政やリ

ハビリテーションのさまざまな分野に従事している人たちに対して，現在の医療や福祉分野のサービスを考察するひとつ

の視点とはなるであろう

岩波書店

2,000円＋税

三輪書店

3,400円＋税
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　都市問題研究所のマンスリーレポート（平

成22年６月）に新野理事長さんが第二次大戦

のあとにヒットした“青い山脈”（西条八十

作詞，服部良一作曲）は作詞家が鉄道で神戸

市内を通過したときに見た六甲山がもとになっ

ている話を紹介されています。“青い山脈”

の歌詞三番はつぎのとおりです。

　　　雨に濡れてる焼跡の

　　　名もない花もふり仰ぐ

　　　青い山脈　輝く峰の　懐かしさ

　　　見れば涙がまた滲む

　この曲のヒットした昭和24年ごろ，大阪，

岡山間を何回か行き来しましたが，車窓から

見える山に木が生えているのは神戸の裏山だ

けでした。同じ六甲山でも終戦直後に登って

みた甲
かぶと

山に木は皆無で，昭和16年ごろだった

と記憶する西宮市背後の六甲山での軍用機に

よる模擬爆弾投下見学会も木のない山と山と

の谷間を見下ろしてのものでした。

　荒廃しきった当時の国内の山々の中で緑を

輝かせていた神戸の裏山の生い立ちをさかの

ぼります。

   １　明治 35 年（1902）からの大造林

　明治時代に入ってからの神戸の裏山は，国

内屈指のはげ山でした。自家用燃料採取など

に農家が利用してきた入会林の裏山は，急増

かつ生活様式急変の市民の乱獲にさらされま

した。明治33年の布引水源池誕生も引き金と

なり明治の大造林が始まりました。

　神戸市と神戸区民が先導した明治37年から

明治41年までの造林面積は約600ha，うち

200ha は現在の再度公園以北の山肌がむきだ

した山稜地への砂防植林でした。市と区民か

らの要請を受けて兵庫県が施工したものです。

再度山から南の再度谷を中心とした部分，再

度公園以北の谷間部分は神戸市と神戸区（財

産区）が分収林契約をかわして市が植林した

ものです。木材収穫時には，土地提供側の神

戸区が３割，植林，管理してきた神戸市側の

取り分７割のとりきめでした。入会林の形を

解除した区有山地にスギ，ヒノキ，マツ，ク

ス，クリなどの用材収入の期待される木が中

心に植えられました。クスは樟脳を取るため

の木，クリは鉄道枕木用の木でした。

　そしてこの大造林に先立って，明治35年度，

市は再度山北斜面の荒廃地に砂防造林をして

います。明治６年に県から廃寺命令を受けた

のを神戸村民懸命の嘆願で存置できた再度山

大竜寺，その背中の姿直しでした。また元大

竜寺境内林で明治になって国有林となってい

た再度山南西斜面のシイノキ林を，寺に返還

された場合に勝景が保てなくなるのを懸念し

た神戸区民は直接国にかけあって神戸区に有

料払い下げを受けています。明治38年のこと

です。そしてこの年，植林地の生育を見守る

ように大竜寺前茶店を記帳所にして“毎日登

山”が発祥しました。

   ２　昭和５年（1930）からの背山開発

　六甲山では昭和に入って観光開発の機運が

高まりました。昭和２年に阪神電鉄は有野村

唐櫃の山林250ha を六甲山上で入手して山荘

地開発に着手，そんなとき，昭和４年には西

灘村，西郷町，六甲村が神戸市に合併して市

の裏山が須磨区から灘区の範囲に広がりまし

“青い山脈”の来歴

歴史コラム

元神戸市公園緑地部長　矢 木 　 勉
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た。昭和５年，市背
はい

山
ざん

の観光開発を市の重要

施策に位置づけた市議会内に『裏山開発調査

委員会』が発足しました。背山の観光開発の

ためそれまで財産区所有だった山林を市の所

有に一元化することの必要性が強調されまし

た。

　背山開発の諸調査が京都大学農学部林学科

に委託され，「背山植物調査」，「財産区有林

実測，地形調査」などが行われました。区有

林実測は，山林の公簿上の面積，形状は実際

と大きくかけ離れているため，植林を含む諸

開発計画に不可欠でした。そして昭和12年，

大学側の調査代表であった山本吉之助氏に，

勝田銀次郎市長から神戸背山開発推進役の期

待がかけられ，乞われて同年４月神戸市背山

調査事務所長として入庁，その年市内財産区

有林1500ha（湊西区，神戸区，葺合区）の

市への寄付が実現，13年には山地課が発足し

て課長に山本氏が就任しました。

　背山開発の山本課長の仕事は，昭和12年７

月日中戦争勃発，昭和13年７月阪神大水害，

昭和16年12月太平洋戦争突入，昭和20年８月

終戦という時代の中で植林，砂防，公園整備

が山地課→緑地課→緑地砂防課と課名を変え

つつ15年近くに及びました。

　昭和12年には，開園したばかりの再度公園

の一角に公園墓地としての新外国人墓地の計

画に着手（完成昭和36年），15年には布引公

園開設，同じ15年には紀元2600年記念事業と

して世界の森林を集めた森林植物園着工，18

年には『施業按』（森林経営計画）を作成し

て市営火葬場の燃料確保にもふれ，太平洋戦

下での森林生産物統制強化による強制伐採に

対処しています。

　昭和13年の大水害時には，背山の砂防復旧

事業を民有林は国と県に依頼し，市有林は砂

防施設工事，砂防復旧植林を市の事業で実施，

国県に依頼した場合に保安林指定などの規制

を受けることで開発計画に支障のでるのを避

けました。昭和12年から23年までの市有林の

植林事業は，大水害も追い風に捕え昭和16年

をピークに500ha に達しました。

   ３　“青い山脈”の戦後

　大戦直後の“青い山脈”でかなめになった

のは市有林2000ha でマツが主体でした。そ

のマツに，昭和36年（1961）頃から明治大造

林で植えた再度谷を中心にマツクイムシ被害

が激増しました。伐採駆除だけでは十分な効

果が見られないため，市では前例のないヘリ

コプターによる薬剤空中散布を国の林業試験

場の協力の下で38年から開始，年を追って薬

を替え，濃度を替え，散布時期を替えて模索

を重ねました。同時に植栽して50年たったマ

ツ林の更新，改造の検討に入りました。マツ

林の中にヒノキ，カシ，モミ等を植えていく

こととし，そのため国補助の造林事業をやめ

て国の公有林造林融資制度による事業実施を

昭和40年に申請，41年から脱林業林への森林

改造事業が始まりました。

　また昭和46年（1971）からはグリーンこう

べ作戦の名で神戸市の公園事業が活発化し，

“青い山脈”の麓部分に多くの公園が誕生し

ています。代表は布引ハーブ園です。これら

山麓公園の整備拡張による季節季節のいろど

りある景観出現も期待されてきています。

　昭和20年（1945）終戦の年，空襲により火

の海と化した街の炎に負けなかった“青い山

脈”，平成７年（1995）には大震災の神戸に

あって数条の山崩れの傷跡を見せつつ私たち

をなぐさめ励ました“青い山脈”，そのとき

「ガレキに花を咲かせましょう」と花の種を

まいて回った市民達，“青い山脈”の三番の

歌詞は知っていたでしょうか。

＜主要参考資料＞

『補修神戸区有財産沿革史』昭和 16 年 神戸財産区発行

『施業按説明書』昭和 18 年 神戸市港都局緑地課資料
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潮　　流

　宮崎県で発生した口蹄疫問題で，家畜を殺処分した農

家を支援するため，国が支給した手当金などを免税扱い

とする議員立法の臨時特例法が平成22年10月22日参院本

会議で全会一致で可決，成立し，同29日に公布され，即

日施行された。

　宮崎県で平成22年４月以降に発生が確認された口蹄疫

については，口蹄疫に起因する事態に対処するため，口

蹄疫のまん延を防止するとともに，口蹄疫に対処するた

めに要する費用の国の負担，生産者の経営や生活の再建

支援等の特別措置を講じるため，口蹄疫対策特別措置法

が制定され， 一般車両等の消毒義務，死体の焼却又は埋

却の支援，患畜・疑似患畜以外の家畜の予防的殺処分，

無利子融資など家畜の生産者等の経営再建等のための措

置，その他の事項が規定されている。この口蹄疫対策特

別措置法等に基づき，発生農場等への手当金等が交付さ

れているが，これらの手当金等については，同法第27条

において，国及び地方公共団体は，牛，豚等の家畜の所

有者に与える影響に配慮し，必要な税制上の措置を講ず

ることとされていた。

　そこで，農林水産省としては，宮崎県からの要望も踏

まえ，手当金等に係る免税を求めていた。口蹄疫に係る

手当金等については，今回の口蹄疫がわが国の家畜防疫

史上最大級の被害をもたらし，地域経済全体が打撃を受

けたこと，同地域の基幹産業である畜産業を早期に再建

する必要があること等を勘案し，既存の措置で対応可能

なものを除き，臨時異例の措置として，所得税，法人税

（法人住民税，事業税は自動影響）及び個人住民税につ

いて，手当金等により生じた所得に課税しないこととす

る（免税措置）特例法として成立したものである。

　なお，施行による国税の減収は約13億円を見込んでい

る。

　最高裁は，ＮＨＫと在京民法5社が，東京都内の運営

会社に送信の差し止めや，損害賠償を求めた番組ネット

転送訴訟に関し，平成23年１月18日，テレビ局側敗訴と

した原審を破棄し，知財高裁に差し戻した。

　本件は，放送事業者である上告人らが，放送番組を利

用者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する機

器を用いたサービス（以下「本件サービス」という。）

を提供する被上告人に対し，本件サービスは，各上告人

が行う放送についての送信可能化権（著作権法99条の

２）及び各上告人が制作した放送番組についての公衆送

信権（同法23条１項）を侵害するなどと主張して，放送

の送信可能化及び放送番組の公衆送信の差止め並びに損

害賠償の支払を求める事案である。

　原審は，次のとおり判断して，上告人らの請求をいず

れも棄却すべきものとした。

　送信可能化は，自動公衆送信装置の使用を前提とする

ところ（著作権法２条１項９号の５），ここにいう自動

公衆送信装置とは，公衆（不特定又は多数の者）によっ

て直接受信され得る無線通信又は有線電気通信の送信を

行う機能を有する装置でなければならない。各ベースス

テーションは，あらかじめ設定された単一の機器宛てに

送信するという１対１の送信を行う機能を有するにすぎ

ず，自動公衆送信装置とはいえないのであるから，送信

可能化には当たらず，送信可能化権の侵害は成立しな

い。

　これに対し，最高裁は，以下のように判示して，原審

を破棄し，知財高裁に差し戻した。

　送信可能化とは，公衆の用に供されている電気通信回

線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力するな

ど，著作権法２条１項９号の５イ又はロ所定の方法によ

り自動公衆送信し得るようにする行為をいう。ところ

で，自動公衆送信は，公衆送信の一態様であり（同項９

号の４）公衆送信は，送信の主体からみて公衆によって

直接受信されることを目的とする行為をいう。ここで，

著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規

定した趣旨，目的は，現に自動公衆送信が行われるに至

る前の準備段階の行為を規制することにある。このこと

からすれば，公衆の用に供されている電気通信回線に接

続することにより，当該装置に入力される情報を受信者

からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置

は，これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信

する機能しか有しない場合であっても，当該装置を用い

て行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは，

自動公衆送信装置に当たるというべきである。そして，

その主体は，当該装置が受信者からの求めに応じ情報を

自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行

う者と解するのが相当であり，当該装置が公衆の用に供

されている電気通信回線に接続しており，これに継続的

に情報が入力されている場合には，当該装置に情報を入

力する者が送信の主体であると解するのが相当である。

従って，運営会社の仕組みでは，運営会社が送信主体

で，利用者は不特定多数の公衆にあたり，公衆送信権と

送信可能化権を侵害していると判示した。

■ 口蹄疫税制特例法 　 　

■ 番組ネット転送訴訟 　 　
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　東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案が，

平成22年12月15日可決され，平成22年12月22日公布され

た。平成23年７月１日に施行される（ただし，都の責務

など一部の規定については平成23年１月１日又は４月１

日）。

　現行の条例では，性的刺激が必ずしも強くない図書類

のうち，強姦や児童売春など違法な行為が，社会的に認

められているかのように描いた作品を一般書棚に陳列し

ている場合は規制の対象とならない。

　そこで，青少年の健全な育成を図るため，インター

ネット利用環境の整備等に関する規定及び図書類等の青

少年への販売等の制限に関する規定等を整備するととも

に，児童ポルノの根絶等に係る都の責務等に関する規定

を設ける必要があるとして，東京都青少年の健全な育成

に関する条例の一部を改正したものである。

　主な改正内容は，次の通りである。

　インターネット利用環境の整備等について以下のよう

な改正を行った。すなわち，第一に，携帯電話等の推奨

制度の創設を行った。第二に，フィルタリングの実効性

の向上を規定した。第三に，フィルタリングを解除する

場合の手続の厳格化を規定した。第四に，青少年のイン

ターネット利用に係る保護者等の責務を規定した。

　また，図書類等の青少年への販売等の制限（区分陳

列）について，以下のような改正を行った。すなわち，

第一に，著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為

（以下「性交等」という。）を，著しく不当に賛美・誇張

するように描写する漫画等の不健全図書指定等を規定し

た。第二に，累回にわたり不健全図書指定を受けた事業

者等に対する勧告・公表を規定した。

　さらに，児童ポルノの根絶等について規定した。すな

わち，第一に，児童ポルノの根絶等に向けた都の責務等

を規定した。第二に，児童ポルノ及びいわゆるジュニア

アイドル誌等に係る保護者等の責務を規定した。

　本条例の改正については，定義は曖昧不明確であっ

て，結局は正当な表現の自由を侵害するおそれがある，

条例制定権の限界を超える疑いもある，青少年と保護者

との対話などを通じて醸成が期待される青少年の情報リ

テラシーの育成を阻害する方策は採るべきではない等と

する日本弁護士連合会からの反対意見も出される等，議

論を呼んでいる。また，東京国際アニメフェア2011への

出展をとりやめる動きも一部に出てきている。

　このような，創作活動の萎縮を懸念する漫画家や出版

業界等に配慮して，今回の可決に際して，条例の慎重な

運用を都に求める付帯決議がつけられた。今後の動き

が，注目される。

　日本銀行の金融政策運営の基本方針（金融市場調節方

針）は，政策委員会の「金融政策決定会合」と呼ばれる

会合で決定が行われている。2011年１月25日の会合で，

日本銀行は，景気は現在「足踏み状態」にあり，緩やか

な回復基調に戻るとする従来の見方を維持した。また，

2012年度にかけての経済成長率の見通しは，小幅な修正

にとどめ，物価は2011年度から上昇に転じるという見通

しを変えず，当面の金融政策も「現状維持」とした。日

本銀行は今回の会合で，毎年４月と10月に公表している

「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」の中間評価を

実施した。その結果，2010年度の実質国内総生産（ＧＤ

Ｐ）の成長率は，昨年10月時点に予想した前年度比

2.1％から同3.3％に上方修正した。一方，2011年度の成

長率は，同1.8％の見通しから同1.6％へとやや下方修正

した。また，消費者物価指数（生鮮食品を除く）につい

て，2010年度は同マイナス0.4％となる予想を，マイナ

ス0.3％に修正。2011年度に同プラス0.1％になるとの予

測をプラス0.3％に引き上げた。当面の金融政策につい

ては，政策金利（金融機関同士が無担保で翌日返済する

取引の金利）の誘導目標を年０～ 0.1％とする事実上の

「ゼロ金利政策」の継続を決定し，国債や社債といった

資産の買い入れなどをする「基金」の総額も35兆円で維

持した。なお，２月15日の同会合においても先行き見通

しとして，わが国経済は，景気改善テンポの鈍化した状

況から脱し，緩やかな回復経路に復していくという見解

を示し，物価面では引き続き，消費者物価の前年比下落

幅は縮小していくとし，リスク要因では，景気について

上振れ要因として，旺盛な内需や海外からの資本流入を

受けた新興国・資源国の経済の強まりなどがあるとし

た。一方，下振れ要因としては，引き続き，米欧経済の

先行きや国際金融市場の動向を巡る不確実性があり，物

価面では，新興国・資源国の高成長を背景とした国際商

品市況の一段の上昇により，わが国の物価が上振れる可

能性がある一方，中長期的な予想物価上昇率の低下など

により，物価上昇率が下振れるリスクもあるという。日

本銀行は，日本経済がデフレから脱却し，物価安定のも

とでの持続的成長経路に復帰するために，包括的な金融

緩和政策を通じた強力な金融緩和の推進，金融市場の安

定確保，成長基盤強化の支援という３つの措置を通じ

て，中央銀行としての貢献を粘り強く続けていくとして

いる。

■ 東京都青少年の健全な育成に関する条例 　 　

■ 日銀ゼロ金利政策 　 　
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　23年３月現在，中東情勢から原油価格の高騰が続いて

いが，価格高騰の波は，穀物や非鉄・金属など，あらゆ

る国際商品に及び，歴史的な高値で推移している。

　指標となるシカゴ市場の昨年６月末から今年１月末ま

での上昇率をみると，トウモロコシが約２倍になったほ

か，小麦は約９割，大豆は約5割高くなった。さらに，

ニューヨーク市場の砂糖先物価格は昨年５月比で２倍

と，約30年ぶりの高値水準にある。綿花も２倍強に達

し，コーヒー豆も約7割近く上昇した。

　これは，中国など新興国の需要が拡大する中で，産地

の天候不順で供給不安が高まったことが背景にある。そ

こに世界的な金融緩和で膨らんだ投機マネーが商品市場

に流れ込み，値上がりを加速させているものと思われ

る。

　農林水産省が２月18日発表した世界の食料需給見通し

では，20年の穀物価格は08年比で24 ～ 35％上昇すると

分析している。つまり，「新興国や途上国の消費の伸び

やバイオ燃料需要に増産が追い付かず，食料不足傾向は

強まることで，長期的に価格上昇は続く」との見通しで

ある。

　世界経済は今，先進国が低成長でデフレ，新興国が高

成長でインフレ，という二極分化が進んでおり，デフレ

が進む先進国でも最近，インフレ率は上昇傾向にある。

　円高が進む日本では，輸入物価の高騰は比較的抑えら

れているが，それでも大幅に上昇した品目では企業が最

終価格に転嫁する動きも一部出始めた。

　輸入小麦の政府売り渡し価格も４月から主要５銘柄平

均で18％引き上げられる見通しで，パンやうどんの値上

げにつながる可能性がある。食用油メーカー各社も，す

でに製品価格の値上げに踏み切っているところもある。

　内閣府の試算では，経済全体で見た需要と潜在的な供

給力の差を示す「需給ギャップ」は，昨年10 ～ 12月期

時点でも，なお年20兆円に上り，需給ギャップの解消に

は程遠いと見られている。

　08年秋のリーマン・ショック以降，日本経済も徐々に

回復基調ではあるが，現在のように，中東や北アフリカ

の政変から，混乱が世界的に広がったり長引いたりすれ

ば，原油価格の高騰も長期化し，同時に新興国を牽引役

としてきた世界経済の回復シナリオが揺らぐ懸念が高ま

るものと思われる。

　日本において2004年ごろから登場し始めたSNSは，

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social 

Networking Service）の略で，2003年ごろ米国で誕生

したコミュニティ型のインターネットのサービスであ

る。参加するユーザーが互いに自分の趣味，好み，友

人，社会生活などのことを公開しあったりしながら，人

と人とのつながりの促進・サポートを電子化するサービ

スであると言われている。

　SNSで提供されている主な機能としては，自分のプ

ロフィールや写真を公開する機能や，新しくできた「友

人」を登録するアドレス帳の機能，友人に別の友人を紹

介する機能，会員や友人のみに公開を制限できる日記帳

の機能，友人間でのメッセージ交換に使う掲示板の機能

などがある。

　SNSの中には，人のつながりを重視して，既存の参

加者から招待されると参加できるというシステムになっ

ているサービスが多いが，最近では，誰でも自由に参加

できるサービスも増えている。 また，有料のサービス

もあるが，多くは無料のサービスとなっており，サイト

内に掲載される広告や，友人に本やCDなどの商品を推

薦する機能を設け，そこから上がる売上の一部を紹介料

として徴収するという収益モデルになっている。

　代表的なSNSとしては，草分け的存在のフレンドス

ターや，マイスペース，フェイスブックなどがある。

フェイスブックは，2007年に大学生を中心としたサービ

スから，広くすべての人々に開放されて2008年にマイス

ペースを抜き去り，世界一のSNSになった。また，

フェイスブックは，現在，世界70カ国語以上に対応して

おり，利用者の７割はアメリカ以外の居住者であると言

われている。一方，日本においては，日本最初のSNS

と言われるグリ－や，会員数500万人を超え社会現象と

もなったミクシィなどがある。

　SNSは，社会におけるつながりの希薄化が懸念され

る中で，人と人をつなげるというプラス面をもっている

反面，プライバシーが漏洩される可能性があるというマ

イナス面をも持ち合わせている。SNSの利用者は実名で

登録した場合が多いため，自分の過去や，友達との付き

合い状態などが，知られたくない人に知られてしまう可

能性がある。また，仲間はずれや，いじめ，詐欺などの

不祥事が起きる可能性も見られる。そのため，SNSに不

安を感じる人が増えている。しかし，SNSは人々のコ

ミュニケーションに欠かせないツールになってきてお

り，SNSの利用の流れを止めることはできない。今後，

SNSに，セキュリティーの強化や，プライバシーにつ

いての細かい設定などによって，プライバシー保護が求

められる。

■ インフレ懸念 　 　

■ SNS 　 　
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　第16回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP16）

は，地球温暖化ガスの主要排出国である米中などが加わ

る2013年以降の新たな地球温暖化対策の枠組み「ポスト

京都議定書」の早期策定を目指す決議「カンクン合意」

を採択し，閉幕した。

　「カンクン合意」の骨子は，約200カ国が，産業化以前

の水準からの気温上昇を摂氏２度以内に抑える目標を設

定や地球温暖化で生じる被害への対策を進める「カンク

ン適応枠組み」，新興国や途上国が2020年に地球温暖化

対策をとらない場合と比較して地球温暖化ガス排出量を

減らすといった目標や途上国支援へグリーン気候基金

（2020年まで途上国支援で年間1000億ドルを調達し，熱

帯雨林保護やクリーンエネルギー技術にあてる）の設立

などの内容であった。しかし，地球温暖化ガス削減に関

する具体的協議は来年に持ち越された。また，京都議定

書の延長は，回避されたものの，協議は続けられること

になった。各国は，「ポスト京都議定書」で合意を目指

すが，米中などを含めた枠組みを作れるかは依然，不透

明な状態にある。現在の京都議定書の枠組みは2012年で

期限が切れるため，延長もせず13年以降の国際枠組みも

決められないと空白期間が生じるが，これを避けるに

は，2011年末に南アフリカのダーバンで開催される

COP17で最終決着を図る必要がある。なお，COP16で

は，COP17に向けて「ポスト京都議定書」につながる

原案文書と「ポスト京都議定書」の枠組みができなかっ

た場合の京都議定書延長案文書といった２つの文書をと

りあえず採択した。「ポスト京都議定書」には，現行の

京都議定書とは違い米中など温暖化ガスの主要排出国も

参加するのが前提だが，一方で京都議定書の延長案は，

米中が参加しない現行の京都議定書に沿って，日欧など

だけが，削減義務を負う枠組みで，17年または20年まで

の義務的な削減目標を設定する内容となっている。日本

は主要排出国が参加する「ポスト京都議定書」の設定を

主張し，京都議定書延長案には反対しているが，途上国

は延長を支持し，欧州連合（EU）も条件付きで延長受

け入れを表明。対立は解消せずCOP17に持ち越されて

いる。

　2011年２月22日12時51分に，マグニチュード6.3の地

震がニュージーランド南東最大の都市，クライスト

チャーチ市（人口約35万人）を襲った。今回の地震は，

震源が同市の北北西５キロメートルと中心部のほぼ直下

で，深さが５キロメートルと浅い，直下型地震であっ

た。また，昨年９月に，同市から西へ約40キロメートル

離れた地点を震源とするマグニチュード7.0の地震が起

きたが，その余震と見られている。

　今回の地震は，昨年の地震より規模が小さく，また比

較的中規模にもかかわらず，多数の死傷者や建物が倒壊

する甚大な被害をもたらした。死者･行方不明者総数が，

地元警察当局による３月８日の発表によれば，181人に

のぼる。また，被害総額が，ニュージーランド政府によ

る３月６日の発表によれば，150億ニュージーランドド

ル（約9117億円）にのぼる。被害総額の内訳は，一般住

宅の被害が90億ドル，商業ビルの被害が30億ドルと見込

まれている。

　このような大きな被害に見舞われたのは，①未知の断

層で起きた震源が浅い直下型地震であったこと，②堆積

層の軟弱地盤とあったこと，③古い建物が多かったこと

などの条件が重なったことが原因であると見られてい

る。

　それぞれの要因について概観していくと，まず，未知

の断層についてであるが，昨年９月に地震が起こるまで

は，同市周辺では４千年以上地震が起きておらず，断層

がないと考えられていた。専門家は，「ニュージーラン

ドは世界でも断層研究が最も進んでいる国の一つだが，

それでも未発見の断層があったということは，日本でも

教訓になる。」と指摘している。また，震源が浅い直下

型地震であったため，揺れの強さを示す最大加速度は阪

神・淡路大震災の値818ガルを超えたといわれている。

　ついで，地盤の悪さについてであるが，同市は，蛇行

するエイボン川が運んだ泥や砂が堆積してできた軟弱地

盤の平野にあるため，地震波が増幅されたと推測されて

いる。また，被災地がもともと沼地であったことから，

所々が液状化によって冠水した。

　最後に，建物の倒壊についてであるが，ニュージーラ

ンドは，日本同様，地震が活発な環太平洋変動帯に位置

しているため，耐震の基準や技術の先進国とされてき

た。しかし，同市では，70年代に整備された耐震基準に

対応していない古い建物が倒壊したと見られている。19

世紀後半にできた同市には，レンガや石造りの古い建物

が多いが，昨年の地震発生までは，地震の危険度が低い

地域と考えられていたため，耐震補強が積極的に進めら

れていなかったといわれている。しかし，昨年の地震

で，建物の被害が大きかったことから，現行の耐震基準

が導入された70代以前に建てられた，耐震性が足りない

建物を対象に，法的規制と所有者への助成制度を組み合

わせた対策が打ち出された矢先であった。

　これまでの情報から，未知の断層への備えとして，古

い建物の耐震改修などをより一層進める必要があること

を改めて学ぶことができる。

■ 第16回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP16） 　 　

■ ニュージーランド地震 　 　
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　平成22年10月１日に実施された国勢調査による神戸市

の人口総数は，1,544,873人となり，前回平成17年国勢

調査の結果と比べると，19,480人，1.3％増加した。

　世帯数は，684,277世帯，前回の結果と比べると40,926

世帯，6.4％増加し，１世帯あたりの人員は2.26人となっ

た。 人口増減の推移を見ると，神戸市の人口は，戦後

一貫して増加傾向にあったが，平成７年調査では，阪

神・淡路大震災の影響で平成２年調査と比べ人口が減少

した。平成７年調査から平成12年調査の間は，人口も

4.9％と大幅増となったが平成12年から平成17年調査の

間は，2.1％増加にとどまった。平成17年調査から今回

調査の間は，引き続き人口の増加を続けたが，増加幅は

さらに縮小し，19,480人，1.3％の増となった。

　区別の状況は，東灘区，灘区，中央区，兵庫区，西区

では前回調査に引き続き人口増加がみられたが，北区に

おいては前回調査とほぼ横ばいであり，長田区，須磨

区，垂水区は引き続き人口減少基調にある。

　なお，世帯数は，すべての区で増加となった。区別人

口の推移を見て行くと東灘区，灘区では，平成12年調査

から平成17年調査の５年間で，６％を超える人口増加が

見られたが，平成17年から平成22年においては東灘区で

4,470人，2.2％増，灘区で5,449人，4.3％増となり増加

幅は縮小した。また，中央区では，前回調査同様の人口

の増加がみられ，9,797人，8.4％増となった。前回調査

では，ほぼ横ばいであった兵庫区は1,354人，1.3％増と

なった。減少傾向にある長田区，須磨区，垂水区の３区

については長田区△2,114人，2.0％減，須磨区△4,081人，

2.4％減，垂水区△2,228人，1.0％減となった。北区にお

いては1,058人，0.5％増，西区においては5,775人，2.4％

増となった。区別人口割合では，市内の人口増減の結

果，平成22年における各区の人口シェアは，引き続き，

西区（平成22年16.1％，平成17年16.0％）が最大となっ

た。区別による割合の変化はあるものの，全市における

区の割合順位は平成17年調査と同じである。区別世帯数

及び世帯人員の推移を見ると，世帯数は，684,277世帯

となり平成17年調査に比べ，6.4％の増加となった。ま

た，全ての区で増加となった。平均世帯人員は2.26人

で，平成17年調査の2.37人からさらに減少した。北区，

西区では，2.63人，2.65人と比較的世帯人員は多い。世

帯人員が最少の中央区1.71人に続き，兵庫区でも1.90人

と２人を割り込んだ。

　神戸の都心・ウォーターフロントは，緑豊かな六甲山

の山並みと，穏やかな瀬戸内海に囲まれ，恵まれた自然

環境のもとで，これまでの神戸の発展を牽引してきた中

心的な地域である。

　しかし，近年のコンテナ船の大型化に伴う港湾物流の

変革に対応すべく物流活動の場が，ポートアイランドや

六甲アイランドなど沖合へと移った結果，かつての沿岸

のウォーターフロントのあり方が問われており，これは

海外でも主要な港が共通してもつ課題でもある。

　神戸が，今後も都市間競争に負けない選ばれる都市と

して持続的に発展していくためには，この都心・ウォー

ターフロントを如何に神戸型の魅力・活力あるまちに再

生できるかが重要な課題となっている。

　現在は，人口が減少する傾向にあり，また個人の消費

志向をはじめ価値観が多様化し，一方でグローバルに経

済や人が動く中で，大量消費社会・効率化優先社会から

人々の心のあり方や豊かさが重視される時代へ移行しつ

つある。

　このような時代の動きをふまえ，都心・ウォーターフ

ロントは，神戸市の創造都市戦略「デザイン都市・神

戸」を具現化するリーディングエリアとして，人を中心

とした新たな意味での“港都”を創生する必要がある。

そこでは，緑に満ちた美しいまちの景観や，知性・感性

を豊かにし，文化性が高く，活動的な生活環境が提供さ

れ，それらが身近に港を感じられる開放性の中に存在し

ているような環境の中で職・住・学・遊など様々な面で

クリエイティブな活動が展開するまちをめざしていく。

　「港都 神戸」グランドデザインは，このような都心・

ウォーターフロントをめざして，概ね20 ～ 30年後の将

来構想を描いたものであり，平成21年の都心・ウォー

ターフロント研究会からの提言を受け，平成22年度の

「港都 神戸」グランドデザイン検討委員会での検討を経

て策定するものである。 既に，都心・ウォーターフロ

ントに関しては，眺望景観に関するルールづくりや旧神

戸生糸検査所の（仮称）デザインクリエイティブセン

ター KOBE への転活用など「港都 神戸」をめざした取

り組みは一部で始まっているが，景観一つを捉まえても

容易にわかるように，まちづくりは一朝一夕にはできな

い。都心・ウォーターフロントに関わる市民・大学等・

事業者・行政が，共有するまちづくりの目標を掲げ，共

に協力して長期間にわたり継続的に取り組むことによっ

て，はじめて実現するものである。都心・ウォーターフ

ロントが，市民の誇りとなり，魅力・活力に満ちあふれ

るものとなることをめざしていく。

■ 平成22年国勢調査結果（神戸市） 　 　

■ 「港都 神戸」グランドデザイン 　 　
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　わが国は，出生率の低下と平均寿命の伸びにより少

子・超高齢化が進行するとともに，2005年以降人口減少

局面を迎えており，神戸市においても人口の自然減少が

始まり，将来的には市全体の人口も減少することが予想

されている。

　このような状況において，都市の活性化を図っていく

ためには交流人口の増加が不可欠となる。

　そこで，豊かな自然やまちが持つ魅力を活かしながら

広く発信することにより，交流人口の増加に重要な役割

を担う観光やコンベンションを振興するため，神戸観光

プランが策定された。

　このプランの目指すべき姿は，人が集い，交流し，魅

力あふれる「観光交流都市」である。

　それを実現するための基本方針は，観光を通じた総合

的なまちづくり。宿泊，飲食，運輸，レジャーなど直接

消費される分野だけでなく，それらを通じた雇用の創出

など域外需要の取り込みによる地域経済の活性化や来訪

者との交流による地域の文化，歴史等の相互理解の促

進，わがまちを愛する心の醸成などにより，神戸全体の

活性化につなげていくものである。

　計画期間は，2011年度（平成23年度）～ 2015年度（平

成27年度）とし，観光入込客数，外国人旅行者数，宿泊

者数（延べ人数），国際会議開催件数，旅行者満足度と

いった2015年の目標数値を設定している。

　本プランは，神戸観光アクションプラン（平成16年２

月策定）の後継計画として位置づけられ，施策実施にあ

たっては，本市のマスタープランである「神戸づくりの

指針」や「神戸2015 ビジョン」と連携・相互補完しな

がら着実に進めることとしている。

　重点施策としては，１.コンベンションを核とする 

MICE 誘致の推進，２.国際観光の推進，３.周遊と滞在

につながる観光の推進の３つを挙げている。防災・医療

など神戸ならではのコンベンション誘致や魅力的なプロ

グラムの提供，和の体験や食・夜景など外国人が魅力を

感じる資源の活用，観光資源のネットワーク化や交通イ

ンフラの充実などにより，戦略的な観光客誘致を進めて

いく。

　また，基本施策として，オンリーワン観光資源の充実

や神戸発の着地型観光など「神戸ならではの観光の推

進」，対象者に応じた情報発信や多様な情報発信手段の

活用など「情報発信の充実」，観光案内機能の充実やお

もてなし人材の育成など「おもてなしの充実」に取り組

んでいく。

　なお，推進体制については，市民，大学等，事業者，

行政が適切な役割分担のもと，それぞれの主体が役割を

果たすとともに，連携しながら進めていく。

　神戸市の新長田南地区では，同地区出身の漫画家横山

光輝氏の作品「鉄人28号」と「三国志」を活用した，地元

主導による地域活性化事業「KOBE 鉄人 PROJECT」に

より，まちのにぎわいづくりが進められている。その事業

による街のランドマーク「鉄人28号モニュメント」が，平

成21年９月末に震災復興のシンボルとして完成して以降，

400万人を超える来街者により，街に活気が戻っている。

　そして同地区では，三国志が持つ魅力を活用したさらな

るにぎわいづくりを進めており，三国志武将の石像やバ

ナーの整備，イベントの開催，地元商店主による「三国志

なりきり隊」の結成，接客・演出などによって「三国志の

まち」としての周知も確立しつつある。

　神戸市は三国志のまちづくりの拠点となる体験・展示施

設「KOBE 三国志ガーデン」を整備し，平成23年３月19

日に再開発ビルのアスタくにづか５番館２階にオープンし

た。整備費用は宝くじ協会助成金の１億40百万円で，運営

は，「NPO 法人 KOBE 鉄人 PROJECT」が行う。全体

規模は1,600㎡，三国時代の城門をイメージした大正筋商

店街沿いのメインゲートをくぐれば，ジオラマ館，交流館，

体験館，庭園の三国志の世界が広がる。

　ジオラマ館は，三国志の名場面を紹介する世界最大級

の巨大ジオラマの他，オリジナルアニメーションの上映，

中国成都武侯祠博物館や映画「レッドクリフ」の衣装・小

道具等の展示，IT体験学習コーナーなどを設置。交流館

は，三国志の登場人物の衣装を着て武将や女官になりき

れるコスプレコーナーと撮影セットの他，セミナーやサロ

ンとして利用できる。体験館は，射的などのゲームや京劇

の面の絵付け体験を楽しみながら物語を学んだり武将の

気分を味わえる。また，庭園では，「桃園の誓い」，「七星

壇」，「五丈原」という三国志の序盤・中盤・終盤の各名

シーンで記念撮影ができる（ジオラマ館は有料。その他は

無料，但し衣装貸出・ゲームなどは有料）。

　三国志は多くの逸話やエピソードがあり，「三顧の礼」

や「破竹の勢い」などは現代社会でも使われている言葉

でもあり，三国志は，小説，映画，ゲームなど，裾野が広

く世代を超えて親しまれている。したがって「KOBE三国

志ガーデン」は，三国志ファンのみならず子供から大人ま

で幅広い層が楽しめる施設として，新たな観光・集客拠点

となるであろう。

　また，地元商店街では「三国志大作戦・一店一宝運動」

など新たな商品開発や販促・おもてなしセールなどが始

まったほか，最寄駅の地下鉄海岸線駒ケ林駅の副駅名が

「三国志の街」に決まった。

　同地区では，国道以北の「鉄人28号モニュメント」と並

び，国道以南に「KOBE三国志ガーデン」が誕生したこと

により，エリア全体の回遊性が高まり，地域のより一層の

活性化が図られるとともに，市内にある南京町や関帝廟，

孫文記念館など中国文化の関連施設にまた一つ新たな観

光・集客資源が加わることで，市内全体の街の魅力アップ

につながるものと期待されている。

■ 神戸観光プラン 　 　

■ KOBE三国志ガーデン 　 　



82
・

83
・

１　はじめに

　神戸市では1965年以来，これまで４次にわたって基本計画を策定し，計画的な行政運営に努めてきまし

た。阪神・淡路大震災による未曾有の被害を受けた1995年には「第４次神戸市基本計画」に先立ち，「神

戸市復興計画」を策定し，両者をあわせて実行することで，震災からの速やかな復興と，21世紀という新

たな時代にふさわしい都市づくりを進めてきました。さらに震災から10年が経過した2005年には，それま

での復興の歩みをふまえて，「神戸2010ビジョン」を策定し，「豊かさ創造都市」の実現をめざしてきまし

た。「神戸2010ビジョン」については概ね目標を達成できましたが，少子・超高齢化の急速な進行や，激

しい国際競争など，神戸を取り巻く社会経済状況は一層厳しさを増しています。

　（神戸市の基本構想・基本計画の策定経緯）

1965年～

（昭和40年）

1974年～

（昭和49年）

1986年～

（昭和61年）

1993年～

（平成５年）

2011年～

（平成23年）

基本構想 人間都市神戸の基本構想

1974年（昭和49年）策定

新・神戸市基本構想

1993年（平成５年）策定

基本計画

・区別計画

〈第１次〉

神戸市総合基本計

画

1965年（昭和40年）

策定

〈第２次〉

人間都市神戸の基

本計画

1976年（昭和51年）

策定

〈第３次〉

人間都市神戸の基

本計画（改定）

1986年（昭和61年）

策定

〈第４次〉

第４次神戸市基本

計画

1995年（平成７年）

策定

区別計画

1996年（平成８年）

策定

〈第５次〉

第５次神戸市基本

計画

2011年（平成23年）

策定

・神戸づくりの指針

・神戸2015ビジョン

・各区計画

中期計画 神戸市生活環境基準　　　　　　　神戸市都市環境基準

　新・神戸市生活環境基準　　　　　新・都市環境基準

　　　第３次神戸市生活環境基準

神戸2010ビジョン

2005年（平成17

年）策定

区中期計画

2005年（平成17

年）策定

（基本計画に統合）

基本構想…　市の最高理念であり，21世紀における基本姿勢を市会の議決を経て示したもの。

基本計画…　基本構想に描かれた都市像の実現をめざし，まちづくりの基本的な姿勢を示すもの。

　こうした中，本市はこれからのまちづくりのあり方を定める基本計画（マスタープラン）として，足か

け３年にわたる検討を経て，平成23年２月８日に「第5次神戸市基本計画」を策定・公表しました。

　「第５次神戸市基本計画」は，次の３つの計画から構成されます。

第５次神戸市基本計画（概要）

行政資料

平成23年４月

神戸市企画調整局
［問い合わせ先：総合計画課　078－322－5030］
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①「神戸づくりの指針」－2025年（平成37年）に向けた長期的な神戸づくりの方向性を示す指針

②「神戸2015ビジョン」－2015年度（平成27年度）を目標年次とする５年間の実行計画

③「各区計画」　　　　 －2025年（平成37年）に向けた区の将来像と2015年度（平成27年度）を目標年次

とする５年間の計画

　（計画概念図）

　策定にあたっては，各分野で活躍されている市民や学識経験者などにご参加いただいた「神戸市総合基

本計画審議会（委員総数89名  会長：新野幸次郎 神戸大学名誉教授）が中心となり原案の作成を行ったほ

か，市民意見募集，市民ワークショップ，大学生からの提言募集，小学生の作文募集など様々な協働と参

画の手法により，市民の皆様の意見を反映しながら進めてきました。

（策定までの経緯）

審議会など 市民参画

20年７月　「神戸市次期基本計画のあり方懇話会」設置・

懇話会①

　　８月　懇話会②

　　９月　懇話会③

　　10月　懇話会④

　　11月　懇話会報告書提出

20年６月　市民ワークショップ①

　　９月　市民ワークショップ②

　　11月　市民ワークショップ③

　　12月　懇話会報告書に対する意見募集

21年２月　「神戸市総合基本計画の策定方針」発表

　　３月～区民まちづくり会議での検討（～ 22年度）

21年１月～区民アンケートの実施

　　２月～大学生からの提言募集

21年７月　「神戸市総合基本計画審議会」設置・総会①

　  委員数89名（学識経験者，民間団体代表者，実践者，
　[　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]　  市会議員，市政アドバイザー）

21年６月～小学生の作文募集

　　７月～各区シンポジウムの開催

　　７月　「中高生しゃべりばwith神戸市長」の開催
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　　８月　都市空間部会①，活力・魅力部会①

　　９月　市民生活部会①，都市空間部会②

　　10月　都市空間部会③，活力・魅力部会②，市民生

活部会②・③

　　11月　活力・魅力部会③

　　12月　調整部会

22年２月　総会②

　　３月　都市空間部会④，市民生活部会④，活力・魅

力部会④

　　７月　中学生による「子ども議会」の開催

　　８月　広報紙特別号による市民意見募集

　　10月～各種団体へのヒアリング

22年４月　総会③

　　５月　重点施策計画検討部会①

　　７月　重点施策計画検討部会②

　　９月　重点施策計画検討部会③

　　10月　重点施策計画検討部会④

　　11月　総会④，⑤

23年１月　総会⑥

　　２月　審議会から市長への答申

　　　　　策定・公表

22年５月～「神戸づくりの指針　中間とりまとめ」に対

する市民意見募集

　　９月　市民ワークショップの実施

　　12月～ 23年１月

　　　　　基本計画原案に対する市民意見募集

　この第５次神戸市基本計画では，これからのまちづくりの姿として，協働と参画をさらに発展的に進め

『協創（きょうそう）』をめざすこととしています。すなわち，これからの神戸にとって最も大切なのは

「ひと」であり，「ひと（人）」を「たから（財）」としてとらえ，多様な「人財」が集まり，交流し，活躍

できるまちをつくるとともに，「人財」のきずなを深めながら，協働と参画を発展的に推進することで，「ひ

と」を「たから」として新たな豊かさをともに創造していこうというものです。今後，この「協創」の理

念のもと，これまで以上に魅力あふれる神戸のまちを，市民とともにつくってまいります。
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２．神戸づくりの指針
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 神戸を取り巻く社会・経済の動き 

　①少子・超高齢化の進行

　　・長期的には人口減少に転じるとともに，急速な高齢化の進行が予測されている

　　【神戸市の人口動向】

1990年（平成２年） 2005年（平成17年） 2025年（平成37年）推計

75歳以上 6.8万人（ 4.6％） 13.2万人（ 8.7％） 28.0万人（19.1％）

65 ～ 74歳 10.1万人（ 6.9％） 17.3万人（11.4％） 17.7万人（12.0％）

15 ～ 64歳 104.0万人（70.4％） 101.6万人（66.6％） 87.2万人（59.5％）

０～ 15歳 25.7万人（17.4％） 20.0万人（13.1％） 13.8万人（ 9.4％）

全市人口 147.7万人 152.5万人 146.7万人

　　注） 1990年，2005年は国勢調査，2025年は国立社会保障・人口問題研究所による推計値（中位推計）。

　　　　2005年までの全市人口には年齢不詳を含むため，内訳の合計と一致しない。

　②グローバル化する社会・経済

　　・グローバル化の進展は，経済における日本の相対的地位の低下や市民生活の不安定化の一要因と

なっている

　③地球温暖化防止の取り組み

　　・地球的課題である温室効果ガス排出削減の取り組みが，神戸においても喫緊の課題となっている

　④地域主権改革・指定都市制度の課題

　　・現在の指定都市の持つ税財源や権限が十分ではなく，地域主権の実現に向けた権限と税源の移譲に

向けた取り組みが必要となっている

 現状から見えてくること 

　　・少子・超高齢化等に対応し，神戸の活力を維持・向上するための取り組みの推進による人口の社会

増・自然増の促進

　　・関西における都市間連携の一層の強化によるメガ・リージョンの形成

　　・一人ひとりの生活や都市構造・産業構造の転換による低炭素社会の実現

 神戸のめざす都市像と神戸づくりの視点 

　(1)　創造都市（デザイン都市）の実現

　　・神戸のまちが持つ魅力や資源，協働と参画による震災復興の取り組みなどを活かし，デザインの視

点で磨きをかけ，くらしを豊かにし経済を活性化させる創造都市（デザイン都市）を推進する

　(2)　神戸づくりの視点

　①　市民の視点：市民ひとりひとりが能力を発揮するまち

　　・年齢・性別・身体の状況・国籍等に関わらず，それぞれの持つ能力を発揮し支えあうまちをめざす

　②　地域の視点：人と人とのつながりを活かし地域が主体となるまち

　　・地域における課題を協働で解決するため，地域が主体となったまちづくりを進める

　③　広域的な視点：新たな価値を創造し世界へ発信するまち

　　・国内外の多様な人材が集積し交流・融合することで新たな価値を創出するとともに，グローバル化

に対応するためのメガ・リージョンを形成する

むすび

「ひと」を「たから」とし，新たな豊かさをともに創造する（協創）
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３．神戸 2015 ビジョン

　○2011（平成23）年度～ 2015（平成27）年度までの５年間で実施する新しい取り組みや，これまで以

上に拡充する取り組みを中心とした具体的な実行計画として策定。

　○行政として着実に実施していくべき基礎的・基本的かつ重要な事業を着実に行っていくことを前提と

したうえで，市民のいのちやくらしを守り，将来の神戸の成長・発展のため５年間で特に注力すべき

施策を「重点施策」として位置づける。

　○事業ごとに５年間の目標・スケジュールを明確化し，PDCAサイクルにより着実な進行管理を行う。
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 テーマ１　くらしをまもる 

　急速な少子・超高齢化や，グローバル化に伴う就労環境の変化などを克服し，すべての人がくらしの基

盤を安定させるため，福祉のセーフティネットや医療，住まい等の充実，働く場の確保などの様々な取り

組みを推進し，相互の連関を図る。

重点施策 事業内容

(1) 安心できる地域生活の実現 ① 地域福祉の支援者間の重層的ネットワークと連携機能の

強化

② ワンストップサービス機能の構築

③ 地域との協働による見守りシステムの充実

④ 一人ぐらしの高齢者等の権利擁護事業の拡充

⑤ 女性に対する暴力の根絶推進

⑥ 住宅セーフティネットの構築

⑦ 消費者問題への対応強化

(2) 新たなつながりによる支えあいの推進 ① ちょっとボランティア運動の推進

② NPOや社会的企業などによる支えあい

(3) 働く場の確保 ① ２万人雇用の創出

② 就業の促進（神戸ワーク・ネットワーク）

(4) 障がい者の自立と社会参画の推進 ① 障がい者の相談支援体制の充実

② 施設や精神科病院から地域生活への移行，定着支援

③ 障がい者就労支援の充実

(5) 市民の主体的な健康づくりの推進 ① 健康診査やがんなどの各種検診の受診率向上

② 受動喫煙防止対策の推進

③「健康を楽しむまちづくり」の推進における神戸医療産

業都市構想の成果の活用

・「地域福祉ネットワーカー（仮称）」の活動等を通じて，多様な関係機関・関係者の分野

を越えた地域福祉の重層的ネットワークが構築されることで，複合的な課題を抱えた市

民が適切なサービスを受けられる取り組みが進んでいます。

・市民が地域福祉センターなどの身近な場所で必要な福祉情報を得られ，軽度な困りごと

について助け合い，また多様な機関が連携して途切れずに専門的支援を行う「ワンス

トップサービス機能」の構築が進んでいます。

・2010年度～ 13年度の４年間で２万人雇用を達成し，続く２年間でさらなる雇用創出を続

けています。

・障がい者の支援体制については，発達障害者相談窓口が４か所から14か所に，就労推進

センターが４か所から６か所にそれぞれ拡充され，就労支援ネットワークについても一

層強化されています。

2015年の神戸
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 テーマ２　いのちをまもる 

　震災の最大の教訓である「地域を中心とした人と人のきずな」を活かし，災害に強いまちづくりに取り

組むとともに，新型インフルエンザをはじめとする新たな感染症対策や自殺問題への対応なども含め，市

民のいのちを守るうえで欠かせない施策を総合的に展開する。

重点施策 事業内容

(1) 防災機能の強化 ① 危機管理センターの整備・運営

② 新危機管理情報システム等の整備・運用

③ 消防力の高度化・専門化

④ 企業の自主防火管理体制の強化

⑤ 応急給水活動の拠点整備と地域の取り組みの推進

(2) 震災の教訓の継承・発信 ① 震災関連文書の保存と発信

② 危機管理センターを用いた市民啓発の推進

③ 防災や救急救命を担う人材育成

④ 地域の防災力の向上

(3) 救急医療体制・健康危機管理の充実 ① 持続可能な救急医療体制の構築

② 救急業務の高度化

③ 新たな感染症対策（神戸モデル）の推進

(4) 自殺対策の推進 ① 「神戸いのち大切プラン（仮称）」の推進

② 「自殺予防情報センター（仮称）」の設置・運営

③ かかりつけ医と精神科医の連携の構築

・2012年度に供用開始される「危機管理センター」を拠点として、新危機管理情報システ

ムなどを活用することで、災害などの発生時の初動対応が強化されています。各局室区

の防災組織計画の各業務について、2015年度までに100様式がシステムに登載されてい

ます。

・震災関連文書の保存・発信や、市民防災リーダーの養成（現状9,500人→2015年度13,000

人）、市民救命士の養成（現状42万人→2015年度57万人）、地域の防災力向上などの取り

組みを通じて、震災の教訓の次代への継承や、国の内外への発信が進められています。

・「中央市民病院」や「神戸こども初期急病センター」などの救急拠点機能が充実し、持続

可能な救急医療体制が構築されています。

・2012年度設置予定の「自殺予防情報センター（仮称）」などの活用により、自殺対策が一

層充実されています。
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 テーマ３　新たな活力を生み出す 

　神戸の経済が力強く成長して市民のくらしを支えるため，医療分野や低炭素分野などの成長分野の企業

の集積や，市内企業の新分野への挑戦を進めるとともに，その原動力となる海・空・陸の交通基盤につい

て規制緩和や機能強化などによる充実を図っていく。

重点施策 事業内容

(1) 成長分野の企業集積の促進 ① 企業誘致に関するインセンティブの拡充

② 神戸医療産業都市構想や京速コンピュータ「京」などを

活用した企業集積の推進

③ 低炭素関連分野への進出等の促進

④ コンテンツ産業の集積促進

(2) 新たな分野への挑戦支援 ① KOBEドリームキャッチプロジェクトによる支援拡充

② 政府系金融機関や民間資金による創業支援資金（融資，

投資）の活用

(3) 阪神港国際コンテナ戦略港湾の機能強

化

① 阪神港国際コンテナ戦略港湾の機能強化

(4) 神戸空港の機能強化 ① 路線ネットワークの充実

② 機能充実や規制緩和

(5) 道路ネットワークの充実 ① 主要幹線道路ネットワークの構築

② 利用しやすい有料道路の料金体系の構築

・企業誘致に関するインセンティブの拡充や、総合特区の活用による規制緩和などを通

じ、累計100ha以上の産業用地売却を達成するなど、成長分野の企業集積がさらに加速

し、市民の雇用の場が創出されています。

・ 医療分野や、低炭素社会に貢献するエネルギー分野など、成長分野を中心とした起業・

第二創業が一層促進され、ドリームキャッチプロジェクト認定企業による創業30社、新

規雇用120人が実現しています。

・阪神港における「国際コンテナ戦略港湾総合特区」の実現や、神戸港・大阪港の両埠頭

公社の民営化・経営統合などの取り組みにより、阪神港の外貿コンテナ貨物量は、400

万TEU（2008年実績）から490万TEUに伸びています。さらに神戸空港における路線ネッ

トワークの充実や機能充実、規制緩和などの取り組みや、主要幹線道路ネットワークの

着実な構築も含めて、神戸で新たな活力が生み出される基盤が整えられています。
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 テーマ４　産業を活性化する 

　市民の雇用を確保してくらしを守るため，ものづくり，農漁業，商業など神戸に根づく産業について，

高付加価値化や販路拡大を進め，さらなる活性化を図っていく。

重点施策 事業内容

(1) ものづくりを核とした「売っていく仕

組み」の支援

① 中小企業のマーケティング力の向上

② デザインとブランド力を活かした付加価値の向上

③ ビジネスマッチングによる国内・海外への販路拡大

④ 地元企業等による水・インフラ事業の海外展開への支援

(2) ものづくりの技術向上・人材育成支援 ① 京速コンピュータ「京」などの利活用に取り組む事業者

への支援

② 医療機器開発支援

③ ロボット技術の活用促進

④ 次代のものづくりの人材育成

⑤ 大企業や大学の人材・技術の活用による技術力向上

(3) 農水産業の活性化 ① 地産地消の推進

② 神戸ブランド化の推進

③ 後継者や新規参入者などの人づくりの推進

(4) 商店街・小売市場の活性化 ① 「個店」の魅力発掘による商業活性化

② 集客観光やまちづくりと一体化した都市型商業の魅力向

上

③ 地域住民ニーズ対応型サービスへの支援

・ものづくり分野などの市内中小企業のマーケティング力が高まり、「提案型ものづくり

企業」が着実に増加しています。また神戸ブランドの発信強化やビジネスマッチングな

どを通じて中小企業の国内外での販路拡大のための取り組みが一層進んでいます。

・次世代スーパーコンピュータ（京速コンピュータ「京」）が稼働し、その利活用促進など

により、市内企業の技術向上による高付加価値化に向けた取り組みが進んでいます。

・「こうべ旬菜」の出荷量増加など、農水産物の地産地消が一層進んでいます。また「美味

しいものづくり」など市内農水産物のブランド化に向けた取り組みが進んでいます。

・５年間で累計140店舗がネット出店するなど個店の魅力の発掘・向上が進むとともに、都

心部における集客観光やまちづくりと一体化した都市型商業の魅力向上など、商店街・

小売市場の活性化に向けた取り組みが進んでいます。
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 テーマ５　多様な市民が活躍する 

　市民がお互いに人権を尊重して多様性を認め合う意識をもち，各主体が共通の理解と目標のもと「ユニ

バーサルデザイン（UD）」，すなわち誰もが利用しやすいまちや建物，製品，環境，サービスづくり等に

取り組む。

　またすべての市民が感性を高め，生きがいを持ってくらせる豊かな社会の実現に向けて，文化芸術を活

かした取り組みを進めていく。さらに多様な年齢や世代の市民が日常的にスポーツに取り組める環境づく

りを進める。

重点施策 事業内容

(1) ユニバーサルデザイン（UD）の推進 ① 地域組織をはじめとした市民へのＵＤ普及啓発

② 次期神戸市バリアフリー基本構想の策定・実施

(2) 多様な人が活躍できる土壌づくり ① ワーク・ライフ・バランスの推進

② 女性の活躍推進

③ 高齢者の活躍推進

④ 外国人の活躍推進

⑤ 障がい者の活躍推進

⑥ 若年者の社会的自立の支援

(3) 文化芸術を活かしたまちづくりの推進 ① 市民の文化芸術活動のさらなる充実

② 文化芸術を活かしたまちづくり活動の促進

③ 文化芸術を担う人材の育成

④ 文化施設の機能強化

(4)「する」「みる」「ささえる」スポーツの

振興

① 神戸総合型地域スポーツクラブの充実（「する」スポー

ツ）

② 大規模スポーツイベントの開催（「みる」スポーツ）

③ スポーツボランティアの育成・活用（「ささえる」ス

ポーツ）

・地域団体のUDの視点での取り組み事業の拡大（現状８事業→2015年度67事業）により

組織的な意識啓発の取り組みが進んでいます。また歩道・駅舎・公園などまちのバリア

フリー化のための整備が重点的に進められています。

・年齢、性別、身体の状況などに関わらず多様な人材が能力を発揮でき、都市全体で多様

性が活きるまちづくり（ダイバーシティ・マネジメント）が新たな都市戦略として進め

られています。

・ARTサポーターズ活動の増加（現状1,813件→2015年度2,000件（延べ））など文化芸術創

造のための基盤となる「人づくり」とともに、アート系NPO、ボランティア団体、地域

団体と文化芸術を活かした「まちづくり」が進んでいます。

・神戸マラソン大会をはじめとする大規模スポーツイベントなどの取り組みを通じ、ス

ポーツが一層盛んになっています。
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 テーマ６　次世代市民を育む 

　少子化の進行や家庭・地域の教育力の低下などが懸念される中，妊娠・出産・育児への支援や，保育の

充実，地域と一体となった子育て・教育の支援，児童虐待防止など様々な取り組みを通じて，子育てする家

庭を社会全体で支え，すべての人が安心とゆとりをもって子どもを産み育てることができるまちをめざす。

　そして，豊かなこころの育成や，学校教育の充実，障がいのある子どもへの療育・教育の充実などを一

層進めることにより，生きがいと誇りを持って自らを取り巻く課題に積極的に立ち向かえる子どもたちを

育み，子どもたちの笑顔があふれる神戸のまちをめざす。

重点施策 事業内容

(1) 妊娠・出産・育児への支援 ① 妊娠・出産・育児への不安の解消
② 母子の健康の保持増進

(2) 保育の充実 ① 保育所整備等による待機児童の解消
② 多様な保育サービスの充実
③ 幼保一体化への取り組み
④ 学童保育の充実

(3) 豊かなこころの育成 ① 「次世代のこどもを育む市民会議」
② 「人間関係力向上プログラム」の活用
③ 命を大切にする教育の推進
④ 読書環境の向上
⑤「あいさつ・手伝い運動」の推進

(4) 地域が一体となった子育
て・教育の支援

① 地域子育て支援拠点の拡充
②（仮称）「神戸っ子応援団」事業の推進及び教育・地域連携センター

の活用
③ 「子ども見守り活動隊」の活動推進
④ 青少年の健全育成

(5) 学校教育の充実 ① 確かな学力と意欲の向上
② 健康・体力の増進
③ 特色ある教育の推進
④ 教職員の人材育成や指導力向上
⑤ 幼保一体化への取り組み（再掲）

(6) 障がいのある子どもへの療
育・教育の充実

① 障がい児の療育体制の充実
② 特別支援教育に関する相談・支援体制の充実
③ 複数の障がいに対応できる特別支援学校の整備
④ 特別支援学校における一人ひとりに応じた教育のさらなる推進

(7) 児童虐待防止対策の充実 ① 関係機関の連携
② 発生予防・早期発見のための事業の充実
③ 市民への啓発等
④ 児童養護施設等での心理的・個別ケア，保護者へのカウンセリング

・待機児童解消をめざして保育所定員が拡大（現状19,328人→2015年度21,188人）し、あ
わせて延長保育（3,180人→4,460人）や休日保育（429人→600人）、病児・病後児保育
（８か所→14か所）、学童保育（189か所→230か所）など多様な保育サービスが一層充実
しています。

・「次世代のこどもを育む市民会議」などの取り組みを通じ、社会全体で、子どもに命の大
切さや規範意識などが浸透しつつあります。

・地域子育て支援拠点の拡充（現状15か所→2015年度19か所）など、地域が一体となった
子育て・教育支援が進んでいます。

・独自教材の活用や、教職員の能力向上のための校内研修の充実などを通じて、子どもの
学力や体力などが一層向上しています。

・複数の障がいに対応できる特別支援学校が2013年度までに2か所整備され、一人ひとりの
障がいの特性に応じた教育的支援など障がいのある子どもへの支援が充実しています。

・児童虐待防止のため関係機関の連携が一層強化され、小規模グループケアの拡大（現状
14か所→2015年度21か所）など個別ケアも一層充実しています。
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 テーマ７　安全・安心の基盤を築く 

　高まる災害・危機のリスクに備えるため，学校やすまいをはじめとする各種建築物の耐震化を一層推進

するほか，密集市街地や浸水危険地域における安全性向上の取り組みを進める。さらに社会基盤施設の老

朽化に対応して，計画的な維持・補修・更新を進めることで，都市の安全性を確保する。

重点施策 事業内容

(1) 耐震化の推進 ① 学校施設の耐震化

② すまいの耐震化，家具固定の促進

③ 橋梁の耐震化

④ 上下水道の耐震化

(2) 密集市街地の再生 ① 燃え広がりにくいまちづくりの推進

② 建物が倒壊せず，避難が可能なまちづくりの推進

③ 防災性と地域魅力を向上するまちづくりの推進

(3) 浸水に強いまちづくり ① 都市の浸水対策

② 神戸港の高潮対策

③ 河川の改修

④ 雨水流出抑制施策の推進

(4) 公共施設の長寿命化・計画的更新の推

進

① 橋梁長寿命化修繕計画の確実な運用と見直し

② 水道施設の計画的な更新と機能強化

③ 下水道施設の計画的な改築・更新と機能強化

④ 公園施設長寿命化計画の策定と運用

・今後５年間で小中学校・幼稚園・特別支援学校・高等学校の耐震化を順次100％完了し、

すまいの耐震化については対象家屋の95％完了、橋梁の耐震化については対象92橋が

100％完了するなど、地震に強いまちづくりが進んでいます。

・密集市街地における老朽木造住宅の除却や空き地の有効活用、道路の拡幅などの取り組

みが進み、防災上の課題が改善されるなど、安全性が向上しています。

・長田南部地区・三宮南地区の概成など内水排除施設の整備や内水ハザードマップの作

成・公表、神戸港における防潮胸壁整備などを通じて、浸水に強いまちづくりが進んで

います。

・橋梁や上下水道など、大量更新期を迎える公共施設について、アセットマネジメント等

の手法を導入し、効果的・効率的な修繕による長寿命化や改築更新が進んでいます。
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 テーマ８　持続可能なまちをつくる 

　環境負荷の少ない持続的発展が可能なまちをめざして，海，山に囲まれた神戸の豊かな自然の恵みを次の

世代に引き継いでいくために，低炭素社会，自然共生社会，循環型社会の実現に向けた取り組みを進める。

　特に六甲山については，緑の保全・育成の取り組みを協働で進めることにより，防災機能の強化や生物

多様性の保全，魅力ある景観の形成を図る。

重点施策 事業内容

(1) 六甲山の緑の保全・育成 ① 「六甲山森林整備戦略」の策定

② 森林保全・育成の拡大実施

③ 市民や企業との協働による森づくり

④ ナラ枯れに対する危機管理体制の確立

⑤ CO2吸収源など六甲山の持つ機能・資源の活用推進

(2) 豊かな自然を活かした水と緑にあふ

れるまちづくり

① 健全な水循環の形成

② 水と緑による潤いのあるまちの形成

③ 多様な生きものを育む田園環境の保全・再生

④ 多様な主体との協働による生物多様性保全の仕組みづくり

⑤ 生物多様性保全のシンボル拠点整備の推進

(3) 交通環境の向上及び地域拠点の機能

強化

① 総合的な交通環境の形成

② 次世代自動車の普及促進

③ 自転車の利用環境の整備

④ 地域拠点の機能強化

(4) 低炭素都市づくりの推進 ① 低炭素都市の実現に向けた仕組みづくり

② 再生可能エネルギー，未利用エネルギーの導入・普及促進

③ 地区単位での低炭素化の推進

④ 建築物・施設ごとの低炭素化の推進 

⑤ 「神戸版CO2削減バンク制度(仮称)」 の創設検討

⑥ イベント開催時のカーボンオフセットの導入推進

⑦ 家庭部門における温室効果ガスの「見える化」の推進

(5) ごみの減量，資源化など環境にやさ

しい地域づくり

① 分別の徹底とさらなる減量・資源化の推進

② エコタウンまちづくりの全市展開

③ 環境学習の充実

・神戸の貴重な財産である六甲山について、2011年度に策定された「六甲山森林整備戦略」

に基づき、保全・育成のための取り組みが総合的に推進されています。（年間の保全・育

成面積：現状30 ～ 50ha→2015年度150ha）

・2011年度に策定された「水の基本計画（仮称）」に基づき、健全な水循環系の形成に向け

た総合的なマネジメントが展開されています。また河川及び河川沿い緑地の整備や、街

路の緑の充実、屋上緑化、壁面緑化などの取り組みを通じ、豊かな自然を活かした水と

緑にあふれるまちづくりが進められています。

・次世代自動車や自転車などの環境にやさしい交通手段の普及や、バイオガスや太陽光な

どの再生可能エネルギーの導入・普及、省エネルギー設備の普及が進んでいます。

・容器包装プラスチックの分別収集の全市展開（現状1,400ｔ→2015年度21,900ｔ）や、「雑

がみ」に焦点をあてた資源化推進（15,100ｔ→21,100ｔ）などを通じ、ごみ処理量のさ

らなる削減が進んでいます。

・エコタウンまちづくりの取り組みが全市展開されています。（166地区中、現状93地区

→2015年度128地区。2020年度までに全地区実施予定。）

・これらの取り組みを通じ、2015年度の温室効果ガス排出量について、1990年度比で10％

以上の削減が実現しています。

2015年の神戸
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 テーマ９　人と人とのつながりを深める 

　少子・超高齢化の進行など社会経済情勢が大きく変化する中，震災を機に醸成された地域における人と

人とのつながりをさらに深め，地域力を高めていくことで，市民の知恵と力が活きる個性豊かで活力にあ

ふれた地域社会の構築を図る。

　このため地域の様々な活動主体がゆるやかに連携し，総合的・自律的な地域運営を進めることをめざし

た支援の充実を図るとともに，地域課題を解決するための主体として近年注目されている社会的企業の育

成・支援を行う。

重点施策 事業内容

(1) 地域活動の活性化 ① パートナーシップ協定締結の推進

② 地域活動統合助成金モデル実施の推進

③ 地域人材支援センターの活用

④ わがまち空間づくり活動の支援

⑤ 地域担当制の充実・強化

(2) 社会的企業の育成 ① 神戸ソーシャルビジネス円卓会議

② 社会的企業の中間支援機関との協働推進

・パートナーシップ協定の締結（現状３地区）が2013年度には全区に拡大し、協定締結に

よる地域課題解決とその取り組みを通じた地域力の向上が進んでいます。また地域活動

統合助成金について現在のモデル展開をさらに拡充し、2013年度には本格的に制度化さ

れています。

・2011年度から開始する「わがまち空間づくり活動」について、毎年度２地区程度で「わ

がまち空間構想」の策定を進め、2015年度には10地区において策定されています。

・各区において協働のまちづくりをコーディネート・支援・情報発信する「区プラット

ホーム」について、現状（４区設置）から、2015年度には全区に拡大されています。

・「神戸ソーシャルビジネス円卓会議」において、社会的企業（「神戸版ソーシャルビジネ

ス」）の創出、事業化支援のための仕組みづくりを行い、様々な分野で社会的企業が活

躍する環境が整えられています。

2015年の神戸
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 テーマ10　行政の「つながる力」を高める 

　ICTの積極的な活用などを通じ市の広報・広聴機能を一層充実させることで，市民のニーズを的確に把

握するとともに，分かりやすい情報提供を進め，市民に身近な行政の推進を図る。

　また近隣市町との連携を進めるとともに，関西の４つの政令指定都市間において連携を一層強化するこ

とで，関西圏全体の活性化を図り，広域的施策を展開する。あわせて姉妹・友好都市提携など海外とのき

ずなを活かして，世界に向けた神戸の発信を図る。

重点施策 事業内容

(1) 市民に身近な行政の推進 ① 「神戸市総合コールセンター」と「市民の声集約活用シ

ステム」の活用

② 神戸市ホームページの一層の利便性向上

③ 窓口サービスのさらなる充実

(2) 都市間連携の強化 ① 関西４都市連携

② 近隣市町との連携

③ 海外提携都市間での多都市間交流の推進

④ 神戸ゆかりの人材組織の活用による神戸プロモーション

の展開

・「神戸市総合コールセンター」によって市民の問い合わせ等にワンストップで答えると

ともに、「市民の声集約活用システム」により、市民ニーズの適切かつタイムリーな把

握と市政運営への活用が進んでいます。コールセンターの運用２年目となる2012年度に

は利用者満足度が80％以上に達しています。

・神戸市のホームページを、あらゆる市民にとって一層使いやすい身近なものに改善し、

利用者満足度が現状の60％から2015年度には75％に達しています。

・区民サービスディレクターの配置実績が、現状（５区）から2012年度には全区となり、

ホスピタリティあふれる区民サービスが提供されています。

・関西における都市間連携をさらに強化するとともに、姉妹・友好都市やユネスコ創造都

市ネットワークなどを活用した海外との連携が一層強化されています。また神戸ゆかり

の外国人が14名、プロモーション人材として委嘱されています。

2015年の神戸
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 テーマ11　創造性を高め発揮する 

　都市間競争が激化する中，神戸の持つ独自性を活かした「デザイン都市」の取り組みをさらに推進する

ことで，継続的に成長し続ける創造都市の実現をめざし，国内外から多様な人材が集い活躍するまちづく

りを進めていく。

　また神戸医療産業都市構想をさらに推進するとともに，次世代スーパーコンピュータ（京速コンピュー

タ「京」）を活かした産業の高度化・活性化，さらに大学との連携の一層の強化など，神戸のもつ強みで

ある「知の集積」を活かした取り組みを進めていく。

重点施策 事業内容

(1)「デザイン都市」の実現に向けた人材の

集積・活躍

① 人材の育成・集積

② 地域社会への貢献

③ ネットワークの構築・情報発信

④ 創造と交流の場づくり

(2) 知の創造拠点づくり ① 神戸医療産業都市構想の推進

② 京速コンピュータ「京」などの利活用

③ 「神戸国際医療産業特区」の実現によるライフ・イノ

ベーションのグローバル拠点化

④ 大学連携の推進

・2012年度に供用開始する「（仮称）デザイン・クリエイティブセンター KOBE」を拠点

として、1,000人のクリエイターが登録し活躍するなど、創造的人材の育成・集積が進ん

でいます。そして、その力を活用した地域社会への貢献、さらにユネスコ・創造都市

ネットワークなどを活用したシンポジウムやコンペティションなどの連携・交流事業

（2015年度：10件目標）が進んでいます。

・神戸医療産業都市構想において、アジアNo.1のバイオメディカルクラスターへの成長を

めざして、高度専門病院の集積や、総合特区の活用による規制緩和などにより高度医療

サービスの提供や医療機器開発などが進んでいます。

・2012年度供用開始予定の京速コンピュータ「京」による研究基盤の集積や市民福祉への

貢献が進んでいます。

2015年の神戸
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 テーマ12　まちの魅力を高め発信する 

　神戸の魅力的なまちなみや環境を守り育てるとともに，自然・歴史・ライフスタイルが作り出した神戸

独自の観光資源を磨き，「おもてなし」を充実することで，市民が愛着を持ち，来街者によりにぎわうま

ちづくりを進める。

　さらに「デザイン都市」を具現化するエリアとして都心・ウォーターフロントの活性化を図るととも

に，先端技術の拠点であり豊かな歴史を持つ兵庫運河周辺の発信力を高めていく。

重点施策 事業内容

(1) 魅力あるまちなみや景観づくり ① 神戸らしい景観が見える場所（ビューポイント）の整

備・育成

② 歴史的建築物等の保全活用策の強化・拡充

③ 屋外広告物のデザイン誘導のためのルールづくりの推進

④ 道路の無電柱化の推進

(2) 観光交流の推進 ① 神戸ならではの観光の推進

② MICE誘致の強力な推進

③ 国別志向に対応した外客誘致の推進

④ 周遊と滞在につながる観光の推進

⑤ 観光案内機能と情報発信の強化

(3) 都心・ウォーターフロントの魅力向上 ① 三宮駅周辺の大改造の推進

② 新港第１突堤，メリケンパーク周辺の民間活力を活かし

た再開発

③ 波止場町１番地におけるオープン空間の整備

④ 都心・ウォーターフロントの回遊性の向上

⑤ ハーバーランドの活性化

(4) 兵庫運河～新長田周辺の魅力向上 ① 地下鉄海岸線沿線プロジェクトの推進

② 兵庫運河を活かしたまちづくり

③ 新長田周辺のまちづくり

・魅力ある景観が得られる場所（ビューポイント）が2015年度までに15か所整備され、ま

た景観形成重要建築物等の指定（現状12か所）について2015年度までに20か所が指定さ

れるなど、神戸の魅力ある景観を守り育てる取り組みが進んでいます。

・神戸ならではの観光資源の活用や、MICE誘致の強力な推進などを通じ、観光入込客数

が増加し、また国際会議開催件数が増加（現状76件→2015年100件）しています。

・港やまちなみなど、神戸の特徴を活かし、「デザイン都市」を具現化するエリアとして、

三宮駅周辺の大改造や、新港第１突堤・メリケンパーク周辺の再開発など、都心・

ウォーターフロントの魅力が一層向上しています。

・先端技術の産業拠点であるとともに豊かな歴史を持つ兵庫運河周辺を中心とするエリア

の発信力が高まっています。

2015年の神戸
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４　各区計画

　○各区の個性や特性を活かし，生活に密着した分野を中心に，区民と目標を共有し協働で取り組むため

の計画。

　○区民や地域団体等の意見を聞きながら，各区の区民まちづくり会議が中心となって素案を策定。

　○推進にあたっては，区民まちづくり会議が検証・評価し，その結果をふまえて改善に取り組むPDCA

サイクルにより，計画の進行管理を行う。

各区の将来像と2015年度までの主な取り組み

 東灘区　　すてきがあふれ，交流の風が吹くまち「ふるさと都市・東灘」 

・子育てを応援する

　　妊婦や子育て中の父親や母親同士が交流し互いに支え合う関係を育み，子どもを安心して産み育てら

れるようにする。

・まち全体で暮らす人を守る

　　地域見守り活動や認知症対策など，まちのみんなで支え合う取り組みを引き続き推進することによ

り，誰もが地域社会の中で安心して暮らせるようにする。

・わがまちをつくる

　　地域が主体となって，地域の目標をひとつずつ実現していくことにより，地域コミュニティの活性化

を図り，魅力あるまちを実現する。

 灘　区　　豊かな自然と笑顔あふれる　住み続けたいまち 

・「つながり」－ふれあいで 人と人とがつながるまちづくり－

　　新たなまちづくりの人材を発掘・育成するとともに，地域の一員である事業者や大学・学生，NPO

等の多様なまちづくりの担い手との連携強化に取り組み，「みんなの力」を結集して「住みよい元気な

まち」を創る。

・「思いやり」－生活マナーを守る 気持ちよく暮らせるまちづくり－

　　区民にとっては「住み続けたいまち」として，また，区外の人にとっては「訪れてみたくなるまち」

となるよう，区民一人ひとりが生活マナーを守り，気持ちよく暮らせるまちづくりを進め，まち全体の

ホスピタリティの向上を図る。

 中央区　　くらす魅力，つどう魅力，多彩な個性が響きあう都
ま ち

心　中央区 

・くらしたくなる「都心（まち）・中央区」づくり

　　生涯を通じた健康づくり，子育てをしやすい環境づくり，安全で安心して暮らせる地域づくりを進め

るとともに，地域の多彩な魅力を発信することで，住み続けたくなる・暮らしたくなる「都心・中央

区」の実現をめざす。

・つどいたくなる「都心（まち）・中央区」づくり

　　商業施設や業務施設などの都心機能の集積やみなと・空港といった中央区の特徴を活かして，まちの

にぎわいの演出を支援し，人々がつどうおもてなしの心あふれる「都心・中央区」を実現する。

 兵庫区　　やさしさと思いやりのまち　兵庫 

・子どもの笑顔を守り育てる

　　これからの兵庫区を担う子どもたちが明るい笑顔でありつづけることができるように，関係機関，関

係者と地域が連携して，出生（妊娠期）から，乳幼児期，小中学校，青年期まで切れ目なく，一貫して

子どもの成長を見守り，育む。
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・南北交流の“わ”づくり

　　南北に長い兵庫区の魅力や活力を，区全体で活用・共有できるよう，兵庫の“わ”づくりを進める。

特に，南北をつなぐ核として，区の中心である湊川地域の整備・機能強化を図り，その活性化をめざす

取り組みを進める。

 北　区　　人が集い 安心して暮らせる 魅力あふれる 緑といで湯のまち 

・北区の魅力の活用と情報発信

　　豊かな自然や，数多く残されている歴史文化資源，有馬温泉などの観光資源を北区の魅力として活用

するとともに，幅広く情報発信し，多くの人に足を運んでもらい，まちの活性化を図る。

・安全で便利なくらしの実現

　　広大な北区の地域間のみならず，地域内での移動手段の確保について取り組み，安全で便利なくらし

の実現をめざす。また，鈴蘭台駅前整備をはじめとした，安全・便利でにぎわいのあるまちづくりを進

める。

 長田区　　世界に誇れ！　食と鉄人　「グー」なまち　長田 

・世代を超えて共に楽しく和やかなまち

　　子育て環境，高齢者の居場所などの整備，高齢者と子ども・子育て世代の地域における交流を推進す

る。また，健康を維持する方策やスポーツの充実を図る。

・また来てみたいおもろいまち

　　多くの方々に来てもらうために，食・歴史など「文化」を切り口にPRする。文化を徹底的に洗い出

し，それらに触れる様々な機会の創出，文化の継承発信などを行う。

・自然を生かしたうつくしいまち

　　長田の地域力を生かした効果的なソフトの取り組みを工夫し，まちの自然を生かしたうつくしいまち

をつくる。

 須磨区　　地域の力と情熱があふれる住みよいまち－須磨－ 

・青少年の防犯・防災意識の向上と活躍の場づくり

　　各種地域リーダーや専門家の協力を得ながら，青少年に対し，防犯や防災に関する学習の機会を提供

し，意識啓発を進める。また，「青少年が地域を担う」という観点から，防災訓練などの地域活動への

青少年の参加を促しながら，地域で青少年を守り育てる。

・須磨の魅力発信と「おもてなし機運」の向上

　　須磨の雰囲気や魅力資源を愛する「須磨ファン」を発掘し，須磨の魅力発信源となるよう仕組みづく

りを進めるとともに，まち歩きを通して須磨を楽しむことができるよう，「おもてなし協力店」の設置

やテーマに応じた観光ガイドなど，まち全体で「おもてなし機運」の向上を図る。

 垂水区　　住みたい　住み続けたいまち　垂水 

・地域総合力の強化

　　ふれあいのまちづくり協議会を中心に，地域活動が活発におこなわれている垂水のまちの特徴をさら

に発展させ，地域総合力の強化を図る。

・子どももおとしよりもいきいきと暮らせるまちづくり

　　人のつながりによって，地域で安心して子育てができ，高齢者が安心していきいきと暮らせるまちづ

くりを進める。

・生活文化圏でのまちづくり

　　地形的圏域や社会的圏域によって地域特性の異なる６つの“生活文化圏”ごとに，歴史的遺産や伝統

文化などの地域資源の活用や，子どもからおとしよりまでの幅広い交流など，固有の重点目標を定め

て，各地域での個性を生かしたまちづくりを進める。
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 西　区　　美しいまち西区　新しい田園都市をめざして 

・災害に強いまちづくり

　　防災訓練や市民救命士講習会などを通じ，地域での自主防災力の向上を図るとともに，情報伝達網を

整備し，災害時に活用できるシステムづくりを行う。

・犯罪のない安全で安心なまちづくり

　　各地域での防犯対策を支援するとともに，大規模工業団地が立地し，事業所が多いという西区の特性

を活かして，住民，事業者，行政が一体となって自主防犯力の向上に取り組む。

・都市と農村との交流

　　自然豊かな農村地域の活性化のため，区内産農産物について地産地消の推進を図るとともに，都市部

住民との交流を進め，農業や産業の多様性と文化への理解を深める。

神戸市総合基本計画審議会名簿

（平成23年２月３日現在　敬称略，順不同）

【委員】  （委員89名）

（１）学識経験を有する者（32名）

 朝　倉　康　夫 神戸大学大学院工学研究科教授

 伊多波　良　雄 同志社大学経済学部教授

 沖　村　　　孝 建設工学研究所常務理事，神戸大学名誉教授

 加護野　忠　男 神戸大学大学院経営学研究科教授

 加　藤　恵　正 兵庫県立大学政策科学研究所教授

 角　野　幸　博 関西学院大学総合政策学部教授

 金　井　壽　宏 神戸大学大学院経営学研究科教授

 神　木　哲　男 神戸大学名誉教授

 黒　田　勝　彦 神戸市立工業高等専門学校校長

 小　浦　久　子 大阪大学大学院工学研究科准教授

 齊　木　崇　人 神戸芸術工科大学学長

 鎮　目　真　人 立命館大学産業社会学部准教授

 高　井　義　美 神戸大学大学院医学研究科長・医学部長

 立　木　茂　雄 同志社大学社会学部教授

 田　中　直　人 摂南大学工学部教授

 田　辺　眞　人 園田学園女子大学名誉教授

 寺　見　陽　子 神戸松蔭女子学院大学人間科学部教授

 中　川　幾　郎 帝塚山大学大学院法政策研究科教授

 中　野　加都子 神戸山手大学現代社会学部教授

 中　村　千　春 神戸大学理事・副学長

 長　瀬　荘　一 神戸女子短期大学教授

 新　野　幸次郎 神戸大学名誉教授

 西　川　伸　一 理化学研究所発生・再生科学総合研究センター副センター長

 西　村　順　二 甲南大学経営学部教授

 林　　　春　男 京都大学防災研究所巨大災害研究センター長・教授

 福　田　千津子 元神戸常盤短期大学教授

 北　後　明　彦 神戸大学都市安全研究センター教授

 牧　里　毎　治 関西学院大学人間福祉学部教授

 増　田　　　昇 大阪府立大学大学院生命環境科学研究科教授
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 松　原　一　郎 関西大学社会学部教授

 盛　岡　　　通  関西大学環境都市工学部教授

 安　田　丑　作 神戸大学名誉教授

（２）民間各種団体の代表者等（52名）

　①団体の代表者（22名）

 青　井　清　一 兵庫県港運協会会長代行

 宇　津　　　寬 神戸市自治会連絡協議会会長

 大　辻　正　忠 神戸市老人クラブ連合会理事長

 大　森　綏　子 兵庫県看護協会会長

 奥　本　一　夫 社会福祉法人神戸市身体障害者団体連合会理事長

 霧　嶋　明　美 神戸市手をつなぐ育成会会長

 黒　川　恭　眞　 神戸市私立保育園連盟会長

 清　水　政　子 兵庫県ＬＤ親の会「たつの子」副代表

 志　水　保　次 神戸市ＰＴＡ協議会会長

 田　川　　　智 神戸市私立幼稚園連盟理事長

 立　花　政　弘 兵庫六甲農業協同組合代表理事副組合長

 津　村　正　男 神戸労働者福祉協議会会長

 中　山　辰　己 神戸市地域改善まちづくり協議会会長

 奈良山　喬　一 神戸市商店街連合会会長

 祢　木　和　明 神戸市消防協会会長

 原　　　仁　美 神戸市婦人団体協議会会長

 本　庄　　　昭 神戸市医師会会長　

 松　村　英　洋 連合兵庫県連合会神戸地域協議会議長

 村　田　泰　男 神戸商工会議所専務理事

 村　元　四　郎 神戸市機械金属工業会会長

 山　田　隆　義 神戸市水産会会長

 吉　岡　正　勝 神戸市老人福祉施設連盟顧問

　②各分野で活躍する実践者（27名）

 伊　東　浩　司 甲南大学スポーツ・健康科学教育研究センター准教授

 岩　田　弘　三 Feel KOBE観光推進協議会会長，

  株式会社ロック・フィールド代表取締役社長

 植　村　武　雄 神戸経済同友会顧問，小泉製麻株式会社取締役社長

 加　藤　隆　久 神戸芸術文化会議議長

 久　利　計　一 ＫＯＢＥ三宮・ひと街創り協議会会長

 黒　谷　静　佳 環境カウンセラー

 坂　本　津留代 ＮＰＯ法人｢ニューいぶき」理事長

 妹　尾　美智子 神戸市消費者協会専務理事

 曹　　　英　生 神戸南京町景観形成協議会代表委員

 髙　崎　邦　子 株式会社ＪＴＢ西日本広報室長

 竹　中　ナ　ミ 社会福祉法人プロップ・ステーション理事長

 田　中　ま　こ 神戸フィルムオフィス代表

 車　　得　　龍 在日本大韓民国民団兵庫県地方本部団長

 中　島　幸　男 シスメックス株式会社取締役常務執行役員

 中　村　順　子 ＮＰＯ法人コミュニティ・サポートセンター神戸理事長　　
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 永　吉　一　郎 地域ＩＣＴ推進協議会副会長，

  株式会社神戸デジタル・ラボ代表取締役

 南　部　真知子 神戸旅客船協会理事，

  株式会社神戸クルーザー・コンチェルト代表取締役社長

 西　河　芳　樹 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社取締役神戸医薬研究所長

 野　崎　隆　一 ＮＰＯ法人神戸まちづくり研究所理事・事務局長

 服　部　孝　司 株式会社神戸新聞社地域活動局長

 古　河　憲　子 生活協同組合コープこうべ理事

 F.E.レオンハート 神戸外国倶楽部元会長

 松　田　茂　樹 神戸経済同友会代表幹事

 松　永　哲　也 日本銀行神戸支店長

 森　﨑　清　登 長田区ユニバーサルデザイン研究会会長，

  近畿タクシー株式会社代表取締役

 矢　崎　和　彦 デザイン都市・神戸推進会議チェアマン，

  株式会社フェリシモ代表取締役社長

 山　口　淑　美 ＮＰＯ法人こうべユースネット理事長　　

　③市政アドバイザー（３名）

 加　野　有　美 第10期市政アドバイザー

 福　田　正　人 第10期市政アドバイザー

 槇　本　久仁子 第10期市政アドバイザー

（３）市会議員（５名）

 北　山　順　一 神戸市会議員

 平　野　昌　司 神戸市会議員

 前　島　浩　一 神戸市会議員

 松　本　のり子 神戸市会議員

 吉　田　謙　治 神戸市会議員

【参与】

 塚　田　幸　弘 国土交通省近畿地方整備局企画部長

 中　嶋　秀　哉 国土交通省神戸運輸監理部総務企画部長

 山　内　康　弘 兵庫県神戸県民局長

【委員・参与の異動】

（委員）

　┌（前）三　谷　悦　雄　　　平成22年７月１日委嘱解除
　│
　└（後）青　井　清　一　　　兵庫県港運協会会長代行

　┌（前）三　木　秀　美　　　平成22年６月10日委嘱解除
　│
　└（後）志　水　保　次　　　神戸市ＰＴＡ協議会会長

　┌（前）渡　辺　智　教　　　平成22年６月25日委嘱解除
　│
　└（後）津　村　正　男　　　神戸労働者福祉協議会会長

　┌（前）三　條　正　豊　　　平成22年６月23日委嘱解除
　│
　└（後）奈良山　喬　一　　　神戸市商店街連合会会長　

　┌（前）川　島　龍　一　　　平成22年３月31日委嘱解除
　│
　└（後）本　庄　　　昭　　　神戸市医師会会長
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　┌（前）中　西　　　均　　　平成22年11月８日委嘱解除
　│
　└（後）村　田　泰　男　　　神戸商工会議所専務理事

　┌（前）村　田　泰　男　　　平成22年３月31日委嘱解除
　│
　└（後）松　田　茂　樹　　　神戸経済同友会代表幹事

　┌（前）高　橋　英　行　　　平成22年10月１日委嘱解除
　│
　└（後）松　永　哲　也　　　日本銀行神戸支店長

　┌（前）浜　崎　為　司　　　平成22年６月24日委嘱解除
　│
　│（前）松　本　　　修　　　平成22年６月24日委嘱解除
　│
　│（後）北　山　順　一　　　神戸市会議員
　│
　└（後）吉　田　謙　治　　　神戸市会議員

（参与）

　┌（前）藤　原　雅　人　　　平成22年３月31日委嘱解除
　│
　└（後）山　内　康　弘　　　兵庫県神戸県民局長
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2011・春季号（№39･最終号）　2011年３月下旬発行　定価650円（本体619円）

特集　文化と絆

　　「時代の峠」の先を共に考えよう …………………………… 三重県知事　野呂昭彦

　　文化の再生で地域社会の再創造を…………………… 東京大学名誉教授　神野直彦

　　文化力が人間中心の時代を開く……………………… ㈱資生堂名誉会長　福原義春

座談会　　「分権・地域主権の表裏」

　読売新聞東京本社編集委員　青山彰久、共同通信社編集委員兼論説委員　鎌田　司、

　千葉大学法経学部教授　新藤宗幸、（司会）「地域政策」編集長　尾形宣夫

文化企画

　文化を創造する役割を……… ㈶サントリー文化財団上席研究フェロー　佐藤友美子

　農山村の生活文化をどう守るか…………………… フリージャーナリスト　北井　弘

対談「女性が拓く」　　子育て・子育ち支援

　三重県子どもNPOサポートセンター　　理事長　田部眞樹子、事務局長　竹村　浩

本誌は今号をもちまして，最終号となります。

御愛読いただき，誠にありがとうございました。

４月号《特集》空転国会と統一地方選

３月号《特集》住民意思反映と自治の展望＋本と自治体の関係・明と暗

２月号《特集》自治体の情報公開・管理

『クイズ de 地方自治』

自治体学が身につく！ 28分野240問

10月15日発行  定価1,680円（税込み）

 『市民自治のこれまで・

これから 』今井照・編著

定価2,625円（税込み）  　
最新･96号
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都市政策バックナンバー

第 号 特集 震災復興の都市政策的検証Ⅱ 年７月１日発行

第 号 特集 ユニバーサルデザイン 年 月１日発行

第 号 特集 阪神・淡路大震災 年 年１月１日発行

第 号 特集 地域におけるセクター間の連携 年４月１日発行

第 号 特集 地方自治体の人事・給与 年７月１日発行

第 号 特集 集客観光都市の創造 年 月１日発行

第 号 特集 空港が開く都市の未来 年１月１日発行

第 号 特集 地域の力を活かした防災・防犯力の強化 年７月１日発行

第 号 特集 大学と地域・産業との連携によるまちづくり 年 月１日発行

第 号 特集 デザインを生かしたまちづくり 年１月１日発行

第 号 特集 ソーシャルキャピタルと地域づくり 年４月１日発行

第 号 特集 神戸医療産業都市構想 年７月１日発行

第 号 特集 神戸開港 年 年 月１日発行

第 号 特集 少子高齢社会における受益と負担の関係 年１月１日発行

第 号 特集 景観行政の変遷と意義 年４月１日発行

第 号 特集 ソーシャル・インクルージョン手法による地域の再生 年７月１日発行

第 号 特集 文化創生都市づくりとビエンナーレ 年 月１日発行

第 号 特集 これからの神戸づくりの論点 年１月１日発行

第 号 特集 大都市制度 年４月１日発行

第 号 特集 都市の就業戦略 年７月１日発行

第 号 特集 環境共生都市づくり 年 月１日発行

第 号 特集 阪神･淡路大震災の教訓は危機管理にどのように生かされているか 年１月１日発行

第 号 特集 分譲マンション再建・管理をめぐる諸問題 年４月１日発行

第140号　特集　神戸市（新長田地区）中心市街地の活性化について　2010年 7 月 1 日発行

第141号　特集　大都市に期待される役割について　2010年10月 1 日発行

第142号　特集　都市資源としての六甲山　2011年 1 月 1 日発行

第 号 特集 パブリックガバナンス―外部監査と外部評価― 年４月１日発行



発売元 勁草書房
東京都文京区水道2の1の1
振替口座00150-2-175253 03-3814-6861☎

財団法人 神戸都市問題研究所

季刊  ’11.4

第143号

定価650円（本体619円）

勁草書房

特集
第５次神戸市基本計画
新たな神戸づくり

巻 頭 言

論 文

特別論文

特
集

「ひと」を「たから」として新たな豊かさをともに

創造する“協創”の理念 ……………………………… 矢田　立郎

人を「たから」にして進めるこれからのまちづくり

　－神戸市の第５次基本計画のねらい－ ………………… 新野幸次郎

リスクに挑戦する都市へ

　－台頭する２つのタイプの小組織企業－ ……………… 加藤　惠正

都市空間計画の役割と計画課題

　―第５次基本計画と都市計画マスタープランの策定を通して―………… 安田　丑作

神戸2015ビジョンの政策形成にあたって

　－くらしを守る視点から－……………………………… 松原　一郎

マスタープランから見た神戸づくりの変遷 ………… 本荘　雄一

行政資料

第５次神戸市基本計画（概要） ……………… 神戸市企画調整局
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